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会長挨拶
第７２回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会会長

佃 和夫
（三菱重工業株式会社特別顧問）

開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げま
す。
本年の第７２回租税研究大会は，新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため，オンラインでの
開催とさせていただきましたが，多数の皆様に
ご参加いただき,心からお礼申し上げます。
また，ご参加の皆様には，常日頃から，租研
の事業活動に深いご理解と多大なご協力を賜っ
ており，この場をお借りして,厚くお礼申し上
げます。
さて，わが国の経済状況は，これまで雇用，
所得の面で改善が見られていたものの，経済成
長率は先進国の中で低い水準でありました。ま
た昨今は，新型コロナウイルス感染症等の影響
により，世界経済は大きな打撃を受けています。
こうした中，今後わが国経済のポテンシャル
を強化していくためにも，思い切った成長戦略
の実施とともに，財政健全化を進め，社会保障
制度等を持続可能なものとすることが欠かせま
せん。
わが国の長期債務残高は，令和２年度末には
一千百兆円を超える（１，１８２兆円）と見込まれ，
GDPの２倍という，歴史的，国際的に最悪の
水準が続いています。
そのような中，本年７月に公表された経済財
政運営と改革の基本方針２０２０，いわゆる骨太方
針においては，感染症拡大を踏まえた当面の経
済財政運営と経済・財政の一体改革を推進する

こととしていますが，財政支出が著しく拡大す
る中で，２０２５年度の基礎的財政収支の黒字化達
成は絶望的な状況になっています。
巨額の財政債務はわが国の重要課題であり，
感染症拡大にかかる危機的状況を脱した後には
,財政健全化に全力で取り組まなければなりま
せん。
次に税制についてですが，感染症拡大の下で
ニューノーマルといった考え方が提唱されるな
ど，わが国を取り巻く経済・社会環境は大きく
変化し，こうした変化に迅速かつ的確に対応で
きる制度の構築を追求する必要があります。
所得税制については,所得再配分はどうある
べきなのか，その中で税収調達機能や所得再分
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配機能を有する基幹税である所得税はどのよう
な役割を果たすべきかについて十分に検討され
るべきと考えております。
また，労働力人口が減少していくわが国にお
いて，経済の持続的な成長力を強化するために
は，生産性向上が不可欠です。このような状況
において，法人税改革は，日本企業の国際競争
力や日本の立地競争力の強化に資するものでな
ければならず，そのためには少なくとも国際的
に調和のとれた税制とすることが重要です。
国際課税の分野においては，わが国でも
BEPS 最終報告書に沿った法整備がなされ，主
要な項目の取込みは一段落しましたが，経済の
電子化に対応する課税のあり方については，現
在も注目を集める論点として国際的な検討が進
められています。
今後の国際課税においては，とりわけ国際的
二重課税を効果的に排除する仕組みや投資交流
を阻害しない税制の構築が重要と考えます。
そして，消費税については，昨年，税率が１０％
に引き上げられたものの，超高齢社会の財政を
支える基幹税として，今後さらに，消費税率を
引き上げてゆく必要があると考えております。
私ども租研は,民間研究団体として中立の立
場から，税・財政の問題を調査・研究し，毎年，
中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ
いて提言を行っております。

私どもは，これまでと同様に成長戦略と財政
の健全化，社会保障制度改革を一体的に推進す
るためには，「経済活力の強化」と「安定財源
の確保」を基本として,経済社会の実態の変化
に即した税制改革への取組が必要であると考え
ています。
今年の租税研究大会では，本日午前の部にお
いて，京都大学の岡村（おかむら）先生から
「AOA再考－２つの柱から」と題してご報告
を頂きました。
この後開催する「税制改革を巡る現状と課
題」では，財務省住澤（すみさわ）主税局長，
総務省稲岡（いなおか）自治税務局長にも，公
務ご多忙な中，討論会にご出席いただきます。
また，明日は「租税原則の視点からみた税制
の課題」及び「国際課税を巡る現状と課題」と
いう２つの討論会を予定しております。
ご参加いただく皆様は，いずれも税制，財政
に精通された方々ばかりであり，大変有意義な
お話を伺えるものと思います。皆様とともに大
きな期待を込めて拝聴したいと存じます。
最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後
ますますのご発展とご健勝を心からお祈りする
とともに，当協会の活動につきまして，今後と
もご支援，ご協力を賜りますようお願い申し上
げまして，私の租税研究大会開催に当たっての
挨拶とさせていただきます。
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はじめに

最初にちょっとしたジョークを申し上げま
す１。ジョークですので，事実かどうかは定か
ではありませんが，今から６０年くらい前，ちょ
うど，OECDモデル条約の草案（ドラフト）
ができたのが１９６３年ですので，その少し前の
１９６１年にソビエト連邦のガガーリンが初めて宇
宙船で地球を一周し，翌年にはアメリカのグレ
ンも地球を一周しました。当時は米ソが競争で
宇宙開発を進めていましたが，その中で，ひと
つ，実務的に大きな問題が生じました。宇宙で
は，飛行士には様々な実験や観察の任務が課さ
れ，結果を「文書化」して地球に持ち帰るとい
う「事務負担」があったのですが，無重力状態
では，ボールペンのインクが出ないことが分か
ったのです。そこで，NASAは，無重力状態
でも使え，さらに，大きな温度差など過酷な宇
宙の状況にも耐えるような筆記具の開発に乗り
出し，なんと約１２０億ドル（１２０億円ではありま

せん。）を費やして新しい筆記具を作ったとい
われています。では，ソ連はどうしたか，とい
うと，彼らは鉛筆を持っていったということで
す。
本日の報告は，「AOA再考―２つの柱から」
と題するものです。２つの柱というのは，デジ
タル課税（本日はこの語を厳密な定義なしに用
いますが，経済のデジタル化に対応するための
税制上の措置と理解しておきます。）に関して
OECDが示している新しい課税のあり方で「統
一アプローチ」（Unified Approach）の中味を

１ See https : //www．neowin．net/forum/topic/１４２０１９-nasas-space-pen/（accessed１９Aug．２０２０）．これは，Radhak-
ishan Rawal，Taxation of Digitalized Economy-Proposed UN Solution，Asia-Pacific Tax Bulletin，２０２０（Volume２６），
No．３，at１（２０２０）で紹介されたものである。

報告 ９月１６日㈬・午前

AOA再考―２つの柱から

京都大学大学院法学研究科教授

岡村 忠生
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指しており，この中で特に，新しい筆記具，で
はなくて，新しい課税権といわれるAmount
A の部分に着目して，AmountA を巡る観点か
ら，現在の国際課税の考え方であるAOA
（Authorized OECD Approach），OECD承認
アプローチとその基礎にある帰属取得主義がど
のようなものであるかを見直し，現行OECD
モデル条約への影響や，今後のわが国の国際課
税への影響を考えます。なお，本日の報告要旨
を提出した後，この８月５日に，国際連合から，
デジタル課税に関する国連モデル条約の改定案
が公表されました２。検討したところ，この改
定案は，いわば鉛筆書きのスケッチのような段
階で，今後どうなるかは分かりませんが，内容
的には，本日のテーマに深く関わり，紹介した
方がよいと思われましたので，これを加えて報
告します。

１．OECD承認アプローチ

１―１．租税条約の構造
●課税権分配ルールとソース・ルールの違い
ここでは，以下の議論との関係で，まず
OECDモデル条約の構造を見ておきます。租
税条約の実体法の部分は，利子や配当のような
所得種類ごとに，条約締結国間で課税権を分配
するルールの集合体であり，主に源泉地国の課
税権を制限するルールから成ります。このルー
ルが存在する前提には，居住地国にも源泉地国
にも課税権が存在していることがあります。こ
れは，当たり前のことですが，デジタル課税を
巡っては，源泉地国とは何か，であるとか，居
住地国でも源泉地国でもない国が課税をしたら
どうなるか，といった問題があるので，あえて
申し上げます。
さて，租税条約のこのような規定には，ソー

ス・ルールを含むものがあります。ソース・
ルールというのは，所得を生じさせる事象の性
質や内容に基づいた所得の地理的帰属によって
源泉地を決めるルールのことをいいます。この
ようなソース・ルールは，課税権の分配ルール
とは，異なるものです。このことは，デジタル
課税をどう位置づけるかで重要な論点となるた
め，ここで取り上げておきます。両者の違いを，
OECDモデル条約の１１条（利子）を例にとっ
て説明します。

OECDモデル条約１１条（利子）
１ 一方の締結国において生じ，他方の締
結国の居住者に支払われる利子に対して
は，当該他方の締結国において租税を課
すことができる。
２ １の規定にかかわらず，一方の締結国
において生じた利子に対しては，当該利
子が生じた締結国においても，その国の
法令に従って，租税を課すことができる。
ただし，当該利子の受益者が当該他方の
締結国の居住者である場合には，その租
税の額は，当該利子の額の１０％を超えな
いものとする。・・・
（中略）
４ １と２の規定は，一方の締結国の居住
者である利子の受益者が，当該利子の生
じた他方の締結国内にある恒久的施設を
通じて事業を行う場合において，当該利
子の支払いの基因となった債権が当該恒
久的施設と実質的な関連を有するもので
あるときは，適用しない。この場合は，
第７条の規定（事業利益）を適用する。
５ 利子は，その支払者が一方の締結国の
居住者である場合には，当該一方の締結

２ United Nation’s Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters，Tax Treatment of Pay-
ments for Digital Services．
https : //www．un．org/development/desa/financing/sites/www．un．org．development．desa．financing/files/２０２０-
０８/TAX%２０TREATY%２０PROVISION%２０ON%２０PAYMENTS%２０FOR%２０DIGITAL%２０SERVICES．pdf
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国において生じたものとされる。・・・
（後略）

この規定のパラ１は，利子が原則として居住
地国で課税の対象となること，ただし，パラ２
は，利子の額（グロス）の１０％を上限として，
源泉地国が国内法を設ければ課税ができること
を規定しています。これらは，居住地国と源泉
地国に課税権を分配する規定です。しかし，こ
れらの規定を適用するには，その前提として，
源泉地国，すなわち，利子の「生じた」国がど
こかを決めなければなりません。これをソー
ス・ルールというわけです。パラ５は，利子の
支払者の居住地国を，利子の源泉地国とすると
決めています（債務者主義）。このように，租
税条約は，ソース・ルールと課税権分配ルール
の二段階で，課税権の所在と制約を規定してい
るわけです。なお，いうまでもなく，仮にパラ
２の上限税率がゼロであっても，また，源泉地
国が利子に課税をする国内法を設けなかったと
しても，源泉地国が変わるわけではありません。

●帰属所得主義とソース・ルール
ところで，１１条のパラ４は，利子という所得
種類であっても，PEに実質的に関連すれば，７
条（事業利益）を適用すると規定しています。
そうなると，パラ１と２は適用されないので，
その前提であったパラ５のソース・ルールも，
適用されないことになります。これは，日本の
所得税法の利子所得の範囲の考え方（事業に関
連する利子であったも，事業所得とはせず，利
子所得とする）とは全く異なるものです。モデ
ル条約では，それ自体を個別に見れば利子とい
う属性を持つ所得であっても，PE事業の中で
用いられれば事業利益として課税を受けること
になります。
そして，この７条にも，ソース・ルールはあ
りません。

OECDモデル条約７条（事業利益）

１ 一方の締約国の企業の利益に対しては，
その企業が他方の締約国内にある恒久的
施設を通じて当該他方の締約国内におい
て事業を行わない限り，当該一方の締約
国においてのみ租税を課することができ
る。一方の締約国の企業が他方の締約国
内にある恒久的施設を通じて当該他方の
締約国内において事業を行う場合に
は，２の規定により当該恒久的施設に帰
せられる利益に対しては，当該他方の締
約国において租税を課すことができる。
２ この条および［２３Ａ］［２３Ｂ］条の規
定の適用上，各締約国において１に規定
する恒久的施設に帰せられる利益は，企
業が当該恒久的施設および当該企業の他
の構成部分を通じて果たす機能，使用す
る資産および引き受ける危険を考慮した
上で，当該恒久的施設が同一のまたは類
似する条件の下で，同一のまたは類似す
る活動を行う個別かつ独立した企業であ
るとしたならば，当該企業の当該他の構
成部分との取引からの利益をも含めて，
当該恒久的施設が取得したとみられる利
益とする。
（中略）
４ 他の条で別個に取り扱われている種類
の所得が企業の利益に含まれる場合には，
当該他の条の規定は，この条の規定によ
って影響されることはない。

７条のパラ１が課税権分配の規定で，やはり
原則は居住地国が課税権を有するが，PEがあ
れば，その PEに帰せられる利益について，PE
の所在地国が課税できるとしています。ここに
は，「生じる」といった表現はなく，「帰せられ
る」と書かれています。「帰せられる」は，主
体（納税義務者）と対象（課税物件）との結び
つきを示す人的帰属を意味します。そのことは，
「恒久的施設が取得したとみられる利得」とい
う表現からも明らかです。事業利益（Business
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profits）の範囲は，帰属によって画されている
ので，先ほどの利子をはじめ，ほぼ全ての所得
種類（所得を生じさせる事象の性質や内容に基
づいて分類された所得）が含まれうることにな
ります。人的帰属は，どんな所得にも観念でき
ますから（このことには，検討の余地はありま
す。），所得種類やソース・ルールとは次元の異
なる概念，すなわち，所得自体の性質には無関
係で，所得の獲得者に着目した概念になります。
AOAは，国際課税の原則として，PEへの

帰属によって課税権を分配する帰属所得主義を
採用しています。ソース・ルールではありませ
ん。この後の議論では，デジタル課税の方法と
して，果たしてこのやり方が適切なのか，それ
ともソース・ルールを使う方が適切なのかを議
論します。ちなみに，わが国は，平成２６年改正
でAOAを導入しましたが，それまでは，全所
得主義でした。全所得主義というのは，人的な
帰属ではなく，ソース・ルールによって，国の
課税権の範囲を画する考え方です。
今から述べることは，分かりやすさのために，
物事を過度に単純化したものです。世界中のど
こにも，これから述べるような純粋な税制を取
る国はありませんが，あえて理念型を申し上げ
ます。一方の極には，居住者には全世界所得課
税を行い，外国税については国外源泉所得に対
して課せられた国内税額を限度額とする外国税
額控除を与える，非居住者には全ての国内源泉
所得（全所得）に対する総合課税（純所得課税）
を（可能な限り）行う，そして，所得の源泉地
の判定は，ソース・ルール，すなわち，所得を
生じさせる取引などの事象の性質や内容に基づ
いた源泉地決定ルールによる，という税制が考
えられます。ここで鍵となる要素は，居住者と
非居住者の区別，および，ソース・ルールです。
PEへの帰属は関係がないし，むしろ有害とも
いえます。これに対して，他方の極には，居住

者についても非居住者についても，国内に所在
する PEに帰属する所得（帰属所得）のみを課
税の対象とし，国外の PEに帰属するものは課
税の対象としない（国外所得免除）という税制
が考えられます。ここでは，PEの有無と帰属
の判定が鍵となります。ソース・ルールは必要
ありません。かつての米国や日本は，前の方に
近い位置にいましたが，OECDモデル条約は，
後の方の考え方に立つものです。そして，日本
も米国も，OECDの方向に移動してきたわけ
です。しかし，繰り返しになりますが，デジタ
ル課税は，帰属所得主義の下で実施できるよう
なものか，という検討課題があります。
帰属所得主義では，「帰属」を具体的にどの
ように判断するかが決定的な要素です。しかし，
ただ帰属といっただけでは，様々な解釈の余地
が生じます。国内法にも，所得税法１２条，法人
税法１１条などに「帰属」の文言が登場しますが，
これらの規定を巡る学説の対立（法的帰属説と
経済的帰属説）はよく知られています。モデル
条約７条の帰属についても，各国で様々に解釈
が異なり，場合によっては二重課税も生じてい
たことが，AOAが必要となった理由です。
７条バラ４は，他の条に対して７条を劣後さ
せています。しかし，たとえば利子について１１
条パラ４を見ると，この規定は，再度，７条に
ボールを投げ返しているので，結局，PEに帰
属する利子は，７条の規律を受け，先に説明し
た意味でのソース・ルールの適用を受けないこ
とになります。このような処理は，AOAを受
け入れて改正された法人税法１４１条１号ロにみ
ることができます。

１―２．A0Aの背景
●経緯
先に述べた帰属に関する各国の共通理解の欠
如は，１９６３年のOECDモデル条約案から指摘

３ AOAに至る経緯については，OECD（２０１９），Model Tax Convention on Income and on Capital２０１７（Full Version），
OECD Publishing，C⑺ para４―９．
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されていました３。このため，１９７７年に公表さ
れたモデル条約では，７条に手が加えられ，さ
らに，１９８４年には銀行についての帰属のあり方
を検討したレポート４，９３年には帰属全般に関
するレポートが公表されました５。その後，９５
年に「移転価格ガイドライン」６が公表された
ことを受け，これを恒久的施設への帰属に応用
する方向が目指されました。この検討の結果
は，２００８年の報告書で「OECD承認アプロー
チ」として公表され７，その内容は，２０１０年の
報告書８とモデル条約およびコメンタリーの改
正として結実しました。

●恒久的施設の概念
モデル条約５条には，PEの概念について規

定されています。この内容は，BEPS プロジェ
クトの議論を経て，２０１７年のモデル条約で大き
く改定されました。ただし，規定の出来上がり
は，やや長く複雑なものとなっており，７条の
ようにスッキリした文言の規定ではありません。
PEは，７条の帰属を認識するための前提であ
り，帰属が生じる点，所得計算ができる単位で
すので，AOAに不可欠な前提です。
しかし，ひるがえって PEの本質的な要素が

何かというと，AOAやモデル条約コメンタ
リーは，人的な要素を重視しています９。人的
帰属がAOAの肝ですから，所得の創出といっ
た観点から，人的要素の重視は当然のことでし
ょう。しかしながら，デジタル課税の文脈では，
課税権を根拠づける関係（以下「ネクサス」と

いいます。），数値としてのしきい値（たとえば
最低限の売上高など）のような要素が前面に出
てきます。すなわち，恒久的施設という言葉に
表れている継続性のある物理的侵入（brick and
mortar，レンガとモルタル）という伝統的な
要素から，サーバー PEやバーチャル PEの議
論を経て，課税を根拠づけるネクサスとしての
重要な経済的存在（significant economic pres-
ence）といった要素へと重点が移ってきてい
るのです。ユーザの参加や市場であることだけ
で，ネクサスを認める議論も有力です。しかし，
もし PEをこのような要素に還元，分解してし
まうと，所得計算のための帰属点が存在しなく
なるため，AOA（帰属所得主義）による所得
計算は（少なくともそのままでは）できないこ
とになります。まさにここが，ポストAOAの
悩みどころです。
PEなしに行う課税とは，どのようなものに
なるのでしょうか。現在の制度で考えると，利
子や配当に対する源泉徴収課税がそれにあたり
ます。利子や配当への源泉徴収は，ソース・ルー
ルさえあれば可能です。いくつかの国のデジタ
ル・サービス・タックス（支払対価への課税）
も，所得課税として整理すれば，これと同じも
のになると思います。つまり，PEでないネク
サスを考えて，純所得課税を諦めれば，源泉徴
収によるデジタル課税が可能であるということ
になります。そうすると，あとは，ソース・ルー
ルの作り方の問題になります。なお，DSTを
消費課税的に理解すれば，消費課税では仕向地

４ “The Taxation of Multinational Banking Enterprises”，in Transfer Pricing and Multinational Enterprises : Three
Taxation Issues，OECD，Paris，１９８４．

５ Attribution of Income to Permanent Establishments，Issues in International Taxation No．５，OECD，Paris，１９９４．
６ OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations，OECD，Paris，１９９５．
７ Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments，OECD，Paris，２００８．
８ Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments，at８，OECD，Paris，２０１０．
９ たとえば，２０１７年に改正されたOECDモデル条約５条パラ５のコメンタリーC⑸para．８３には，「その活動が PE
を形成する人」という表現がある。また，コメンタリーC⑺―８para．２０，および，OECD（２０１０），supra note ８，at
１７para．２２には，「重要な人の機能（significant people functions）」の概念が現れる。
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原則を徹底する限り，PEのようなネクサスは
不要と考えられますが，徴税実務的には，リバー
スチャージができないB２C取引で，納税義務
者である事業者の存在に関する問題（事業者登
録による確認など）が出てくると思われます。

１―３．「帰属」の具体化（２０１０年改正と報告書）
●PEが果たした機能，使用した資産，引き受
けたリスクに基づく帰属
AOAは，帰属所得の算定において，PEが
果たした機能，使用した資産，引き受けたリス
クに基づく帰属を掲げ，同時に，全所得主義の
「吸引力」（force of attraction）の排除を述べ
ています１０。吸引力とは，先の理念型のところ
で述べた非居住者の全ての国内源泉所得を可能
な限り総合課税するという課税方法において，
非居住者が PEを有する場合に，PEに帰属し
ない所得も PEに「吸引」されて総合課税を受
ける現象をいいます。AOAは，これを拒絶す
るわけです。もちろん，ソース・ルールに基づ
く課税では，PE帰属の有無にかかわらず，国
内源泉所得は全て課税の対象にするのが公平だ，
ということになります。ここは，よって立つ理
念の違いです。
２０１０年のモデル条約改正では，帰属所得主義
が徹底され，７条の規定は，もはや企業（enter-
prise，ひとつの法主体の意味です１１。）の全世
界利益を PE所在地国に配分するという発想が
なくなりました。そのことは，改正前の７条パ
ラ１冒頭にあった定冠詞，The profits of enter-
prise の定冠詞 the が削除されたことに象徴さ
れています。そして，ご承知のように，PEと
企業のそれ以外の部分とを各々独立主体と擬制
して，移転価格税制に関するOECDの「移転

価格ガイドライン」を類推適用（applying by
analogy）することになっています１２。類推とい
っても，PEは法主体ではありませんから，法
的な所有権の主体や契約当事者となることはで
きません。しかし，それが可能であるかのよう
な擬制を行うわけです。それゆえ，移転価格税
制を越えるような適用が必要になります。

●２段階の分析
そのような擬制を行うのが，AOAによる帰
属所得の算定の第１段階です１３。すなわち，PE
を独立した当事者と扱うための準備をする段階
です。これは，移転価格ガイドラインにはない
ものです。「フィクションとして」とAOAに
関する２０１０年のOECD報告書が繰り返し述べ
ていますが１４，PEを独立当事者に仕立てるわ
けです。この第１段階は，この後ろに資料とし
て掲げたものの４頁下「（i）機能と事実の分析」
から６頁までにある小文字のローマ数字の見出
しを付けた５つのものになります。ここで重要
なことは，資産の所有やリスクの負担など，通
常は法的に行っている判断を，経済的な判断に
置き換えていることです。報告書やモデル条約
コメンタリーには，たとえば「経済的所有権
（economic ownership）」という語が繰り返し
出てきて，法学者にとって，これは概念矛盾と
いうか，法的ではない所有というものは，あり
得ないようにも思うのですが（占有のことでも
ありませんし），そこは譲ることにして，むし
ろ問題は，法ではないとすると，何に基づいて
所有なり，リスクなりの帰属を決めるのか，と
いうことになります。この点，AOAは，「重
要な人々の機能（significant people functions）」
という考え方を提示しており１５，資産やリスク

１０ OECD（２０１０），supra note８，at１２para８ ; at２２para．５０．
１１ Id．at１２，n．３．
１２ Id．at１３，para９．
１３ Id．at１４―２０．
１４ Id．at１３para．１１; at２２３para．１６など。
１５ 前掲注９に掲げた部分。
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を，それらの経済的所有や引受け・管理に係る
重要な機能を果たす人々の所在する恒久的施設
に帰属させると述べています。これは，よく読
むとトートロジカルですが，とにかく，人とい
う要素の重視は，AOAの特徴のひとつである
ことは間違いありません。そして，いうまでも
ないことですが，このアプローチは，デジタル
課税とは反対の方向を向いている（のではない
か）と思われます。もちろん，AOAは，それ
以外の恒久的施設の機能も，必ずしも価値が低
いわけではないと述べてはいますが，AOAが
PEの機能への帰属と考えている以上，ＡＩや
ロボットのような人間以外のものについて，帰
属の対象となる機能を認めることができるのか
否か，議論の余地がありそうです。
「（ii）資産の帰属」（資料５頁）では，経済
的所有の所在を納税者に決めさせるわけにはい
かないことが述べられていますが，これも，近
代国家において，契約自由の原則の下で，誰も
が自由に財産を所有できることからは，違和感
があります。PEがもし本当に独立した主体で
あるのなら，何を所有するかは自分で決められ
るはずだからです。ですので，PEの独立性は，
額面通りに受け取るのではなく，あくまでも
AOAにおけるある種のフィクションと割り切
った方がいいと思われます。
「（iii）リスクの帰属」（資料６頁）は，人の
積極的な意思決定に伴う損失の可能性を指して
います。そして，損失は，法的には企業全体で
負担しているのですが，にもかかわらず，ひと
つの PEに帰属する，というフィクションがあ
るわけです。ただ，人の積極的な意思決定につ
いては，その人の場所を特定できるか，という
問題があります。つまり，このような判断をす
る立場にある人が，果たしてひとつの PEに所
属しているか，という問題です。
「（iv）“free capital”の帰属」における“free capi-

tal”とは，利子のような控除可能なリターンを
生じさせない資金供与，つまり，資本金のよう
なもののことをいいます。PEは独立企業であ
るから，その機能を果たすために必要な資本を
有しているはずだ，という考え方に基づくもの
です。この資本の計算については，日本の国内
法にも，資本配賦原則法などいくつかの方法を
定めた規定が置かれていますが（法令１８８条），
企業全体の資本をリスクウェイト資産の比率な
どで各 PEに分配しており，PEを完全に独立
したものと見る計算ではありません。ですので，
ある程度は企業全体を見るという意味でのフィ
クションの要素が認められるところだと思いま
す。
「（v）内部取引（dealings）の認識」では，
契約という法的事実が使えないので，会計記録
や文書化が要求されます。この文書化は，NASA
が用意したような筆記具に例えられる部分です。
鉛筆ではとても無理だと思います。
AOAによる帰属所得の算定の第２段階は，
比較的忠実に移転価格ガイドラインを適用して
ゆく段階です。もっとも，無形資産の扱いなど
について，２０１０年の報告書は，その後のＢＥＰ
Ｓプロジェクトに発展する議論をしています１６。
問題となるのは，本社の負担したコストをその
まま PEに配賦する場合をどう見るか，無形資
産の共同開発（cost contribution arrangement）
への擬制をどのような条件で認めるか，内部的
な無償サービスをどこから dealing として認識
するか，といったことになります。

１―４．検討
AOAアプローチについて，まず問題となる

のは，帰属所得主義における帰属の対象，帰属
点とは何か，それは，PEなのか，PEの機能
なのか，PEに所属する人（の活動）なのか，
ということです。この背後には，そもそも，帰

１６ OECD（２０１０），supra note８，at２９―３３，５３―５７．
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属するとはどういうことなのか，という哲学的
な問題があります。私は，課税所得計算をする
点，単位に数値を寄せ集めることだと割り切る
こととし，それ以上，深いことは考えられない
ように思います。
次に，ある所得なり取引なりが帰属するのは，
ひとつの主体（PEまたは本社）だけなのか，
それとも，本社にも PEにも帰属すると考える
のか，という問題があります。この問題は，他
の問題も見てから，最後に検討することにしま
す。
第３に，資産の所有などについて，法的分析
が使えないので，代替するものとしての機能分
析が用意されていますが，その基礎は何か，「経
済的」とは，どういうことか，という問題があ
ります。経済的帰属という言葉は，実質所得者
課税の原則（所法１２条，法法１１条）を巡って古
くからありますが，その内容は明確ではありま
せん。もちろん，法的な所有にも，擬制の要素
はあります。しかし，所有などの法的概念は，
実定法や判例により，かなりの程度，安定した
予測可能なものとなっています。AOAは，何
が帰属を決めるのか，その決定的な要素を，も
っとはっきりさせてよいように思われます。
第４に，その候補と考えられるのが，先に述
べた「重要な人的機能」になります。人の重視，
人への帰属は，人間こそが所得を生み出すこと
ができるという考え方に結びつきます。これが，
経済のデジタル化の中で，なお妥当するか，た
とえば，ＡＩに基づく配車サービスや広告の表
示提示，自動運転のタクシー等を見ていると，
ＡＩやロボットが所得を生み出す，と考える方
が自然ではないかとも思えます。
最後に，９条の７条化とでもいえるような現

象が見られるように思います。モデル条約９条
は，関連企業，つまり，移転価格税制に関係す
る規定です。AOAにおける特に第１段階は，
既に見たように，法的関係を離れたフィクショ
ンを多用するものでした。このテクニックがう
まく行くのであれば，移転価格税制にも同様の
方法が使えるのではないかと思われます。この
ような議論は，取引の再構築や擬制といった観
点からのものになります。BEPS 報告書での
HTVI（評価困難な無形資産）アプローチやこ
れを受けた令和元年度の移転価格税制の改正に
は，このような考え方が垣間見えるのではない
でしょうか。

２．新しい課税権（Amount A）を巡って

２―１．内容
OECDの統一アプローチについては，昨年

の祖研大会でも報告いたしましたが，その後，
特に２つの柱のうちの第１のもの，経済のデジ
タル化に対応するための新しい国際課税の提案
の部分が，昨年１１月に事務局から統一アプロー
チ（Unified Approach）がコンサルテーション
文書として示され１７，これに基づいた各国や団
体等からの意見聴取や公聴会を経て，本年１月
末に包括的枠組み（Inclusive Framework）参
加国による承認を得た文書となり１８，これが２
月にサウジアラビアのリヤドで開催されたＧ２０
財務大臣中央銀行総裁閣僚会議で承認を得まし
た１９。内容としては，自動化されたデジタルサー
ビス（automated digital services）からの所得，
以下（「ADS所得」といいます。）と，検討中
の部分がありますが，消費者に向き合う事業
（consumer―facing business）からの所得を対
象として，Amount A～Cの３つの課税対象を

１７ OECD（２０１９），Public consultation document，Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One．
１８ OECD（２０２０），Statement by the OECD/G２０Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Ad-
dress the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy．

１９ Communiqué，Realizing Opportunities of the G２０ Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting ２１st
Century for All２２―２３February２０２０，Riyadh，Aaudi Arabia．
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設け，市場国による課税の対象とするというも
のです。ただし，Amount B と Cの対象は，よ
り広いことも考えられます。
Amount A は，新しい課税権といわれるもの
です。上記の課税対象は，いずれもOECDモ
デル条約７条に規定された事業利益を構成する
と考えられますが，AmountA については，PE
なければ課税なしの原則や，同条と９条の規定
する独立当事者間取引基準（Arm’s Length
Principle，ALP）の原則とは異なり，PEがな
くとも，市場国との重要で継続的な関係（signifi-
cant and sustained engagementwithmarket ju-
risdictions）が認められれば，その市場国に課
税権が認められるとします。そして，その市場
国に配分される金額は，連結財務諸表ベースに
より，多国籍企業を構成する複数の法主体の得
た所得のうちの対象となる事業セグメントの残
余利益（超過利益）を一定の定式（formula）
を用いて算出し，その一定の割合に対して，売
上高などの要素を用いた定式を適用して算出し
ます。これがAmount A です。資料の最後の
方の参考資料２頁に掲げた図が，Amount A を
図示しています。市場国がこのように算出され
たAmount A に課税を行うのであれば，現在
の租税条約の７条などの規定，さらに，租税条
約の基礎にあるAOAや帰属所得主義の考え方
との折り合いをどう付けるか，二重課税をどう
防止するかが問われることになります。なお，
このAmount A については，参考資料の１頁
に示したように，適用のための複数の段階から
なるしきい値が設けられることとなっています。
すなわち，多国籍企業全体の売上高のテスト，
事業内容のテスト，対象事業の収益のテスト，
対象事業の利益率のテスト，残余利益のテスト，
各市場国に配賦される残余利益のテストが設け
られています。

次に，Amount B と Amount C についてです。
Amount A とは異なり，Amount B と Amount
C は，PEへのALPの適用に基づくものとさ
れています。ただし，もし完全にそうであるな
ら，このようなものをわざわざ設定する必要は
ないわけですから，やはり，一定の変形は行わ
れています。すなわち，Amount B とは，PE
のある市場国で行われる一定のベースラインと
なる販売・マーケティング活動に対応する固定
されたリターン（The fixed Return for Defined
Baseline Distribution and Marketing Activi-
ties）と定義され，これを超える超過利益が
Amount C となります。したがって，Amount
B の「固定された」というところがまずポイン
トで，市場国でのベースラインとなる販売活動
等に対して，あらかじめ定められた一定の割合
（利益率）を適用して，その利益を算出するこ
とになります。この利益率は，ALPに基づく
ものとはされていますが，どのように算出する
か，事業内容等によって（どの程度の）差異を
設けるかは，今後の検討課題となっています。
しかし，これが固定された率としていったん決
まれば，納税者からは予見可能性が極めて高く
なりますし，市場国からすれば，必ず一定の税
収を期待できることになります。つまり，透明
性を確保する点で，意義があるというわけです。
Amount C は，市場国でAmount B のベースラ
インを越える活動が行われた場合に生じる数値
ですが，ここでも，やはり，透明性や紛争予防
を目的として，法的な拘束力のある紛争予防・
解決手続の対象とすることがポイントです。こ
のため，法的拘束力のある事前確認制度や相互
協議手続が設けられることになると思われます。
ただし，一部の報道では，このようなAmount
C は，放棄されるともいわれています２０。いず
れにしても，Amount B と Cは，形式的には租

２０ Nana Ama Sarfo，Why the United Nations Digital Tax Proposal Deserves More Attention，９９Tax Note Int’l．
９９５，９９８（２０２０）．
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税条約における PEとALPの要件を充足して
いるので，租税条約上の問題は生じないとされ
ており，この点はAmount A とは異なります。
また，Amount C が超過利益を内容とすること
は，Amount A と共通しますので，ここには，
二重課税の可能性が生じることに注意して下さ
い。それから，Amount A による二重課税の危
険は，Amount B との関係では，対象が超過利
益とベースラインの利益というように異なるの
で，生じないとされています。しかし，どちら
も一定の定式で計算されるみなされた金額であ
り，その基礎となる金額が連結ベースか個社
ベースかで異なることから，これら定式の間の
整合性や結果の妥当性などを精査する必要があ
るだろうと思います。

ここで，公開協議文書で示された具体例を見
ておくことにしましょう２１。多国籍企業グルー
プＸは，ストリーミング・サービスのみを事業
としており，高い利益を得ていて，市場におけ
る平均利益や競争者の利益を超える超過利益を
得ているものとします。国１の内国法人である
Ｐ社は，Ｘグループの親法人で，ストリーミン
グ・サービスに関する全てのコンテンツを所有
していることから，Ｘグループの全ての超過利
益を得る資格（権利）があるとされています。
Ｑ社は，Ｐ社の子会社で国２の内国法人です。
Ｘのストリーミング・サービスのマーケティン
グと販売がその事業です。Ｑ社は，国２の顧客
に直接ストリーミング・サービスを提供し，か
つ，PEの存在がない国３の顧客にも遠隔的に
提供するものとします。
このようなＸの事業に対して統一アプローチ

を適用すると，次のようになります。まず，既
にグループＸは，国２では，課税の対象となる
プレゼンスを，Ｑ社の存在という形で有してい
ます。しかし，Amount A という新たな課税権
の下では，あらためて，Ｘが国２に新たな物理
的ではないネクサスを有するか否かを判断しな
ければならないことになります。そこで，この
例で，Ｑ社が収益のしきい値を超えているとす
ると，国２は，Ｘの超過利益とみなされるもの
の一部（Amount A）に対して，課税をするこ
とができることになります。国２は，この所得
に対する租税を，超過利益を得たＰ社に直接課
すことができること，そして，Ｑ社を連帯納税
義務者とする可能性があると述べられています。
国際的二重課税は，Ｐ社に対して，国１（Ｐ社
の居住地国）が外国税額控除や国外所得免除を
認めることで防止されます。Ｑ社は，ベースラ
インとなるマーケティングと販売活動に係る固
定されたリターン（Amount B）のみを有する
納税者とされ，Ｐ社との間で，移転価格税制に
基づく調整が行われる可能性があります。もし
国２が，Ｑ社はベースラインを越える事業活動
を行っていると判断して超過利益（Amount
C）への課税をする場合は，堅固な紛争防止・
解決手続の下に置かれることになります。
国３については，Ｘの物理的存在がないので，
新たな課税権を行使できる非物理的なネクサス
があるか否かを判断します。この例で国３にお
いて十分な売上げがあり，しきい値を超えると
すると，国３には，Ｘの超過利益とみなされた
金額の配賦部分（Amount A）に対して，超過
利益を有するＰ社を納税義務者とする課税を行
うことができます。しかし，ベースラインとな
るマーケティングと販売活動による所得
（Amount B）に対する課税については，こう
した活動は国３でも行われたはずであるにもか
かわらず，PEが存在しないため，国３は（条

２１ OECD（２０１９），supra note１７，at１１―１２．
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約上は）行うことができません。また，この場
合の二重課税の防止措置も，Ｐ社の居住地国で
ある国１が行うことになると考えられますが，
おそらく，租税条約上の根拠が必要な場合には，
国１と国３との間の条約になると思われます。
また，国１は，国内法において，外国税額控除
の場合のソース・ルールを変更する必要があり
ます。
以上のように見ると，統一アプローチの第１
の柱とは，α）自動化されたデジタルサービス
など一定の事業活動が複数のしきい値を超えて
行われた場合，PEの有無にかかわらず新たな
課税権（ネクサス）を市場国に認め，ALSか
ら離れた定式に基づいてみなされた超過利益の
一定割合を課税ベースとする方策（AmountA），
および，β）PEのALPに基づく利益を，定
式を用いたベースラインのみなし利益
（Amount B）とこれを超える部分（Amount
C）に分割することで，透明性を高め，二重課
税や紛争を防止する方策の２つからなると整理
することができます。
なお，第２の柱については，説明を省略しま
すが，本年２月にOECDから公表された経済
的影響の分析（参考資料２～３頁）によると２２，
第１の柱よりもはるかに大きな税収を獲得する
ことが分かります。米国は，既に第２の柱に類
似する措置を導入していますが２３，その方が実
益が大きいことになります。

２―２．モデル条約との関係
このような第１の柱を，OECDモデル条約
との関係で考えると，まず，Amount A との関
係で，PEなければ課税なしと独立当事者間基
準を規定する第７条（事業利得）との関係が問
題となります。また，Amount B や Cも，やは

り事業利益に関する第７条に関するものとなり
ます。つまり，第１の柱は（そして，第２の柱
もそうですが），７条の規定する事業利益とし
て，デジタル課税に対応をすることになると考
えられます。もちろん，現時点で断言はできま
せんが，たとえば「ADS所得」といった特別
な所得類型と，そのための新たな規定を作るこ
と，たとえば，利子や配当，ロイヤリティのよ
うに，そのために別に条文を設けるようなこと
は，OECDの公式文書などからは見えてこな
いわけです。とすると，事業利益に関する７条
を改める形で，第１の柱を実施するように思え
ます。デジタル課税の対象は，利子や配当，ロ
イヤリティのような個別の所得種類ではなく，
事業利益全般になるはずです。
しかし，ここで根本的な疑問が生じます。７
条の対象となる事業利益の範囲は，PEという
擬制された法主体に対してALPを基準として
帰属する所得として画されるわけですから，PE
という概念をなくし，ALPを放棄したとき，
どのような思考方法によってAmount A の対
象となる事業利益とそうでない事業利益を切り
分けるのか（切り分けられるのか）ということ
です。言い方を変えれば，もし事業利益が
Amount A を含むとすれば，つまり，PE帰属
でない事業利益というものが存在することにす
るのであれば，それは，そもそも７条の範囲外
に置かれることになってしまうのではないか
（そのため，たとえば７Ａ条といった規定を新
設することになるのではないか）ということで
す。そして，この角度から，Amount A を見る
と，新しい課税権を根拠づけるネクサスの判断
や売上高に基づくしきい値の判断において，
サービスや商品が供給された国，売上があった
国がどこであるかをどのように判断するのかに

２２ OECD（２０２０），Tax Challenges Arising from Digitalisation -- Economic Impact Assessment : Inclusive Frame-
work on BEPS，OECD/G２０Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris，at１７―１９も参照。

２３ ２０１７年に導入された “Global Intangible Low-Taxed Income”（GILTI）に対する課税（IRC§§２５０，９５１A（a）），
および，“Base Erosion and Antiabuse Tax”（BEAT）による課税（IRC§５９A）。
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ついて，明示的な検討が行われていないように
思われます。繰り返しますが，ここでは，PE
帰属という道具は，使えないのです。
既に述べたように，利子や配当，ロイヤリテ
ィであれば，モデル条約では原則として債務者
の所在地国（居住者である国）を所得の生じた
国とすることになります。このような源泉地決
定をするルール，ソース・ルールは，利子や配
当，賃料やキャピタル・ゲインに関しては，比
較的決めやすいのですが，事業利益については
困難です。その典型が棚卸資産の販売に係る
ソース・ルールですが，たとえばその資産の所
有権が移転した場所（米国でかつて用いられた
title passage rule がそうです２４。）とすると，操
作の可能性が高く，かつ，所得が生じた場所と
は異なることになる可能性があります。このこ
とから，事業利益については，所得の内容（ソー
ス・ルール）ではなく，その事業活動や，さら
に事業を実際に行った者（法主体に限らず，支
店など PEを含む。）を中心にそれらとの実質
的な関連や人的帰属によって判断をすることに
なります。帰属所得主義に基づくAOAは，こ
のような考え方の極致にあるものです２５。
しかし，Amount A のように PEを放棄した
とき，何らかのソース・ルールを用いなければ，
新しい課税権を有する国が決められないことに
なります。上記の例では，顧客の所在地国で判
断しています。しかし，広告サービスでは，広
告の対価が支払われる国ではなく，広告が行わ
れる国とすることが述べられており，このよう
な”revenue―sourcing rule”は，今後の検討課
題とされています。
以上のように見ると，OECDは，事業利益

という枠の内でデジタル課税の問題に対処しよ
うとして，困難な作業を行ってきたと評価でき
るでしょう。ここには，無重力状態でも使える
筆記具を作ったNASAの努力を思わせるもの
があります。

３．国連モデル条約改定案

３―１．内容
国連モデル条約の改定案２６は，本年８月５日

に公表されたばかりですが，外国雑誌などでは
比較的好意的に紹介されているようです２７。そ
の理由は，シンプルさ，すっきり感にあると思
います。また，既に具体的な条約の改定案の形
をとっている点，さらに，そのコメンタリーも
併せて公表された点で，段階としては，OECD
よりも進んでいます。しかし，逆に言えば，
OECDの踏んだパブリック・コメントなどに
よる合意形成の段階を経ていないともいえます。
また，解決される問題や解決方法は，限定的で
す。いわば，ソ連の鉛筆にたとえられるでしょ
うか。
その内容は，国連モデル条約に１２Ｂ条を新設

するというものです（参考資料４～５頁）。国
連モデル条約１２条はロイヤリティに関する規
定，１２Ａ条は技術サービスの対価に関する規定
であり，この直後に，「自動化されたデジタル
サービスからの所得（Income from Automated
Digital Services）」と題する１２Ｂ条の規定が設
けられることになります。この規定は租税条約
の規定ですので，源泉地課税権を制限すること
を内容としています。新たな課税権を認めると
いうものではありません。しかし，課税権を制
限する前提として，制限される課税権が存在し

２４ このルールを乱用しようとした有名な事件として，U．S．Gypsum Co．v．US，３０４F．Supp．６２７（ND Ill．１９６９），modi-
fied on other grounds，４５２F２d４４５（７th Cir．１９７１）（特に３０４F．Supp．at６３９の図）参照。

２５ これに対して，米国で title passage rule を部分的に置き換えるものとして１９８６年税制改正で導入された IRC§８６５
は，売主の居住地国により所得の源泉地を決めるルールです。ある種の割り切りとして，興味深いと思われます。

２６ United Nations，supra，note２．
２７ Sarfo，supra note２０．
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ている，それを認めていることになります。各
国が国内法で，１２Ｂ条の規定が前提とする自動
化されたデジタルサービスからの所得に対する
課税を規定した場合，この規定が適用されて源
泉地課税権の制限などが行われることになりま
す。
１２Ｂ条は，８つのパラグラフから構成されて
います。パラ１は，ADS所得は支払いを受け
る納税者の居住地国が課税の対象とすること，
パラ２は，ADS所得の生じる国も，これを課
税の対象とすることができるが，その支払いの
受益的受領者の居住地国が締結国である場合に
は，支払総額の一定の割合に制限されること（源
泉徴収税率の制限）を定めています。これは，
利子や配当などとほぼ同じです。Amount A の
ように課税権が生じるためのしきい値を設ける
ことはしていません。つまり，PEに類似する
考え方（その国へのある程度以上の侵入）によ
って課税権が生じるのではなく，その国を源泉
地とするADS所得があれば，その国に課税権
があるという考え方です。
興味深いのはパラ３です。この規定は，ADS
所得の受益的所有者は，その選択により，ADS
所得の生じる締結国に対して，ADSからの「適
格利益（qualified profits）」に対して，その国
の定める税率で課税されることを求めることが
できるとしています。つまり，源泉徴収に代え
て，純利益に対する課税を選択できることにな
ります。そして，この「適格利益」は，受益的
所有者の利益率またはADSセグメントの利益
率を，ADSが生じる国におけるASDからの
年間総収益に乗じた金額の３０％と決められてい
ます。こちらも，Amount A のようなしきい値
はありません。
パラ４は，ADS所得の定義です。インター
ネットまたは電気通信ネットワークを通じた，
人手をかけずに（requiring minimal human in-
volvement）提供される一切のサービスに対す
る全ての対価の支払いをいうとされています。
ただし，１２Ａ条の対象となる技術サービスの対

価は含まないとされています。
バラ５は，一方の締結国居住者であるASD
所得の受益的所有者が，ASD所得の生じた相
手国に所在する PEを通じて事業を遂行する場
合（国連モデルでは類似するものとして固定的
施設（fixed base）を通じて専門職サービスが
提供される場合があり，それを含みます。）で，
かつ，ASD所得が PEと実質的に関連する場
合，この規定ではなく，事業利得に関する７条
または専門職サービスに関する１４条を適用する
としています。つまり，このような PE帰属が
ある場合，１２Ｂ条は適用されないことになりま
す。これは，次に述べるこの規定の限界となり
ます。
バラ６と７とは，ソース・ルール（個々の取
引や所得の内容に基づく所得発生地の判定ルー
ル）です。バラ６は，ADS所得の源泉地を債
務者主義，すなわち，対価を支払う者が居住者
である締結国，または，対価を支払う債務を生
じさせ，その支払債務を負担した PEまたは固
定的施設の所在する締結国と規定しています。
パラ７は，やや興味深いのですが，一方の締結
国の居住者が他方の締結国に有する PEを通じ
て事業を行う場合で，ADS所得に係る支出が
PEによって負担される場合には，居住者の居
る国で生じたものとはされないと規定されてい
ます。また，この規定のコメンタリーは，債務
の生じた国は，サービスの提供地国である必要
はないと規定しています。

３―２．モデル条約での位置と限界
国連モデル条約は，ADS所得を，利子や配
当，ロイヤリティなどと同様の扱いとし，新し
い所得種類の設定するところに特徴と分かり易
さがあります。そして，利子や配当と同様，課
税のために PE等のプレゼンスは不要です。対
価の支払者の所在国というソース・ルールによ
って，課税権分配を行ったわけです。対価の総
額（グロス）への源泉徴収が，課税権の内容に
なります。ただし，PE帰属があれば，事業利
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益として総合課税が行われ（ここまでは，利子
や配当と同じです。），さらに，適格利益につい
ては，PEがない国でも，純所得課税を選択可
能としています。
このような課税方法には，いくつかの限界と
課題が認められます。ソース・ルールによる課
税権分配ですので，ソース・ルールの適切さが
問題ですが，もともとの狙いである市場地国と
はどのような国を想定しているのか，対価支払
者の国への課税権分配だけでよいかが問われま
す。もし，広告の実施やユーザの参加といった
要素を考えるのであれば，広告実施地やユーザ
所在地といったソース・ルールが必要になり，
結果としての税源分配が適切かを問われるでし
ょう。さらに，根本的な議論をすると，そもそ
も，ソース・ルールの正しさを，何によって判
断するかは，ソース・ルールの泣きどころかも
しれません。たとえば，日本にある不動産を売
却した所得が国内源泉所得であることは誰も疑
わないわけですが，これはものすごく直感的な
判断であり，そのような直感が働かないもの，
たとえば無形資産の使用料や譲渡益のようなも
のについては，いろいろな判断があり得るよう
に思います２８。
適格利益については選択制となっていますが，
国家間で課税権を分配するということが，果た
して納税者による選択という制度になじむか，
という問題があります。ちなみに，米国は，昨
年１２月に，OECD統一アプローチの第１の柱
による課税を，選択制（従来の方法による税負
担がより重くなる場合のセーフ・ハーバー）に
することを求めましたが２９，国連の課税方法は，
同様の結果になると考えられます。
源泉徴収については，ADS所得が源泉徴収

になじむかの問題があります。これは，執行上
の問題，つまり，消費者からも源泉徴収ができ
るか，できないとすると，決済機関等への徴収
義務の賦課が可能か，といったことになります。
適格利益への純所得課税については，PE帰
属のない，というより，人的帰属や所得計算単
位のないような純所得課税とは，どのようなも
のかがはっきりしません。収益率を用いたみな
し利益への課税としているので，Amount A や
Bと類似しますが，納税者による収益率の操作
可能性，特に，費用配賦や事業セグメントの切
り分けなどでの操作の可能性が，この案を検討
した当事者から指摘されています３０。さらに，
PEがない場合の執行の確保や PE帰属所得と
の差も問題となりそうです。しかし，逆に，PE
がある国では，適格利益（みなし利益）への課
税はできず，PE帰属所得にしか課税できない
ことになります。ここは，OECDの統一アプ
ローチとの差異であり，前述した限界です。７
条（事業利益）に踏み込んだ見直しを考えてい
ないために生じたものです。やはり，デジタル
という宇宙で使うためには，そのための研究開
発が必要であるということになるのかもしれま
せん。
いずれにしても，以上の結果，納税者は，PE
を設けるか設けないかで，適格利益と PE帰属
所得のどちらに課税を受けるかを選択できるこ
とになります。さらに，前述の適格利益課税の
選択制を含めると，納税者は，結局のところ，
源泉徴収，みなし利益課税，PE帰属所得課税
の３者から選択できることになります。このよ
うな選択をどう見るか，税制として脆弱となら
ないかは，重大な問題だといえるでしょう。

２８ 浅妻章如「帰属所得主義と恒久的施設課税の今後」金子宏・マーク・ラムザイヤー編『租税法と市場』（有斐閣，２０１４
年）４３５頁参照。

２９ ２０１９年１２月３日，米国財務省長官 Steven T．Mnuchin が OECD事務総長Ángel Gurría に宛てた書簡。https : //
home．kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/２０１９/１２/treasury-letter-OECD-digital-services-tax．pdf

３０ Sarfo，supra note２０，at９９８．

― 16 ―



４．検 討

４―１．デジタル課税とAOAの本質
Amount A を念頭に，デジタル課税への対応
のために，モデル条約の７条とその周辺，つま
り，AOAに基づくルールの何を改め，何を残
すべきかを考えてみましょう。

●ネクサス
Amount A での PEによらない課税も，ネク
サス自体は求めています。では，繰り返しにな
りますが，ネクサスとは，窮極的にはしきい値
（最低限の数値）のことでしょうか。それは，
執行上の問題にすぎないのでしょうか。帰属所
得主義であれば，帰属を観念できる主体性を擬
制してもおかしくないようなある程度の実態は
必要だと考えられます。これに対して，国連モ
デルのようなソース・ルールによる課税であれ
ば，ネクサスは不要です。そうすると，Amount
A には，AOAの影響があるとみてよいでしょ
う。

●「擬制」という共通要素
定式に基づくみなし利益は，表面的に見れば，
ALSとは真逆です。しかし，既に見たように，
AOAに基づく PE帰属利益の算定には，擬制
という要素が散見されます。特に，リスクの認
識や free capital の算定が，事実ではなく擬制
に基づくことは明らかです。経済的所有も，法
的観点からは，擬制というしかありません。し
たがって，擬制という点は，Amount A と共通
していると思います。ただ，AOAにおける帰
属は，精密な擬制に基づく構築物であり，１０年
を超える歳月をかけて築かれたものです。この
ような精密な努力を，Amount A についてどこ
まで行うかが問われそうです。

●課税権分配とソース・ルール
Amount A は，課税権分配ルールですが，さ
らに，ソース・ルールでもあるのか否かが問わ

れます。もし万一，ソース・ルールであるとな
ると，AmountA の対象となるADS所得が PE
に帰属した場合が問題となります。利子や配当
であれば，これらが PEに帰属すれば（事業利
益になれば），PE所在地国が課税権を獲得し
ます。そして，PE所在地国から見て，PE帰
属を考えない場合のソース・ルールでは「国外
源泉所得」となるもの（第三国を源泉地国とす
る所得）への二重課税（居住地国による課税を
含めれば三重課税）が生じるので，PE所在地
国による二重課税防止措置（日本では外国税額
控除）が用意されています。PE帰属所得がソー
ス・ルールを上書きするというAOAの原則を
ＡＤＳ所得については排除するかどうかが問わ
れそうです。
逆に，こちらの方が可能性は高いと思います
が，Amount A はソース・ルールではない，言
い換えれば，PE帰属のない特殊な事業利益で
あるとすると，今度は，このAOAの原則の下
で，たとえば，その所得を生じさせる事象の性
質や内容に基づいて判断すればロイヤリティで
ある所得がADS所得に含まれた場合，Amount
A の課税権を有する国も課税できることにな
ります。ここでの二重課税をどうするかが問わ
れます。外国税額控除を与えるのであれば，そ
の限度額計算のための何らかのソース・ルール
が必要になります。
また，ソース・ルールであるか否かを問わず，
Amount A の う ち，PEに 帰 属 す る 部 分
（Amount C に含まれると思われます。）につ
いての二重課税の問題が生じます。

●PE帰属のない国内源泉所得の申告納付
Amount A が PE帰属のない特殊な事業利益
であるとすると，このようなものに課税をする
ことは，AOAやそれ以前からの７条の想定外
となることはいうまでもありません。もっとも，
日本法では，法人税法１３８条１項２～６号の所
得（国内にある資産の運用又は保有により生ず
る所得，国内にある資産の譲渡により生ずる所
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得など）が国内源泉所得とされ，PEがなくと
も，また，PEに帰属しないものも，確定申告
を要する純所得課税が行われます（法法１４１条）。
Amount A も，このような位置づけに置くこと
が考えられます。ただ，その場合，上記２～６
号所得は日本との結びつきが直感的に理解でき
ますが，Amount A について外国法人に申告納
付を求めることは，難しいかもしれません。

●「帰属」の意味
帰属とは，一対一の対応なのでしょうか３１。
これは，信託課税や組合課税，未分割の相続財
産からの所得への課税など，様々な場面で問わ
れますが，PE帰属に関しては，所得が PEに
帰属すれば，本人には帰属しないのか，という
問いになります。もしそうだとすると，全世界
所得課税は，困難になります。全世界所得課税
では，PE帰属所得が本人と PEとに二重に帰
属しているといわざるを得ないからです。ここ
にも，帰属所得主義が国外所得免除と結びつく
ことが現れています。しかし，そうではなく，
本人と PEへの帰属は，一対一対応ではない帰
属，複層的な帰属の存在を示してると見るべき
であると考えます。
次に問われるのは，一国一 PEの原則，つま
り，日本国内に存在する非居住者の PEは，ひ
とりの非居住者についてひとつであるという原
則です。ひとりの非居住者が，国内に全く異な
る機能を果たす施設を複数設けても，PEとし
てはひとつであり，損益は吸引されて通算され
ます。ここには，地理的な要素，ソース・ルー
ル的な要素（地理的に一括した所得計算）が見
られると思われます。内国法人であれば，通算
は認められないからです。
これら２つのことは，少なくとも日本では，
AOA的な帰属に，やや微妙な点があることを
示しています。しかし，このことは，Amount

A を受け入れる余地を残している要素として，
積極的に評価すべきであるとも考えられます。

●PE帰属所得と外国税額控除限度額
ALPによる PE帰属所得の算定と外国税額
控除限度額との関係について指摘します。問題
となるのは，外国税額控除限度額計算における
国外源泉所得を，PE帰属所得（「国外事業所
等に帰せられるべき所得」）を用いて行うこと
が，厳密に考えて適切なのか，ということです。
外国税額控除限度額が設けられている理由は，
国外源泉所得に対して日本の所得課税が行われ
た範囲を限度とするということだと考えられま
す。しかし，国外 PEに帰属する所得には，内
部取引によるものが含まれるので，その分，国
外源泉所得が大きくなることがあります。これ
をどう考えるかが，問題です。ちなみに，外国
税額控除に関するモデル条約２３Ｂ条は，「外国
税額控除は，・・・（居住地国の）所得税額の
うち，外国で課税されうる所得に「帰せられる
（attributable）」部分を超えないものとする。」
と規定しています。外国が課税ベースとする所
得の金額（PE帰属所得）が，仮に内部取引に
よるものであったとすると，居住地国は課税を
していないことになります。この場合，attribut-
able な金額は存在しない，ゼロだ，と，居住
地国が主張する可能性が生じます。同様に，
Amount A に係る外国税も，連結ベースで算
定されていますから，居住地国で課税された所
得税額には含まれない，と主張される可能性が
あります。

４―２．人の要素（significant people function）
既に述べたように，AOA的帰属を決める基

礎となる機能分析は，「人」に依拠しています。
それは，資産の経済的所有の帰属に関する重要
な人の機能を特定し，経済的所有を PEに帰属

３１ 本稿の文脈とは異なりますが，一対一対応の意味について，藤谷武史「所得の「帰属」・再考（序説）一東京高
判平成２３年９月２１日訟月５８巻６号２５１３頁を手がかりとしてー」金融取引と課税３号１１３頁（２０１４年）参照。
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させること，リスクの引受けに関する重要な人
の機能を特定し，リスクを PEに帰属させるこ
とに，現れています。
しかし，人を代替するＡＩやロボットといっ
た要素は，加味する必要があると思われます。
AI やロボットの有する固有の（人にはない）
機能への所得の帰属，たとえば，プラットフォー
ム事業でＡＩが行う自動車の配車などは，人と
並んで，重要な機能として帰属を決める要素と
なるはずです。別の言い方をすれば，これらの
果たす機能こそが，重要な人の機能の内容とな
っていると考えられます。

４―３．所得課税の消費課税化
最後に，DST（Digital Service Tax）などの
デジタル課税において，国連モデル条約のよう
な消費者（の側の決済機関）による支払総額へ
の源泉徴収を行うとすると，消費税と区別がつ
かず，消費者への転嫁があれば，仕向地主義課
税になります。この場合，資本輸出・輸入中立
性や二重課税の議論は，少なくとも実質論とし
ては不可能になります。また，Amount B も，
売上高に一定の割合を乗じた数値ですので，課
税ベースとしては消費税と同じようなものにな
ります。PEがない国でもマーケティングや販
売活動はありますから，Amount B を PEのな
い国にも配賦してよいようにも思われます。い
ずれにしても，統一アプローチが純所得を課税
の対象としていることは，DSTとの違いとし
て重要であると思われます。

以上，本日の報告は，問題の指摘に終わった
部分も多々ありますが，AOAの中にある様々
な問題を見ていると，そこには十分，Amount
A をはじめとする統一アプローチの滑り込む
余地があるように感じられます。ご静聴，あり
がとうございました。

［追記］
本年（２０２０年）１０月１２日（日本時間１８時）に，

OECDのウェブサイトにおいて３２，第１の柱に
関するブループリント３３（青写真）および第２
の柱に関するブループリント３４等が公表されま
した。同月１４日のＧ２０財務大臣・中央銀行総裁
会議で承認を受け３５，１１月２１日～２２日のＧ２０サ
ミットに報告される予定となっています。今後
は，２０２１年半ばまでに，グローバルなコンセン
サスに基づく解決策に至ることとされています。
第１の柱に関する青写真では，Amount A に
関するより詳細な手順が示されると共に（参照
資料６頁に，Amount A 適用プロセスの概観３６

を和訳して掲載しました。），Amount C という
概念が消え，これに代わって，イノベーティブ
な拘束力のある紛争防止・解決策の検討を進め
ることとされました。この中には，関係国の課
税担当者から構成されるパネルによるレビュー
も含まれます３７。
また，米国の主張に基づき，第１の柱の全て
の要素を，多国籍企業が選択をした場合にだけ
適用できるようにする（第１の柱を一種のセー
フ・ハーバーとする）ことについても，検討を
進めることとされています３８。

３２ http : //www．OECD．org/tax/beps/beps-actions/action１/
３３ OECD（２０２０），Tax Challenges Arising from Digitalisation - Report on Pillar One Blueprint : Inclusive Frame-
work on BEPS，OECD/G２０Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris．

３４ OECD（２０２０），Tax Challenges Arising from Digitalisation - Report on Pillar Two Blueprint : Inclusive Frame-
work on BEPS，OECD/G２０Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，Paris．

３５ https : //www．mof．go．jp/international_policy/convention/g２０/g２０_２０１０１４．pdf（第６段落）
３６ OECD（２０２０），supra note３３，at１８．
３７ Id．at１８４―１９１．
３８ Id．at６０．
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討論会１ ９月１６日・午後

税制改革を巡る現状と課題

●参加者

財務省主税局長 住澤 整
総務省自治税務局長 稲岡 伸哉

関西学院大学経済学部教授 上村 敏之
東京大学大学院法学政治学研究科准教授 神山 弘行

司会 明治大学専門職大学院法務研究科教授 岩﨑 政明

稲岡 氏住澤 氏

岩﨑 氏（司会）

上村 氏 神山 氏

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～５９頁」に掲載されています。
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はじめに

（岩﨑） ご紹介いただきました岩﨑政明でご
ざいます。明治大学の法科大学院で租税法を担
当しております。本年度の討論会でも，司会進
行を務めさせていただきます。どうぞよろしく
お願いいたします。
さて，日本の国内経済は，過去７年８カ月に
及びました安倍内閣の下でのアベノミクスに基
づくさまざまな施策により，比較的安定した状
態が続いておりました。この経済の安定成長に
よって，国税及び地方税の税収も徐々に増加し
て，それを前提とした財政再建のための税制改
革が，国税及び地方税ともに進められ，とりわ
け昨年には税制調査会の中期答申等によりまし
て，将来の方向性もある程度明確になってきて
いたと言うことができました。
ところが，今年の年初から，全世界的に広ま
った新型コロナウイルスのまん延によって，全
世界のヒト・モノ・カネの流れがストップして
しまって，突然として予期せぬ全世界的な不景
気が始まりました。日本を含む全世界の国々は，
新型コロナウイルスによる経済の落ち込みを縮
減するために，大規模な財政出動をしておりま
す。この後，財務省主税局長及び総務省自治税
務局長から詳しくお話があると思いますが，わ
が国も本年度の当初予算を補正することによっ
て，公債金による大規模な財政出動をしている
ところです。
新しく発行した公債金の償還はすぐに始まる
ものではありませんが，既に多額の償還金を毎
年度計上して歳出を圧迫してきたわけですから，
今後，勤労人口がどんどんと減少していく中で，
多額の償還金を支払っていくことは，将来の国
民において極めて大きな負担になろうというこ
とは想像するに難くないと思います。従って，
こうした将来の負担増を軽減するための工夫が
極めて迅速になされるべきであるというのが，
新たな検討課題になっていくものと思われます。

本日は，こうした多難な時代における税制の
取り組み状況につきまして，住澤財務省主税局
長及び稲岡総務省自治税務局長にお越しいただ
いて説明していただき，これに対して税財政の
専門的立場からは上村教授に，また，租税法の
専門的な立場からは神山准教授にそれぞれご意
見を開陳していただきながら，討論をさせてい
ただこうと思っております。
進行に当たりましては，前半と後半の２つに
分けまして，前半においては国の税財政につい
て住澤主税局長からご説明を頂いた上で，これ
に基づいて討論をします。その後，後半に稲岡
自治税務局長に地方の税財政についてご説明を
頂き，討論をするように執り行わせていただき
たいと思います。
それでは，早速，国の税制に関する中長期的
な課題と現下の問題解決の方策について，住澤
主税局長からご説明をお願いしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．今後の税制について

（住澤） ありがとうございます。ご紹介いた
だきました財務省主税局長の住澤でございます。
本日は貴重な機会を設けていただきましてあり
がとうございます。早速，ご説明に入らせてい
ただきます。お手元の資料の「税財政の現状と
今後の課題」と題した資料に基づいて，お時間
の制限もございますので，かいつまんでご説明
を申し上げたいと思います。

〔目次〕
まず，資料①の目次をお開きいただきたいと
思います。最初に，緊急経済対策，先般のコロ
ナ感染症対策も含めた経済対策と財政の現状に
ついて簡単にご紹介をした後，今，お話があり
ましたが，昨年９月に取りまとめられた政府税
制調査会の中期答申の内容を中心に，経済社会
の構造変化と今後の税制の在り方について，幾
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つかの論点についてご説明を申し上げたいと思
います。

１．緊急経済対策と財政の現状
〔新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（国
税関係）〕
それでは，緊急経済対策と財政の現状から始
めさせていただきます。資料②をお開きいただ
きたいと思います。先般の第１次補正予算の編
成に当たりましては，資料②のリストにありま
すように，納税猶予制度の特例ということで，
大幅に収入が減少された事業者の方々を中心と
しまして，無担保かつ延滞税なしで１年間納税
を猶予する特例を設けた他，幾つかの税制上の
措置も講じさせていただいたところです。

〔令和２年度補正予算（第１号）の概要〕
一方，歳出面の措置ですが，資料④です。こ

ちらは第１次補正予算の概要ですが，１．⑵に
ありますように，全国全ての人々への新たな給
付金ということで，いわゆる特別定額給付金，１
人当たり１０万円の支給ですとか，或いは中小・
小規模事業者に対する新たな給付金ということ
で，いわゆる持続化給付金という新たな制度を
つくるといったことで，多額の財政支出を計上
したわけです。

〔令和２年度補正予算について〕
この第１次補正予算と第２次補正予算の概要
をまとめたのが，資料⑧です。左側の一般歳出
をご覧いただきますと，当初予算においては
６３．５兆円を計上しておりましたが，１次補正，２
次補正を合わせると，一般歳出が約２倍の１２０
兆円に膨らんでおります。
その後については，岩崎先生からもお話があ
りましたように，全額を公債金の追加発行で賄
っておりまして，右下にありますように，１次
補正で２５．７兆円，２次補正で３１．９兆円，合計５７．６
兆円の追加発行を予定しております。
その結果，公債発行額は９０兆円を上回りまし

て，公債依存度は５６．３％ということで，リーマ
ンショック後の公債依存度は決算ベースで
５１．５％でしたので，これを上回る戦後最悪の財
政状況と言っても過言ではない状況になってい
るわけです。

〔一般会計における歳出・歳入の状況〕
資料⑨のグラフをご覧いただきたいと思いま
す。こちらは通称「ワニ口のグラフ」で，バブ
ル崩壊後，一般会計歳出と一般会計税収の乖離
がどんどん広がっていったということでよく言
及されるグラフですが，今回の２回の補正予算
の後の状況を見ますと，歳出１６０兆円に対して
税収が６３．５兆円で，この乖離が大幅に広がった
状態になっているわけです。
この税収の水準については，当初予算の見積
もりの数字を計上しておりますので，令和元年
度の決算における税収の落ち込みが１．７兆円あ
りましたことや，経済動向の状況によっては，
今後さらなる減額の可能性があるということで
す。

〔債務残高の国際比較（対GDP比）〕
続いて，資料⑩もよくご覧いただいている債
務残高のGDP比の国際比較です。もとより，
日本は主要先進国中最悪の財政状況にあったわ
けですが，さらにこれが悪化をしています。
例えば，ドイツや英国などにおいて，コロナ
後の経済状況に対応するために，一時的な付加
価値税の減税を行っていることが時々話題にな
るわけですが，ドイツや英国といった国々は
GDP比の債務残高で見ても，主要先進国中極
めて低い水準にありまして，ドイツに至っては，
近年，財政黒字を計上してきたわけです。こう
いった財政の余力の差というのも，こういった
状況では出てくることも痛感しているところで
す。
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２．経済社会の構造変化と今後の税制の在り方
〔政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏ま
えた令和時代の税制の在り方（令和元年９
月）」の概要①〕
続きまして，資料⑪以降で，経済社会の構造
変化と今後の税制の在り方ということで，昨年
９月の中期答申で示された論点を中心にご説明
してまいりたいと思います。
資料⑫にお移りいただきたいと思います。下
段の方からご覧いただきたいと思いますが，今
回の中期答申においては経済社会の構造変化と
いうことで，人口減少や，働き方やライフコー
スの多様化，或いは経済のグローバル化，デジ
タル化といった現象を捉えまして，それに対応
した税制の在り方について方向性をお示しいた
だいております。
人口減少・少子高齢化への対応という観点か
らは，下段の箱の一番上にありますように，消
費税の役割が一層重要になっていることをご指
摘いただいておりますし，他方，働き方やライ
フコースの多様化等への対応という観点からは，
個人所得課税における諸控除の見直しの必要性
や，企業年金・個人年金等に関する公平な税制
の構築の必要性をご指摘いただいております。

〔政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏ま
えた令和時代の税制の在り方（令和元年９
月）」の概要②〕
資料⑬にお移りいただきまして，働き方やラ
イフコースの多様化に伴いまして，格差の固定
化をもたらさない社会が必要だという観点から，
資産の再分配機能の適切な確保や，資産移転の
時期の選択に中立的な税制の構築など，相続
税・贈与税の在り方についても検討が必要だと
いうご指摘をいただいております。
さらに，経済のグローバル化やデジタル化へ
の対応としまして，３の⑶にあるような経済の
デジタル化に伴い物理的な拠点なく事業を行っ
ている外国企業に対する適切な課税の在り方の
検討や，４にあるようなデジタル時代における

納税環境整備の必要性といったご指摘もいただ
いているわけです。

〔経済財政運営と改革の基本方針２０２０（令和２
年７月１７日閣議決定）（抄）〕
こういった中期答申の内容を踏まえまして，
資料⑭ですが，先般７月に閣議決定をしたいわ
ゆる「骨太の方針」において，持続的な経済成
長を維持・促進するとともに，経済成長を阻害
しない安定的な税収基盤を構築する観点から，
引き続き，税体系全般にわたる見直しを，この
答申も踏まえて進めていくという方針が決定さ
れているわけです。

⑴ 人口減少・少子高齢化への対応
〔人口減少と少子高齢化〕
それでは，その個別の論点について，かいつ
まんでご説明してまいりたいと思います。資料
⑮以降で，人口減少・少子高齢化への対応とい
う論点です。
資料⑯のグラフは，よくご覧になっているグ
ラフかと思いますが，わが国の人口構造につい
て，今後の推定を示したものです。４５年後に当
たる２０６５年の段階で，わが国の生産年齢人口は
約４，５００万人まで減少するということで，現在
と比べると約２，９００万人の減少になることが見
込まれております。
これを比率で見ますと，２０６５年には老年人口

の割合が約４割に高まる一方で，生産年齢人口
の割合は約５割まで低下をするということです。
こういった人口の減少と急速な高齢化にいかに
対応していくかということが課題になるわけで
す。

〔主な国の高齢化率〕
資料⑰にありますように，わが国の高齢化の
状況は，既に先進国中トップに立っているわけ
ですが，さらにこれが加速をしていくというこ
とです。
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〔平成２（１９９０）年度と令和２（２０２０）年度に
おける国の一般会計歳入・歳出の比較〕
こうした中で，資料⑱にお示ししているよう
に，国の一般会計予算における社会保障関係経
費の額が，平成２年と現在を比べると，２４兆円
ほど増加をしております。その分については，
残念ながら特例公債の発行で賄わざるを得ない
のが現在の財政状況です。

〔将来の社会保障給付の見通し〕
一方，将来の社会保障給付の見通しを資料⑲
にお示ししております。こちらをご覧いただき
ますと，平成１６年の年金制度改革によりまして，
マクロ経済スライドが導入されたこともあり，
年金についてはGDPの伸び率とほぼパラレル
な伸びをしていくことが見込まれているわけで
すが，高齢化に伴う医療や介護に要する給付に
ついては，経済の伸びを大幅に上回って増大し
ていくことが，現行の制度の下では見込まれて
います。

〔受益と負担のバランス〕
こういった中で，資料⑳のグラフにお示しし
ているように，先進国の中では，日本の場合，
租税収入のGDP比が下から４番目という水準
にある一方で，社会保障支出のGDP比は上か
ら１１番目ということで，受益と負担のバランス
が大幅に崩れている状況ですので，引き続きさ
まざまな議論が必要になってくるということだ
と思います。

〔消費税の歩み〕
こういった中で，資料㉑にこれまでの消費税
の歩みをお示ししておりますが，昨年１０月から
改正消費税法が施行され，消費税の税率が１０％，
そして軽減税率制度が新たに導入されたわけで
す。
昨年の中期答申においては，人口減少，グロー
バル化が進む中で消費税の役割が一層重要にな
ってきているというご指摘も頂いておりますが，

これも踏まえて，今後の改正の在り方について
検討していく必要があろうかと思います。
消費税固有の論点としましては，細かい説明
は割愛いたしますが，軽減税率制度の導入に伴
いまして，今後導入が決まっておりますインボ
イス制度や，或いは来年の４月から，いわゆる
総額表示義務が再実施されるわけですが，その
円滑な施行が課題になってくるかと考えており
ます。

⑵ 働き方やライフコースの多様化への対応
〔働き方やライフコースの多様化①〕
続きまして，資料㉙にお移りいただきたいと
思います。働き方やライフコースの多様化への
対応ということで，所得課税・資産課税の課題
について，簡単にご説明したいと思います。
資料㉚のグラフは，近年，非正規雇用の割合
が増加をしてきていることをお示ししておりま
す。

〔働き方やライフコースの多様化②〕
また，資料㉛のグラフは，事業所得で申告を
されている方々のうち，いわゆる典型的な自営
業ではなくて，フリーランスと呼ばれているよ
うな，雇用されているわけではないですが，使
用従属性の高い自営の形態の方々の割合が相当
増えてきていることをお示ししているものです。
こういった中で，所得税の在り方についても
働き方の如何を問わず公平な制度にしていく必
要があるということで，ここ数年，政府税調で
ご議論いただいているところです。

〔基礎控除への振替（３０年度改正）〕
これを踏まえて資料34ですが，平成３０年度の

税制改正におきまして，給与所得控除と公的年
金等控除を１０万円ずつ縮減いたしまして，その
代わり，基礎控除を１０万円増額するということ
で，働き方の多様化に対応した税制改正に取り
組ませていただきました。この改正が，本年分
の所得税から適用されるということですので，
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その効果も見定めながら，今後，引き続き働き
方の多様化に対応した税制の在り方について，
諸控除の在り方も含めて検討していく必要があ
ると考えております。

〔老後の備え等に対する自助努力（資産形成）
への主な支援措置の現状（イメージ）〕
また，中期答申では，企業年金・個人年金等
の私的年金の扱いについても課題とされており
ます。資料37のポンチ絵をご覧いただきたいと
思います。真ん中の「企業年金・個人年金等」
の欄をご覧いただきますと，どのような働き方
をされているかによって，税制上，非課税拠出
のできる制度が相当程度異なっていることを図
示しております。
正規雇用の労働者の方で，その企業で確定給
付企業年金や確定拠出型の企業年金に加入され
ている方においては，非課税拠出の枠が相当程
度大きくなっているのに対して，非正規雇用の
方の多くやフリーランスの方になりますと，個
人型の確定拠出年金等によるしかないというこ
とで，まず，職域によって相当の差があるとい
うことです。
また，企業で働いておられる方々の中でも，
厚生年金の被保険者の中で，３階部分の企業年
金に加入されている方の割合は４割弱ですの
で，６割強の方は個人型の確定拠出年金に頼ら
ざるを得ないということで，働いている企業に
よっても相当差があるわけです。

〔各国の私的年金税制等について（原則的な取
扱いを示したもの）〕
これに対して，資料35と資料36の国際比較を
ご覧いただきたいと思いますが，資料35のイギ
リスや資料36のカナダのような国においては，
国民一人一人に一定額の非課税拠出のための枠
が設定されておりまして，その中で，企業年金
に加入されている方は企業年金で枠を使い，企
業年金に加入をされていない方については個人
年金等でこの枠を使うということで，どのよう

な職域で働いていても，或いはどのような企業
で働いていても公平な扱いが受けられるという
制度が整備されております。
こういった制度の在り方も参考にしながら，
今後，企業年金，個人年金を巡る税制上の取扱
いについても検討していく必要があるというこ
とで，政府税調でもご議論いただいているとこ
ろです。
さらに，年金給付の課税の在り方は，資料36
で言いますと，下の方にまとめておりますが，
日本においては，公的年金等控除の存在により
まして，かなり限定的な，部分的な課税しか行
われていないわけですが，諸外国におきまして
は，出口における給付段階の課税がしっかり行
われているということもありますので，拠出，
運用，そして給付段階のバランスが取れた課税
の在り方も今後の検討課題になってこようかと
考えております。

〔申告納税者の所得負担率〕
また，働き方の多様化に伴いまして，格差が
どのように拡大していくのかということもさま
ざまな議論が行われております。その関連で申
し上げますと，資料40にありますように，金融
所得課税について，国・地方を合わせて２０％の
定率の分離課税が行われているということもあ
りまして，申告所得税の負担率が，所得が１億
円を上回るところで逆に減少していってしまう
ことが，これまでも問題として指摘を頂いてお
ります。こういった課題についても，今後検討
の中で議論をしていかなければいけないのでは
ないかと考えております。

〔相続税の申告からみた被相続人の年齢の構成
比〕
また，再分配の問題というところでいきます
と，資産課税の在り方も重要な検討課題になっ
てまいります。資料41のグラフは相続人と被相
続人の年齢を示したグラフですが，平成元年当
時においては，被相続人の中で８０歳以上の方の
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割合が４割弱でしたが，これが現時点（平成２９
年）においては７割まで拡大をしてきていると
いうことで，恐らくはお子さまの年齢が５０歳以
上ということで，老老相続と称されるような状
況が拡大をしてきているということです。
こういった中で，若年世代への資産移転が進
みにくい状況となっていることについてどう考
えるかということで，資産の移転時期の選択に
より中立的な制度を構築していくことが必要で
はないかというご指摘を頂いているわけです。

〔貯蓄現在高階級別世帯数分布（高齢者世帯）
（１９９４年→２０１４年）〕
また，同時に，資料42のグラフにありますよ
うに，高齢者世帯の貯蓄の現在高の状況をグラ
フにしたものですが，１９９４年からの２０年間にお
きまして，貯蓄の極めて多い世帯と，貯蓄の非
常に少ない世帯の割合が上昇してきておりまし
て，二極化の傾向が見られるということです。
いわゆる格差の固定化につながらないような制
度の構築も，こういった中で必要性が指摘され
ているということです。

〔わが国と諸外国の相続・贈与に関する税制の
比較〕
資料43をお開きいただきたいと思います。こ

ういった中で，わが国の相続税・贈与税の制度
と諸外国の制度を比較いたしますと，わが国の
場合，暦年課税の贈与税と相続税が別の税目と
して存在しておりまして，相続税の累進回避を
防止するという観点から，相続税とは別に高い
税率の贈与税が暦年単位で課税をされる仕組み
になっております。
そういった中で，生前贈与の促進といった観
点もあり，平成１５年度の税制改正で，暦年課税
との選択制でもって，相続時精算課税制度とい
うものが導入されておりまして，これを選択し
ていただいた後は，生前贈与の額と相続財産の
額を合算して相続税額を計算するという仕組み
が導入されているわけですが，選択制というこ

ともあって，その利用は必ずしも進んでいない
状況にあります。
これに対して，アメリカですとか，ドイツ，
フランスの遺産税・相続税におきましては，一
定期間の生前贈与と遺産の額，或いは相続財産
の額を全て合算しまして，遺産税なり相続税の
額を計算するということで，相続税・贈与税と
別税目を立てているわが国の制度とはかなり異
なる制度が取られています。
これによりまして，どのようなタイミングで
生前贈与なり遺産の継承をしても，生涯を通じ
た税負担の額は一定になるということで，遺産
税なり相続税が果たすべき再分配機能が十全に
発揮されるとともに，生前贈与に対するマイナ
スの作用も働かないということで，公平或いは
中立な制度にはなっているということでして，
こういった制度の在り方も参考にしながら，今
後，わが国の相続税・贈与税の在り方について
検討を進めていく必要があるというご指摘を頂
いているわけです。

⑶ グローバル化・デジタル化への対応
〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題〕
続きまして，グローバル化・デジタル化に関
連する論点について，ご説明を申し上げたいと
思います。資料44以降になりますが，グローバ
ル化・デジタル化に関するデータについては，
皆さまよくご存じと思いますので，割愛をさせ
ていただきまして，資料47をお開きいただきた
いと思います。
資料47には，経済のデジタル化に伴う国際課
税上の課題ということで，これまでの取り組み
も含めてまとめております。いわゆるBEPS
プロジェクトの中で，現行の国際課税ルールで
は，間接税・直接税を含めまして，課税が十分
に行われていないということで，対応を行って
きているわけです。
まず，消費税について，平成２７年度の税制改
正において，国境を越えて提供される電子的な
サービス。例えば，電子書籍の配信といったも
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のに関して，消費税を課税するためのルールの
整備を行っております。EU諸国におきまして
は，２０００年代の初めごろからこういった取り組
みがなされておりますので，若干後れを取った
形にはなりますが，わが国においても消費地課
税の原則に基づいて，国境を越えて提供されて
くるサービスについても，消費者が存在するわ
が国において課税をするというルールを整備し
たわけです。
また，直接税の分野におきましても，倉庫等
につきまして，一定の要件の下で PEの認定が
できるように，PEの定義の拡大を行うといっ
たことが，３０年度の改正で行われております。
そういった中で，経済の電子化により本格的
に対応していくためには，PEがなければ課税
しないという国際課税原則の抜本的な見直しが
必要だということで，OECDを中心に検討が
進められてきております。

〔「経済の電子化に伴う課税上の課題に対する
コンセンサスに基づく解決策の策定に向けた
作業計画」の概要〕
資料48にお移りいただきたいと思います。こ

ちらは，昨年６月のG２０財務大臣会合が福岡で
行われた際に取りまとめました作業計画の概要
を示しております。
経済の電子化に対応していく観点から，２つ
の柱で検討を進めていくということで，第１の
柱は，市場国に対して適切に課税所得を配分す
るために PE原則の見直しを進めていこうとい
うものです。また，第２の柱は，軽課税国が存
在するために利益移転の誘引が働いているとい
うことで，軽課税国への利益移転に対抗するた
めの措置を導入するというものです。
こういった２つの柱につきまして，２０２０年末
までに最終報告書を取りまとめるべく作業を進
めていくということが，昨年６月のG２０財務大
臣会合で合意され，首脳会合に報告されたわけ
です。

〔解決策の第１の柱：国際課税原則の見直し〕
それぞれの柱の概要ですが，資料49をお開き
いただきたいと思います。第１の柱ですが，経
済のデジタル化によりまして，さまざまなサー
ビスが国境を越えて提供される時代になってお
ります。
消費税につきましては，消費地課税の原則と
いう極めてクリアな考え方がありますので，い
ち早く見直しが行われているわけですが，所得
課税の分野におきましては，恒久的施設，物理
的な拠点がないところでは課税を行わないとい
うのがこれまでの原則的な考え方ですので，こ
ういった事態にうまく対応できないことが課題
になってきたわけです。
こういった中で，市場国に対して新たな課税
権を配分するための考え方として，右の図にあ
りますように，ある程度大規模な多国籍企業グ
ループ，売上高が相当程度大きな企業グループ
の全体の利益の一定割合を，市場国に配分する
といった考え方に基づいて議論が進められてお
ります。
ただ，こういった議論を無限定に進めてまい
りますと，わが国の企業に対しても大きな影響
があります。そういった中で，対象を自動化さ
れたデジタルサービス，いわゆる典型的なデジ
タル企業が提供しているサービスと，消費者向
けビジネスに限定するということで，現在，ど
ういう限定の仕方をするかということが主な論
点となって検討が進められているわけです。

〔解決策の第２の柱：主要な２つのルール〕
続きまして，第２の柱ですが，資料51をお開
きいただきたいと思います。こちらは軽課税国
への利益移転に対応するための措置で，全ての
多国籍企業グループが最低限，一定程度の法人
税負担をすることを確保するために，軽課税国
に存在している子会社に帰属している所得を，
最低税率に達するまでは親会社の国で課税でき
るようにするルールとか，或いは軽課税国への
支払いについて，支払い会社の国で課税をする
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ために，一定程度損金算入を否認するといった
ルールの整備などが課題とされているわけです。
これらの課題につきまして，今年７月のG２０
におきましては，今年の１１月にアメリカ大統領
選が予定されていることなども考慮しまし
て，１０月半ばに予定をされているG２０に制度設
計の「青写真」を報告するという作業の方向性
で合意をされています。

〔税務手続のデジタル化（個人の皆様向け）〕
続きまして，デジタル化への対応ということ
で，さまざまな納税環境整備の課題についても
取り組みを進めております。資料52には，マイ
ナポータルを活用した確定申告の簡便化のイ
メージが示されております。例えば生命保険料
控除につきまして，現在，サラリーマンの皆さ
んには保険料控除証明書を添付していただいて，
年末調整の関係書類を提出していただくという
ことをお願いしているわけですが，これについ
て，電子的な形で処理をするための取り組みが，
今年の年末から始まろうとしております。
また，医療費の情報や住宅ローン控除関係の
情報についても，できるだけマイナポータルに
集約しまして，確定申告や年末調整の際にデジ
タル的な処理を行って，申告なり年末調整を行
っていただけるためのシステムの整備を，国税
庁を中心に進めている状況です。

〔企業等の生産性向上を促すための電子帳簿等
保存制度の見直し〕
それから，資料55をお開きいただきたいと思
いますが，電子帳簿保存法につきましても，さ
まざまな見直しに取り組んでおります。電子的
に受け取った帳票類の保存については，データ
の受領後に納税者の方が改ざん防止のためにタ
イムスタンプを付与したり，改ざん防止のため
の業務規程を整備したりと，紙で受け取った帳
票類をスキャナ保存する場合の要件を念頭にお
いた制度となっていたわけです。
ところが，近年クラウド上の会計や経費精算

のサービスが普及をしてきておりまして，ユー
ザー側において自由にデータを改変できない，
発行者側である程度の監視が行われているので，
ユーザーが勝手にデータを書き換えたりするこ
とができないサービスが登場してきているわけ
です。
これに対応いたしまして，発行者側でタイム
スタンプが付与された管理が行われるか，ユー
ザーが自由にデータを改変できないクラウドシ
ステムなどによって管理されていれば，ユー
ザー側のタイムスタンプ付与や，業務規程の策
定などの要件を解除するといった改正を，令和
２年度の税制改正で行わせていただいておりま
す。

〔電子取引の推進（データの授受や活用方法の
多様化への対応）〕
今後，資料56にありますように，こういった
電子データを活用した経費の精算などが進んで
まいりますと，企業において紙で領収書等を管
理していただくとか，或いはスキャナでスキャ
ンしていただくような作業も不要になってまい
りますので，バックオフィスの効率化，生産性
の向上といった意味で非常に役に立ってくるの
ではないかと考えております。

〔電子帳簿保存の推進（取引データと帳簿・申
告データの連携）〕
ひいては，資料57にありますように，電子的

にやりとりをされた帳票類と帳簿のシステムを
連結することによりまして，自動的に申告書の
作成につなげていくといったことも，今後，環
境としてはやりやすくなってくるのではないか
と考えておりまして，ウィズコロナ或いはアフ
ターコロナの変化の中で，さまざまなデジタル
化の必要性が言われている中で，税務行政，税
務申告の分野におけるデジタル化についても，
積極的に環境整備を図ってまいりたいと考えて
おります。
ご説明は以上で終わらせていただきます。
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―――――――――――――――――――――

Ⅱ．今後の税制への質問・意見

（岩﨑） どうもありがとうございました。極
めて盛りだくさんの内容について，とても簡潔
にご説明いただきました。ありがとうございま
した。それでは，ただ今の説明に基づいて議論
を始めたいと思います。はじめに，上村先生の
方からご質問とご意見をおっしゃっていただけ
ればありがたく思います。よろしくお願いしま
す。
―――――――――――――――――――――

（上村） 関西学院大学の上村です。専門は財
政学です。特に税制，地方財政，社会保障制度
について研究しています。まさに今，危機の真
っただ中にいる私たちなのですが，歴史を振り
返ると，こういう感染症や災害の危機は意外に
頻繁に起こっています。危機対応は財政の役割
でもありますが，危機対応ができるように，平
時に財政再建を進めておくことはとても大切だ
と痛感しています。

〔今後の財政再建の進め方について〕
それでは早速，財務省の住澤局長のご報告に
ついて，私からは４つの質問と１つの意見を申
し上げます。まず１つ目です。報告資料にある
ように，今年度において新型コロナウイルス感
染症緊急経済対策として，総額５０兆円を超える
巨額の補正予算が二度にわたって編成されてい
ます。さらに，納税猶予など納税上の特別措置
が講じられています。
新型コロナウイルス感染症拡大の対応として
は，歳出規模の拡大はやむを得ない判断だった
と思いますけれども，その一方で，財政再建も
また重要であることは忘れてはいけません。新
型コロナウイルス感染症の特徴が徐々に明らか
になって，新しい生活様式も徐々に定着して，
経済を止めることなく，新型コロナと向き合い

つつ経済を回していくことの重要性を，近ごろ
は理解されてきたと思います。
しかし，補正予算を組んだ段階では，感染の
拡大が最も心配されていた時期だっただけに，
大きな補正予算を組むことが目的になってしま
ったように思っています。もちろんそれは，社
会に安心感を与えるという意味では，一面とし
ては正しかったと思います。しかしながら，歳
出拡大によってプライマリーバランスが悪化し
て，２０２５年度の基礎的財政収支の黒字化目標は
達成が絶望的だと思います。
そこで，今後どのように財政再建を進めてい
くべきなのか。これが１点目の質問です。私は
複数の地方自治体の行政に関わりながら仕事を
しているのですが，例えば，新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨時交付金は，金額にし
て２兆円ですけれども，地方自治体のニーズを
聞いて予算が組まれたようには思っていません。
他の歳出項目も同様なのですが，執行によって
しっかりと効果を見極めていくことが必要だと
思います。
また，今後財源確保の議論が浮上する可能性
があります。例えば，東日本大震災のときは復
興国債の発行に対して復興特別税を創設しまし
た。こういった税制上の措置の必要性はどこま
で検討すべきなのか。これが第１点目です。

〔新たな社会保障と税の一体改革〕
２点目です。ご報告の資料にもありましたけ
ども，社会保障における受益と負担のバランス
が悪くて，受益と負担の均衡の取れた社会保障
制度を目指すことは，今後の財政運営において
もとても重要になっています。
昨年，消費税の税率が１０％に引き上げられて，

ひとまず，社会保障と税の一体改革に示された
改革のメニューは，その時点で終わったと考え
ていますが，残念ながらこの改革が終わっても，
いまだに受益と負担はアンバランスになってい
るように思っています。
社会保障と税の一体改革のスタートは，旧民
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主党政権の野田政権だったので，もう１０年も前
の話なのですけれども，今は新型コロナの感染
症に目を奪われていますが，やはり社会保障と
税の一体改革パート２を仕掛けていくというか，
考えていくことが必要かと思っています。
前回のパート１では，消費税の税率引き上げ
が主な社会保障財源だったわけですが，私は社
会保障財源に消費税は最も望ましいし，今後も
重要な財源になると思っています。ただ，新し
い自民党総裁は「今後１０年間引き上げない」と
言っているということで，他の財源も併せて考
えていく必要があるかもしれません。ご報告に
もあったように，昨今の格差の拡大を見ると，
税による所得再分配の強化が求められているよ
うに思われます。
以上の観点から見ると，税制による所得再分
配の強化と，社会保障制度の改革を統合したよ
うな社会保障と税の一体改革パート２が，今後
の１０年で必要なのかなと思いますがいかがでし
ょうか。これが２点目です。

〔印紙税〕
３点目は個別論点です。新型コロナウイルス
の緊急経済対策として，特別貸し付けによる契
約書の印紙税の非課税が措置されていますが，
これ自体は必要だと思いますが，そもそもデジ
タル化を推進すべきわが国の税制において，印
紙税がまだ必要な税制なのかどうかということ
をお伺いしたいと思います。

〔私的年金税制について〕
４点目も個別論点です。私的年金税制につい
てご報告がありました。マクロ経済スライドに
よって公的年金の給付の抑制が予見されていま
すので，老後資金の構築に向けて私的年金を拡
充していくことは重要な課題だと考えています。
私的年金税制の国際比較を見ると，日本以外の
先進国では年金給付が課税となっています。日
本だけが一部課税になっているということです
が，これは公的年金等控除が適用されるという

ことですが，実質的には非課税になっている方
がかなり多い。これは他国よりも非常に有利な
制度だと思います。
税制上のロジックで考えると，どこかの段階
で課税することが望ましいと思われるわけです
が，日本では拠出段階，運用段階，給付段階も
全てほぼ非課税に近い形になっているというこ
とです。これは公的年金も同じですが，この点
について，私的年金は普及させたいから，政策
論として現時点では一定の優遇措置を取ってい
ると考えるべきなのでしょうか。これが４点目
です。

〔税制による再分配をどう進めるか〕
最後の５点目は，質問ではなく意見です。私
的年金税制のように，老後の備えに対する支援
が税制上も考慮されているわけですが，こうい
った仕組みを利用できるのはある程度の所得層
に限られると思われるわけです。若い人の所得
格差は大きくありませんが，年齢を経るにつれ
て所得格差は広がっていきます。
公的年金制度も私的年金制度も，基本的に現
役時代の所得に応じて保険料の拠出金額が決ま
っていて，その拠出に応じて給付が決めるとい
う仕組みになっていますから，給付段階の格差
が残っていくというか，拡大していくことにな
ります。その結果，高齢者になるほど，所得は
もちろん，資産の格差が拡大することになりま
す。
私たちの自由民主主義国家において，所得や
資産の格差を税制でどこまで是正すべきかとい
うのは永遠のテーマですけれども，社会におい
て格差拡大に対する不満が蓄積されて，社会の
安定性が行われる事態は避けなければいけませ
ん。今後の問題はフローだけではなく，ストッ
クの格差をどうやって是正するのかという点に
あると思われます。
本日は相続税についても報告を頂きましたが，
日本社会が分断されないように，ストック面か
らの税制による再分配をどのように進めるかが，
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今後の税制上の課題なのかなと思っています。
これは質問ではなく意見です。どうぞよろしく
お願いします。

（岩﨑） ありがとうございました。議論は後
ほどまとめてお願いすることにしまして，続け
て神山先生から，ご意見とご質問をお願いした
いと思います。

（神山） 住澤局長，ご説明ありがとうござい
ました。私からはコメント２点と質問４点をさ
せていただきたいと存じます。（注：本コメン
トは神山弘行「COVID―１９と租税法」法律時報
９２巻１２号９４頁（２０２０年）に基づくところが大き
い。詳細は同論文を参照。）

〔危機対応と非明示的偶発債務の膨張〕
まず，第１のコメントですけれども，危機対
応における財政悪化についてです。COVID―１９
の感染拡大防止策及びコロナ禍で経済的困難に
直面されている方々への緊急支援，以下，これ
を「危機対応」と呼びたいと思いますが，危機
対応は必要不可欠の政策ではあります。一方，
中長期的に眺めてみますと，経済的支援と財政
規律確保のバランスをどのように取るのかとい
う困難な状況に直面しているのが日本の状況で
あると理解をしております。
そこで，危機対応における財政規律の在り方
を考える際に，国ないし地方公共団体が負う公
的な債務を２つの軸で分類をすることが有益か
もしれません（HanaPolackova, Contingent Gov-
ernment Liabilities : AHidden Risk for Fiscal Stabil-

ity（１９９８））。第１の軸は，確定債務と偶発債務
という分け方です。支出が確定的なのか偶発的
なのかという分類です。direct liability と con-
tingent liability といわれるものですが，将来の
支払いが確定しているものを確定債務（direct
liability），そして一定の条件が満たされると支
払い義務を負うものを偶発債務（contingent li-
ability）とする分け方があります。

２つ目の軸は，明示的債務（explicit liability）
と非明示的債務（implicit liability）という分類
軸です。明示的債務というのは，法律上又は契
約上の支払い義務がある類型で，これに対して
非明示的債務というのは，法律上の支払い義務
はないものの，国民や利益団体からの圧力によ
る支出の可能性が高い類型，このように明示的
債務と非明示的債務という分け方があります。
この２つの軸で公的債務を分類し，マトリク
スを組むと４類型に分類することができます。
まず１つ目の類型は明示的かつ確定的な債務で
す。明示的確定債務の例としては，例えば国債
費や公務員の人件費などがこれに当たります。
２つ目の類型は，非明示的かつ確定的な債務
です。例えば，法的義務ではないけれども支払
うことが強く期待されている，賦課方式の公的
年金給付や将来における医療保険給付，社会保
障費がここに該当するかもしれません。
３つ目の類型は，明示的かつ偶発的な債務で
す。例としては，公的な債務保証をあげること
ができます。政府保証や損害担保契約，さらに
失業保険などの雇用保険等の公的な保険がここ
に入ってまいります。
そして，危機対応と密接に関連してくるのが
４つ目の類型で，非明示的かつ偶発的な債務で
す。例えば，激甚災害が発生した場合の災害救
援やコロナ禍における危機対応が，ここにカテ
ゴリーとして入ってくるかと存じます。
コロナ対応におきまして，資金繰りが悪化し
た企業を支えるために，危機対応融資という形
で第３類型，明示的かつ偶発的な債務というこ
とで，損害担保契約や直接・間接の政府保証が
相当な額に上っていると推察をされます。
これは明示的かつ偶発的な債務に該当するわ
けですが，政府保証というのは，その提供時点
で市場における保証料相当額のコストを政府が
負うことを暗に意味します。日本の予算は修正
現金主義を採用しておりますので，政府保証提
供時点に発生しているコスト，すなわち私的市
場における保証料相当額が予算上認識をされず
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に，将来債務者が債務不履行に陥り，政府が元
本保証をしなければならない時点で，初めて明
示的に歳出面で認識される法的な構造になって
おります。
これは歳出面で直ちに予算計上が必要となる
直接融資と，歳出面での予算計上が直ちに必要
ない政府保証を比較した場合に，議会や政府は
現時点で財政コストを歳出予算において認識し
なくて済む政府保証を選好するインセンティブ
を予算制度が与えており，社会的に最適な水準
を超えて過度な政府保証が提供される可能性を
高めてしまう恐れが指摘されております。
例えば，この問題に対応するために，アメリ
カでは１９９０年代に政府保証については，部分的
に発生主義予算を導入して，政府保証提供時に
コストを発生主義的に認識することで，直接融
資と政府保証の選択時における意思決定の中立
性を確保する制度改革を行っております。
従来の財政を巡る議論は，社会保障費を含め
て確定債務の財源をどのように調達するかとい
う点に主眼が置かれており，これは大変重要な
点なのですけれども，一方で偶発債務に対応す
る歳入確保の視点が構造的に欠けてきたのでは
ないかと考えております。言い換えますと，危
機対応に弱い税制，危機対応に弱い予算構造な
のかもしれません。
社会保障費の問題は最重要課題であり，丁寧
な議論を重ねる必要がありますが，偶発債務の
ように潜在的課題を抱えている分野についても，
国の財政破綻を避けるために真摯な議論が必要
ではないかと考えます。以上がコメントでござ
います。

〔政府保証債務の総額〕
そこで第１の質問なのですが，コロナ対応に
おいて，現時点で政府保証の総額はどの程度ま
で膨らんできているのでしょうか。OECD
（OECD,TaxPolicy Reforms２０２０（２０２０））や IMF
（IMF, Fiscal Monitor Database of Country Fiscal
Measures in Response to the COVID-19 Pandemic

（２０２０））などでは推計がなされておりますが，
どういったご認識でいらっしゃるか，現時点で
教えていただければ幸いに存じます。

〔危機対応の財源確保〕
第２のコメントは，危機対応の財源に関して
です。日本は巨額の国債発行の償還財源を，今
後どのように確保するかという問題に直面する
ことになります。危機対応の財源については，
危機リスクを複数年度間で分散させる手法が考
えられます。例えば，東日本大震災の復興特別
税のように，中長期間の追加課税を導入するこ
とが選択肢の１つとして，今後議論されるのか
もしれません。この手法の問題点としましては，
危機が生じるたびに追加的な負担がその都度累
積していくという点があります。今後予想され
ている首都直下型地震や南海トラフ地震などが
顕在化した場合，都度，追加的な課税を重ねて
いくことにもつながるかもしれません。
また，他の選択肢を諸外国での議論も参考に
しつつ少し考えてみたいと思うのですが，例え
ばデジタル課税の強化をさらに推進するという
案が提示されています（OECD（２０２０））。
また，別の案として，COVID―１９の世界的拡
大によって棚ぼた的利益を享受した一部の企業，
COVID―１９の影響で超過収益を上げた企業に超
過課税を行うという提案があります（Reuven
S. Avi―Yonah, COVID-19 and US Tax Policy
What Needs to Change?（２０２０））。この案は，実
はアメリカで戦時中に導入されたみなし超過利
益に対する超過課税が念頭に置かれている案で
あると理解をしております。さらに別の案とし
ましては，資産課税の強化などが議論されてお
ります（Camille Landais et. al., A progressive
European wealth tax to fund the European COVID

response（２０２０））。以上がコメントです。

〔みなし超過利益に対する超過課税を導入した
際の問題点〕
そこで第２の質問ですが，もし仮にアメリカ
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の研究者が提案しているような，みなし超過利
益に対する超過課税，COVID―１９の影響で超過
利益を享受した事業体に対する課税を日本に導
入するとしたら，どのような問題点が考えられ
るでしょうか。さらに，もし，やはりこのよう
な超過課税は難しいということであれば，日本
では危機対応の財源確保のために，どのような
方向性や選択肢が考えられるのでしょうか。こ
の点をご教示いただければと存じます。

〔相続税法の改正〕
３点目と４点目の質問を簡単に申し上げたい
と思います。第３の質問は，相続税法の改正の
方向についての質問です。資料41におきまして，
相続税の検討の方向性として，「資産移転の時
期の選択により中立的な制度の構築について検
討をしていく必要」とあります。
仮に老老相続が問題であるとすれば，資産移
転を促進させるという観点からは，相続税負担
を贈与税よりもより重くすることが自然な流れ
であるような気もいたしますが，なぜここでは
資産移転時期の中立性が政策のターゲットにな
っているのでしょうか。その点を教えていただ
ければと存じます。

〔グローバル化・デジタル化に対するCOVID
―１９の影響〕
４点目は資料48，グローバル化・デジタル化
への対応のところです。２０２０年末までに最終報
告書を取りまとめることとされてきましたが，
今回のCOVID―１９の影響を受けまして，主要
国間での議論状況や報告書の取りまとめ時期に
ついて，もし何か変化の兆しなどありましたら，
教えていただければと存じます。以上でござい
ます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。ただ今，
お二人の討論者から提起されました問題という
のは非常に難しい問題であって，そう簡単に解

決策が用意できるものとは違うかもしれません
が，現時点で課税当局としてのお考えとして，
何か参考になる点を伺えればと思います。住澤
局長，お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（住澤） 貴重なご意見とご質問を頂きまして
ありがとうございます。

〔財政再建，社会保障と税の一体改革パート
２〕
まず，上村先生のご質問の方からお答えした
いと思います。１つ目のご質問は，東日本大震
災の際の復興特別税の例も引かれながら，コロ
ナ対応として膨らんでしまった財政支出或いは
公債発行を踏まえて，今後の財政再建をどう進
めるのかというご質問と，社会保障と税の一体
改革パート２をどのように進めていくのか。そ
の中で，所得再分配の強化が求められるのでは
ないかというご質問がありました。
この２つをまとめてお答えするとすれば，ま
ず，こういった経済状況或いはコロナ感染症の
状況が今後どうなっていくのかというところが
見通せない状況ですので，政府全体として新型
コロナの収束に向けてしっかりと取り組みをし
ていくことが，まずは必要なのだろうと考えて
おります。
東日本大震災の際は，大震災が発生しまして，
ある程度被災の規模やそれに対する復旧・復興
のための施策の規模を議論することが可能な環
境の中で，復興財源の在り方を議論していった
わけですが，今回の場合，コロナの対応という
のは現在進行形という状況でもありますので，
まず，その収束をしっかりと図っていくことが
第一義的に必要なのだろうと考えております。
その上で，この事態が収束した後の問題です
が，デフレ脱却や経済再生の道筋を確かにして
いくというこれまでの政府の方針は変わらない
わけですが，それと同時に歳出・歳入両面での
改革を続けることで，財政の健全化もしっかり
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と進めていくことが，政府としてのこれまでの
方針です。われわれとしても，この方針にのっ
とって，しっかりと検討を進めていきたいと考
えております。
そういう中で，やはり，今，上村先生からも
ご指摘いただきましたように，消費税が１０％に
引き上がって，その役割がこれまで拡大してき
ている中で，或いは将来的にもその在り方が議
論になってくる中で，税制全体として再分配機
能をどの程度発揮していくべきなのかというこ
とは，重要な論点であろうと考えております。
もちろん，上村先生もご指摘いただきました
ように，税制だけで再分配の全てを担うことが
できませんので，社会保障制度の在り方と併せ
ての議論になろうかと思いますが，少なくとも
格差の固定化をもたらさないような制度を構築
していくことは重要な課題であると考えており
まして，先ほどご説明申し上げたような，相続
税・贈与税の見直しをはじめとする課題や，金
融所得課税の在り方は，今後重要な検討課題に
なるのだろうと考えております。

〔印紙税の必要性〕
印紙税についてのご指摘を頂きました。確か
に印紙税は明治以来存在している税金でして，
非常に古い税金であることは間違いのないとこ
ろです。他方，それではもう必要性がないのか
ということになりますと，これだけの財政状況
の悪化に直面している中で，印紙税の税収はい
まだに約３，３００億円の税収を上げております。
比較的軽度の負担を頂く中で，３，０００億円を
上回る財源を確保している印紙税の補完税とし
ての役割というのは，いまだに重要なものであ
ると考えております。

〔私的年金税制〕
次に，私的年金税制についてのご質問があり
ました。特に税制上，私的年金を普及させたい
がために優遇をしているつもりは必ずしもない
わけですが，拠出段階において所得控除が行わ

れ非課税になっている一方で，現在，運用段階
は非課税になっておりますし，給付段階でもご
指摘いただいたように実質的に非課税になって
いる部分が大きいということで，十分な課税が
なされていないことは事実です。
このような中で，先ほど説明の中でも申し上
げましたように，拠出・運用・給付の各段階で
バランスの取れた課税ということで，拠出段階
で課税をしないのであれば，給付段階での課税
をもう少し考えてもよいのではないかといった
ご指摘を，政府税調からも常々頂いております
ので，そういった検討はしていく必要があるか
と考えております。
また，おっしゃるとおり，私的年金の制度が
拡充されていくことによって，ある意味それを
利用することが可能な方とそうでない方の間の
格差の拡大につながる恐れもあるわけですので，
先ほどご説明しましたとおり，どのような職域，
或いはどのような企業で働いても公平な制度に
するための見直しを進めるとともに，給付段階
での課税の在り方というのも，これは基礎控除
等の人的控除の在り方との組み合わせの議論も
ありますが，幅広く検討していく必要があろう
かと考えております。また，ストックの格差に
関するご指摘は，先ほど申し上げましたけれど
も，重要なご指摘かと思っております。

〔政府保証債務について〕
続きまして，神山先生のご質問についてお答
えしたいと思います。まず，政府保証債務につ
いて非常に重要なご指摘を頂きました。確かに
保証債務が顕在化をして財政負担になる危険は
常に存在しているわけですし，そのリスクを的
確に評価していくということは，非常に重要な
論点であろうかと考えております。
一方，わが国の場合の政府保証についての考
え方ですが，これは恐らく，神山先生はご存じ
の上でご指摘を頂いていると思いますが，政府
保証については，「法人に対する政府の財政援
助の制限に関する法律」というものがありまし
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て，その中で原則的に禁止の規定が置かれてい
るのはご存じのとおりです。
この規定の下で，政府保証を行う際には個別
の法律をもって保証を行い得る対象を規定する
ということす。例えば政策金融機関などが限定
的に規定をされるということで，まず，国会の
チェックを経ているわけです。その上で，政府
保証を毎年付与するに当たりましては，各機関
の状況等を踏まえて，政府保証による資金調達
が適切かどうか個別に審査を行った上で，限度
額を定めることになっておりまして，予算総則
において各個別機関ごとの債務保証契約の限度
額を定めて，国会の議決を経るという格好で国
会の統制を受けているわけです。
こういったことで，無限定に政府保証が膨ら
んでいくことのないようにという財政統制は一
定程度行われているわけですが，ご質問は政府
保証の債務残高がどの程度膨らんできているか
ということです。
１０年くらい前のリーマンショック後の政府保
証債務残高の水準は，およそ４５兆円程度でした
が，本年６月末時点での政府保証債務残高は３５
兆円余りですので，この１０年間のうちに１０兆円
ほど減少してきているというのが政府保証債務
の現状です。今後とも，政府保証が無限定に膨
らんでいくことがないように，これは主税局の
所掌ではありませんが，財政当局としても引き
続き気を付けてまいりたいと考えております。

〔みなし超過利益に対する超過課税について〕
続きまして，２つ目の神山先生のご質問は，
危機対応の財源としてのみなし超過利益に対す
る超過課税についてどのように考えるかという
ことです。一般的なお答えとしては先ほど申し
上げたとおりで，まずはこのコロナの収束に全
力を上げていくことになるわけですが，仮にさ
まざまな財源調達を考える際の選択肢として考
えた場合に，ご指摘いただいたようなみなし超
過利益に対する課税というのは，今，お話にも
ありましたように，第一次世界大戦中或いは第

二次世界大戦中のアメリカでも実施をされた例
があり，また，超過利益税という形での課税で
あれば，他の諸外国においても実例はあります
ので，１つの考え方ではあろうかと考えており
ます。
他方で，過去の実例に即して申し上げますと，
やはり通常生じる利益，つまりコロナに関係な
くさまざまな企業努力によって生じている可能
性がある利益と，超過利益との間の線をどこで
引くのかといったことが非常に困難であるとい
う指摘が，過去においても存在をしていると承
知をしております。そこはみなし超過利益とい
うことで割り切らざるを得ないわけですが，ど
ういう割り切り方をするのかといった点も，非
常に大きな論点にはなるのだろうと考えており
ます。
いずれにせよ，どういう財源調達をしていく
のかということも含めまして，まずはコロナの
収束を図った上で，今後経済再生と並行して議
論していくべき課題ではないかと考えておりま
す。

〔相続税・贈与税〕
３つ目のご質問は，相続税・贈与税の関係で
す。ご説明の中でも，若干舌足らずでしたが，
触れさせていただいたように，今回の政府税調
の答申でのご指摘は，老老相続の実態を踏まえ
て，生前贈与を促進するという視点からだけご
指摘を頂いているわけではなくて，格差の固定
化を防止するために，より十全に機能する制度
はどのようなものなのかという視点からのご提
言を頂いているものと承知をしております。
そういう中で，現在の相続税と贈与税の関係
を考えてみますと，相続税の累進回避を防止す
るために，贈与税についてはかなりきつい累進
カーブを設定しているのが従来からの仕組みで
すが，限界がありますので，かなり多額の資産
をお持ちの方の場合，今の相続税・贈与税の税
率構造を前提としてもなお，生前贈与をかなり
多数回にわたって行うことによって相続税の累
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進を回避することは，技術的には可能です。
これに対して，諸外国の税制というのは先ほ
どご説明したとおり，基本的には相続税なり遺
産税の税率が，生前贈与と遺産額の合算したも
のに対して適用されるという構造になっており
ますので，どのようなタイミングで資産を移転
しても，一生涯を通じた遺産税なり相続税の額
は変わらないという意味で，遺産税なり相続税
が想定をしている分配機能がきちんと発揮でき
る一方で，資産の移転時期に対しても中立的な
税制になっていると理解できるのではないかと
考えております。こういった制度の在り方も念
頭に検討していくというのが，政府税調でのご
指摘と受け取っております。

〔デジタル化に対応した国際課税の議論につい
て〕
最後に，デジタル化に対応した国際課税の議
論についてのご質問です。確かにこのコロナ禍
におきまして，各国が経済的な困難に直面して
いる状況ではありますが，１０月半ばのG２０に，
「青写真」を報告するということで，現在，事
務レベルで精力的に検討を進めている状況です。
以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
いったんここで国の税財政に関する議論は切り
上げさせていただきまして，続けて，地方の税
財政に関する議論に移らせていただきます。稲
岡自治税務局長からご説明をお願いしたいと思
います。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（稲岡） 総務省自治税務局長の稲岡でござい
ます。本日はよろしくお願い申し上げます。お
手元に「地方財政・地方税制の現状と課題」と
いう資料を配布させていただいておりますが，
これに沿ってご説明を申し上げたいと思います。

１．総論：地方財政・地方税制の現状
と課題

〔地方財政の果たす役割〕
この資料は大きく分けて総論と各論の２つに
分かれております。まず，総論について，資料
❷をご覧いただきたいと思います。ご承知のこ
ととは思いますが，地方財政の果たす役割につ
いては，わが国の内政を担っているのは地方公
共団体であって，国民生活に密接に関連する行
政は，そのほとんどが地方団体の手で実施され
ています。行政事務の分担の代表例が右側に書
いてありますが，左下は最終支出ベースで国・
地方のどちらが支出しているかを示しており，
青い部分が地方の支出です。
防衛や年金など，国が１００％のものもありま

すが，ここに記載していますように，青い部分
の面積がトータルでは５７％で，最終的に地方団
体が約５分の３を支出しています。

〔地方財政計画の歳出の推移〕
次の資料❸をご覧いただきたいと思います。
地方財政計画の歳出の推移です。見ていただき
ますと，全体の高さはあまり変わっていません
が，過去から見ますと，投資的経費或いは給与
関係経費がかなり抑えられています。一方，社
会保障関係費等の一般行政経費が大きく増加し
ているのが現状です。

〔平成２年度と令和２年度の地方財政計画にお
ける歳入・歳出区分の比較〕
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資料❹は，平成の３０年間でどのように地財計
画が変わったかということで，平成２年度と令
和２年度の地方財政計画を比較しております。
社会保障関係費等の一般行政経費が２７．５兆円の
増，投資的経費は８．６兆円の減，その他３．１兆円
の減などとなっており，トータルでは２３．６兆円
増加していますが，これは太宗が一般行政経費
の増です。一方，税収は譲与税も含めて１０．９兆
円の増ですので，歳出の増加に対して税収の増
加は相対的に小さくなっています。

〔地方財政の財源不足と借入金残高の状況〕
資料❺は地方財政の現状です。毎年の財源不

足の推移ということで，リーマンショック後，
地方財政の財源不足が１８．２兆円まで拡大をして
いましたが，これが景気回復等により縮小し，
足元の２年度の地財計画では４．５兆円まで縮小
したのですが，コロナの影響で，今後この拡大
が懸念されます。借入金残高はストックベース
ですと２００兆円程度，最近は若干減少しており
改善が見られたわけですが，これも同様に，今
後増加が懸念されます。

〔国・地方の税源配分について〕
資料❻は国と地方の税源配分についてです。
先ほど申し上げましたように，歳出ベースでは
左側の下から２つ目の欄，地方が５分の３とい
うことですが，税収で見ますと，国税と地方税
では３対２となっており，私どもはこの差を埋
めていくこと，地方税の充実を図っていくこと
を１つの目標に掲げておりますが，根源的な問
題として，サービスの還元と国民の租税負担に
大きな乖離があり，全く足りていない状況にあ
ります。

〔国税・地方税の税収内訳（令和２年度地方財
政計画額）〕
資料❼は，国税・地方税の税収の内訳です。

国税をご覧いただきますと，所得税が３割弱，
法人税が２割弱，消費税は所得税を超えて３割

強という形になっております。地方も，個人所
得課税と，法人所得課税，消費税に対応する地
方消費税がありますが，独自税目として固定資
産税があり，この税収が約２割となっています。
都道府県と市町村を見ていただきますと，市
町村は個人住民税と固定資産税を足すと８割と
なっており，安定した税目が割り振られている
のが現状です。一方，地方消費税も安定した税
目ですが，これについては半分は市町村交付金
として市町村の歳入となっており，財政構造と
いいますか，このグラフだけではわからない点
もあるということにご留意いただきたいと思い
ます。

〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕
資料❽が税収（地方財政計画ベース）の推移
です。リーマンショック後の景気回復に伴って
増加傾向にあったわけですが，今後厳しい状況
が見込まれるところです。

〔主要税目（地方税）の税収の推移〕
資料❾が主要税目の税収の推移です。地方消
費税の上がっているところは税率引き上げがあ
ったものですが，極めて安定をした税収となっ
ています。それから，真ん中あたりの固定資産
税も９兆円前後ということで，税収としては安
定しております。個人住民税は，税源移譲に伴
いまして一定税率としたこと等もあり，近年は
過去に比べれば安定をしております。一方，法
人２税については景気の変動に極めて左右され
やすいものです。

〔人口１人当たりの税収額の指数（平成３０年度
決算額）〕
国税では偏在というのは問題にならないので
すが，地方税については，どこにその税収が帰
属するのかというのは大きな問題です。一般的
に人口１人当たりの税収額で偏在度を測ってお
りますが，地方税全体ですと，最大／最小で２．３
倍となっています。
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地方消費税は清算という仕組みがあり，これ
によって最大・最小で１．３倍となっており偏在
度は小さいです。固定資産税や個人住民税は，
地方税全体と同じような偏在ということですが，
地方法人２税は偏在性が高くなっています。

〔地方税の充実確保と偏在性が小さく安定的な
地方税体系の構築〕
資料11ですが，近年の地方税に係る税制改正

の主なものを掲げております。基本的に私ども
は地方税の充実に取り組んでおりますが，単に
充実をするだけでは偏在が増す恐れがあります
ので，充実を図る際には偏在性の縮小への対応
を併せて講じてきております。
例えば，三位一体の改革での税源移譲の際に
は，個人住民税の所得割は，所得税に比べれば
緩やかではありますが累進構造であったものを，
比例税率化したことで，遍在性の縮小にも寄与
するものです。
それから，リーマンショック前の税収が好調
だった時期に，地方法人課税の偏在が大きな課
題となり，２０年度税制改正で地方法人特別税・
譲与税を創設しました。
それから，２６年度と令和元年度の地方消費税
率の引き上げの際には，併せて法人住民税の法
人税割の一部交付税原資化という取り組みをセ
ットで講じました。また，近年の法人課税の偏
在への対応として，廃止された地方法人特別
税・譲与税に代わり，特別法人事業税・譲与税
制度を設けるといった取り組みを行ってきてお
ります。

〔税源移譲に伴う所得税・個人住民税の税率に
ついて〕
資料12は，三位一体の改革に伴う所得税から

個人住民税への税源移譲の際の比例税率化の資
料です。

〔消費税率（国・地方）の引上げについて〕
資料13は，消費税の税率の資料です。

〔消費税率の引上げと地方法人課税の偏在是
正〕
資料14は，消費税率の引上げと地方法人課税
の偏在是正の資料です。上の方に書いてありま
すが，地方消費税率を引き上げた際の財政力格
差の拡大について，法人住民税の法人税割の一
部を国税化し，その全額を交付税原資化したと
いうことで，従来，法人住民税の法人税割は，
法人税額の１７．３％という税率でしたが，８％段
階で４．４％分を国税化し，１０％段階では１０．３％
分を国税化し，これを交付税財源としたという
ものです。

〔地域間の財政力格差の拡大〕
一方，資料15ですが，近年の景気拡大に伴う
税収増で，地方団体間の財政力格差が拡大をし
ていたということを示す資料です。資料15の下
の方に折れ線グラフがありますが，簡単に申し
上げれば，東京都の財政状況が他の道府県と比
べて，ある意味別次元の状況にありました。こ
れに対応し，資料16にありますように，新たな
偏在是正措置として，特別法人事業税・譲与税
制度を設けたものです。
これは地方法人特別税・譲与税と似たような
制度ですが，税率が若干違っており，また，譲
与基準に人口を採用し，不交付団体について譲
与制限という措置を設け，偏在是正効果を確保
したものです。

〔新たな偏在是正措置の考え方と効果〕
これによりまして，資料17にありますように，

地方法人２税のシェアが，おおむね県内総生産
のシェアと一致をするような結果となりました。
以上が地方財政の現状と近年の税制改正の主
なものです。
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２．各論①：個別地方税制の現状と課
題

⑴ 固定資産税
〔固定資産税の概要〕
資料19以降，個別税目について若干ご説明し

たいと思います。
まず，資料20は固定資産税ですが，ご承知の

とおり，市町村の基幹税として，課税客体とし
ては土地・家屋・償却資産，税率は１．４％，課
税標準は適正な時価とされており，税収は９兆
円となっています。

〔固定資産税の令和３年度評価替えへの対応〕
この固定資産税ですが，資料21のとおり，土
地と家屋につきましては，３年に１回評価替え
を行っております。償却資産は申告していただ
いておりますが，土地と家屋については毎年地
方団体が賦課をするものです。これは相当な件
数があるものですから，毎年評価をすることは
実務的にも極めて大変だということで，３年に
１回評価替えを行って課税をしております。
そのうち，土地についてですが，評価替えが
３年に１回ですので，上がっている土地は３年
分上がっている場合もありますし，下がってい
る土地は３年分下がっている場合もあります。
下がっている場合は特に問題にならないのです
が，上がっている場合に３年分一気に税の負担
を上げるのはどうかということで，負担調整が
必要とされています。
さらに，単に３年間の負担をなだらかにする
ことだけではなく，納税者の負担をどの水準に
するかという観点も含め，負担調整措置が講じ
られております。左側にありますように，商業
地については固定資産税の評価額は地価公示価
格の７割とされ，いわゆる７割評価というもの
ですが，その７割評価された評価額を１００％と
しますと，課税標準の上限，ご負担いただく上
限が７０％まで引き下げられております。
また，下側に書いてありますが，負担水準，

これは当該年度の評価額に占める前年度の課税
標準額の割合ですが，これが６０％を下回る
と，６０％までなだらかに上げていきます。こう
いった負担調整措置が，この３年間講じられて
おります。
イメージとして，右側にありますが，地価が
下落すると評価額が下がり，負担水準は上がり
ますので，７０％まで下げるという形です。一方，
地価が上昇すると評価額が上がり，負担水準が
下がります。６０％を下回って下がった場合
は，６０％に向けてなだらかに引き上げていくよ
うな措置を講じております。負担水準が６０％～
７０％の間に収まっている場合は据え置かれます。
令和３年度が，いわゆる評価替えの年ですの
で，令和３年度以降の負担調整措置の在り方を
検討しなければならないというのが現下の状況
です。

〔宅地等に対する固定資産税の課税の仕組み〕
資料22が，住宅用地等も併せた負担調整の仕
組みです。

〔商業地等の据置特例の現状と課題〕
資料23が問題点なのですが，据え置きゾーン
があることで評価額が低いのに税額は高いとい
う逆転減少が生じる場合があって，このあたり
をどうするのかが，従来から固定資産税の公平
性の観点からの課題です。

〔平成３０年度税制改正大綱（負担調整措置関係
部分抜粋）〕
資料24は，３０年度，前回の評価替えの年の与
党税制改正大綱であり，ここでさまざまな指摘
がなされております。いずれにせよ，今回，い
わゆるコロナの影響についてどう対応するのか
ということも，当然課題となってくると思って
おり，令和３年度の評価替えは，さまざまなご
議論がなされるのではないかと思っております。
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⑵ 車体課税
〔車体課税（地方税）の現状〕
資料26～28は車体課税の資料ですが，これは
時間の関係で割愛をさせていただきたいと思い
ます。

⑶ 森林環境税
〔森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計〕
森林環境税・譲与税制度については，資料30
をご覧いただきたいと思いますが，これは国税
として個人住民税の均等割に上乗せして課税を
し，これを国から森林環境譲与税として，一定
の客観指標によって，地方団体，大半は市町村
ですが，市町村に譲与して，間伐等森林整備を
行っていただくものです。

〔森林環境譲与税の増額〕
資料31をご覧ください。現在，個人住民税均

等割の臨時的引き上げを行っておりまして，そ
れが終わった段階で森林環境税を課税すること
としております。それまでの間は，特別会計の
借入金で譲与することとしていましたが，令和
２年度税制改正におきまして，借り入れを行わ
ずに，地方公共団体金融機構の公庫債権金利変
動準備金を活用して譲与することになり，満額
の譲与時期も早まったものです。

⑷ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に
おける税制上の措置

〔新型コロナウイルス感染症緊急経済対策にお
ける税制上の措置について（地方税関係）
資料34は新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策における税制上の措置ということで，国税
同様の徴収猶予の特例なり，中小事業者等が所
有する償却資産や事業用家屋に係る固定資産税
の思い切った軽減措置を講じさせていただいて
おります。

３．各論②：地方税務手続きの電子化

〔ICT化の進展に対応した主な施策（地方税）〕
地方税務手続きの電子化について，資料40は

これまでの取り組みを一覧表にしたものです。

〔eLTAX（エルタックス）について〕
資料41ですが，国税については e―Tax とい
うことで，国税庁で電子申告・納税システムが
運用されていますが，地方団体については，そ
れにローカルの「L」を入れて「eLTAX」と
呼んでいますが，現在，地方税共同機構という
地方共同法人が運営しております。電子申告に
つきましても，ここを経由して地方団体になさ
れますし，いわゆる事業者との住民税の天引き，
或いは年金機構との天引きのためのやりとりや，
国税とのデータ連携も eLTAXを通じて行うと
いうことで，いまや地方税の電子化の基盤とな
っています。

〔地方税共通納税システムの導入〕
資料42ですが，この eLTAXは申告までしか
できなかったのですが，昨年１０月から１つの財
布に入れれば，各地方団体に振り分けてくれる
ような，地方税共通納税システムが導入され，
この拡大が課題となっています。

〔令和２年度税制改正（地方税共通納税システ
ムの対象税目の拡大）〕
資料43ですが，令和２年度税制改正では，い
わゆる金融所得課税（個人住民税の利子割・配
当割・株式等譲渡所得割）について，令和３年
１０月以降，この地方税共通納税システムで納付
ができるようにすることとしております。

〔成長戦略（令和２年７月１７日閣議決定）（抄）
【地方税共通納税システムの対象税目拡大関
係】〕
資料44ですが，アンダーラインのところに書
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いてありますように，「地方団体及び経済団体
等における検討の状況を踏まえつつ，納税者か
らの要望が多い税目への拡大について検討を継
続」とされており，地方税についてご要望があ
るのは固定資産税とか，自動車税なのですが，
これは賦課税目であり，申告という行為がない
ものですから，なかなか難しい面があるわけで
すが，今，さまざまな検討を行っている最中で
す。

〔令和２年度税制改正（固定資産税（償却資産）
の電子申告率の向上に向けた環境整備）〕
資料45が，申告税目で eLTAXで申告できる
もののうち，見ていただくと一目瞭然ですが，
固定資産税の償却資産についての電子申告率が
極めて低いことから，この改良について取り組
んでいきたいというものです。

〔令和２年度税制改正（特別徴収税額通知（納
税義務者用）の電子化）〕
資料46ですが，特別徴収税額通知といって，５
月の下旬頃に従業員の皆さまに事業所から配ら
れる，今年度分の住民税が何月から幾らずつ天
引きされるとか，税額の根拠が書かれている書
類がありますが，これについて，今，紙でお配
りしているものですから，これを電子化してほ
しいというご要望があり，特にコロナの影響で，
今年の５月あたりはテレワーク等を行っている
中でそういったものを配る作業が非常に大変で，
早く進めてくれという声も強くありました。現
在実証実験などもして，ここに書かれているよ
うな仕組みで，電子的に対応可能な特別徴収義
務者の方には電子的に送付をする形で進めてい
きたいと考えております。

〔ICTによる収納手段多様化〕総務省資料
資料47は個人に係る収納手段ですが，地方団

体において多様化の取り組みを行っていて，か
なり進んでいるというご紹介です。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への質問・意見

（岩﨑） ありがとうございました。ご用意い
ただいたご説明内容について，一部を省略して
いただきまして，進行にご配慮いただきまして
ありがとうございました。それでは，ただ今の
稲岡自治税務局長のご説明に対して議論に入り
たいと思います。初めに，上村先生の方から質
問とご意見をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（上村） ご報告ありがとうございました。再
び，関西学院大学の上村です。それでは，稲岡
局長のご報告について，私から４つの質問と１
つの意見を申し上げます。

〔地方法人課税の一部国税化について〕
まず１点目ですが，国レベルでも，社会保障
の受益と負担のバランスが大切なのですが，地
方税においても応益課税の原則があり，地方自
治体の行政サービスによる受益に対応した負担
として地方税を構築することが望ましいとされ
ています。
自治体による行政サービスは，広く薄く住民
に，これは法人も含まれるわけですが，受益が
もたらされるということですので，負担である
地方税も広く薄く課税すべきということが主張
されています。
こういった応益課税の原則から現行の地方税
制体系を眺めたときに，応益課税になじむもの
となじまない税目があると思います。例えば，
法人事業税の所得割や法人住民税の法人税割な
どは，課税標準が事実上企業所得なので，広く
薄く課税するようなものになっていないという
ことです。
また，不景気でもきちんと公共サービスを提
供することが地方自治体にとっては使命ですの
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で，税収の安定性は非常に重要です。企業課税
は所得が課税標準だと，どうしても税収が不安
定になってしまうということがあります。
近年，地方法人特別税や地方法人税という形
で，偏在是正の目的で改革が進められてきてい
ますが，偏在是正の議論というのはどこまで改
革を進めれば偏在が是正できるのかという，最
終的には個人の価値判断に左右されるような議
論になるところで，終着点がなかなか見えない
なと思っています。
今後の改革においてはもっとシンプルに，応
益課税になじまないものは国税に移すのだとい
う形で議論を進めた方がスマートなように思う
のですが，その点はいかがでしょうかというの
が第１点目です。

〔地方税の個人と企業の負担配分について〕
第２点目です。社会保障経費のシェアが拡大
しているというのが地方財政なのですけれども，
個人向け受益と企業向け受益とに分類できると
して，公共サービスを分類するならば，やはり
個人向け受益がどんどん増加しているのが実態
です。
一方で，企業向け受益はなかなか増えないと
いうことなのですが，ところが地方税における
企業課税の現状はあまり改革がなされていませ
ん。超過課税も，個人よりも企業の方が大きい
わけです。
法人住民税，事業所税といった形の企業課税
があるわけですが，これは行政サービスの対応
ということを言うことで応益課税とされていま
すが，社会保障経費のシェアの拡大など，地方
歳出の構造変化がかなり起こっていることを考
えると，地方税の個人と企業の負担配分の在り
方についても，考え直す必要があるのではない
かと思っています。
地方自治体の社会保障サービスは，あらゆる
世代の住民が受益を受けるものです。受益と負
担の一致ということを考えると，やはり個人向
け受益に対する税負担は個人課税の強化だと思

います。例えば，今，住民税の均等割は非常に
低く抑えられているわけですが，これを引き上
げていくことは，受益と負担のバランスの回復
という意味では望ましいと思われますがいかが
でしょうか。これが第２点目です。

〔償却資産課税の見直し〕
第３点目です。これは個別論点ですが，固定
資産税は応益課税の優等生で，教科書にもその
ように書かれています。固定資産税の中にある
償却資産課税は国際的に非常に珍しい課税で，
徴税側の徴税コストも相当大きいと聞いていま
す。各種の経済団体の税制改正要望が毎年出て
いて，毎年常連のように「これはやめてくれ」
というのが出てくるわけですが，この見直しを
含めた改革についていかがでしょうかというの
が第３点目です。

〔森林環境税・譲与税〕
第４点目です。最近の改正で新設された森林
環境税並びに譲与税です。施業放置林というも
のが相当増加していまして，森林整備の重要性
は論をまたないわけですが，森林整備の財源と
して森林環境税が創設された意義は大きいと思
っています。
ただ，目的税なので，森林整備事業のマネジ
メントをきちんと行う必要があるということで
す。事業のマネジメントについては地方自治体
が主体的に行うことになっていますが，これは
国としてモニタリングしたり評価したりする仕
組みが必要なのかどうか，これが４点目です。

〔広域連携における財源の在り方について〕
５点目です。これは質問ではなくて意見です。
幾つかの地方自治体の行政運営に関わっていま
すが，地方自治体が地域経済を活性化しようと
してもなかなかうまくいかないことが多々あり
ます。これはなぜかというと，地域経済は基本
的にオープンエコノミーになっているので，資
金の循環に漏れが生じることと，自治体の行政
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区域の範囲が人々の行動や企業の活動範囲と必
ずしも合っていないことに原因があると思いま
す。
地方自治体は広域化した経済政策を実施する
必要があると思いますが，人と企業の活動・移
動は激しいので，例えば都市部の市町村の場合，
どうしても狭いエリアにしか施策を展開できま
せん。この場合，資金が域外に漏れてしまうと
いうことで，経済効果を十分に享受できません。
この傾向は都道府県よりも市町村が明確にある
と思います。
一方で，私は関西からつないでいるわけです
が，関西広域連合のような非常に大きな公共団
体もあるわけで，ここまで大きいと活動範囲を
超えてしまっていて，構成自治体の利害になか
なか合わないということも起こります。
今，総務省は連携中枢都市圏のような新しい
広域行政を展開されています。この仕組みは，
人々の経済活動の範囲をエリア設定して実施す
るということで，これは非常に大きな特徴だと
思っています。
こういった広域連携は非常に重要です。ただ，
この広域行政が独自財源を持っていないことが，
今後非常に問題になるかなと思っています。強
力な経済政策を広域で実施することが，今のま
までは難しいように思います。今後は，広域連
携において，税ではなくてもいいかもしれませ
んが，財源の在り方について検討が必要なのか
なと思っています。最後は質問ではなくて意見
でした。以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。では，続
きまして，神山先生からご質問とご意見をお願
いいたします。
―――――――――――――――――――――

（神山） 神山でございます。稲岡局長，あり
がとうございました。私からは簡単にコメント
２点と，少し多いかもしれませんが，簡単な質

問を５点させていただきたいと存じます。

〔地方の財源不足について〕
まず，第１のコメントと質問は，地方の財源
不足についてです。資料❺あたりで地方財政の
財源不足の推移が提示されておりますが，今回
のCOVID―１９の影響で，地方公共団体の税収
が減少するため，従来潤沢な財源を持っていた
都市部ですら財政赤字が拡大するのではないか
ということが懸念されます。
そこで質問なのですが，地方交付税による支
えもありますが，その増額にも一定の限界があ
ります。当面は地方債の増発を検討せざるを得
ない状況かと存じますが，中長期的に地方税の
分野で危機対応の新たな財源候補はあり得るの
でしょうか。この点，もし何かお考えがあれば
お聞かせいただければと存じます。

〔地方法人課税の偏在是正措置〕
第２の質問は，地方法人税の偏在是正措置に
関してです。地方法人課税の偏在是正措置とし
て，法人住民税の交付税原資化や特別法人事業
税・譲与税の創設などが段階的に行われており
ますが，これで一段落ではなく，今後の地方税
を国税化，正確には地方交付税を原資化して再
配分するという流れは続いていくという見通し
でよろしいのでしょうか。お考えを教えていた
だければと存じます。

〔固定資産税の特例措置〕
３点目はより個別的な論点ですが，固定資産
税の特例措置についてです。資料23あたりにあ
りますように，据置特例の６０％下限と７０％上限
の関係で，評価額と税額の高低が逆転をすると
いう，ある意味特殊な状況が指摘されているわ
けですが，この逆転現象を改善するためには，
幾つかやり方があろうかと思うのですが，具体
的にはどのような政策の選択肢があり得るので
しょうか。これが３点目です。
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〔森林環境税〕
次に４点目として，森林環境税について簡単
なコメントと質問をさせていただきたいと存じ
ます。森林環境税は税収が適切に活用されるよ
う，執行やモニタリングがされることが大前提
ではありますが，都市部から山間部に財政的支
援を行うという側面に加えて，現在世代が，ま
だ存在しない将来世代のために自然環境を良好
に保つという意味で，適切に制度設計され執行
されるのであれば，意義深い制度ではないかと
考えております。また，理論的にも地域間の公
平性の問題と世代間公平性の両面において，興
味深い試みであろうかと存じます。
そこで質問なのですが，国の森林環境税が導
入される前から，府県レベル，あとは１つの市
があるわけですが，主に府県レベルでは法定外
税として森林環境税と類似の税制を導入してい
る府県が多数ありました。府県レベルで既に導
入されている森林環境税の条例については，５
年毎の見直し条項が多くの自治体で入っており，
ちょうど見直しの時期に入っております。国が
森林環境税の導入を決定したことによって，府
県レベルの森林環境税の状況に何か変化，例え
ば規模の縮小や使途の変更などは現時点で観察
されているのでしょうか。
また，もし今後国の森林環境税が実際賦課さ
れていくことによって，重複しているなどの理
由によって，府県が森林環境税を廃止ないし縮
小する場合には，何か追加的な財政支援策は現
時点で予定されているのでしょうか。以上が森
林環境税に関するコメントと質問でございます。

〔地方税の電子申告率〕
最後に簡単に５点目の質問としまして，地方
税務手続きの電子化について１点だけお伺いさ
せてください。資料45の名目別の電子申告率で
すけれども，先ほどご指摘がありましたように，
まさに固定資産税の償却資産の利用率のみ３７％
と，群を抜いて極端に低い状況ですが，その具
体的な原因はどこにあるのでしょうか。もしお

わかりでしたら教えていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございます。それでは稲
岡局長，お二人からの質問とご意見についての
お考えをおっしゃっていただければと思います。
―――――――――――――――――――――

（稲岡）
〔地方法人課税の一部国税化について〕
ありがとうございました。まず，上村先生か
らの第１点の，応益課税の観点から応能課税を
国税化すべきではないかというご質問ですが，
私どもは地方税については，地方団体が行政
サービスを提供するに当たって必要となる費用
について，いかに納税者の方々にご理解を得て
ご負担を頂くかという視点が重要であると考え
ております。
法人につきましても，地方団体の行政サービ
スを受けて事業活動を行っていることを踏まえ
て，法人住民税は地域社会の費用について，そ
の構成員である法人にも，個人同様幅広く負担
を求める，法人事業税は，法人が事業活動を行
うに当たって，都道府県から各種の行政サービ
スを受けることから，これに必要な経費を分担
すべきである，こういったことを課税根拠とし
ており，応益課税としての性格を有していると
考えております。
特に法人事業税につきましては，このような
観点から外形標準課税の導入，拡大が行われて
きたところであり，応益課税としての税の性格
の明確化が図られてきたものと考えております。
従いまして，引き続き地方の基幹税として重要
な役割を担うべきと考えておりまして，なかな
か私どもの立場からスマートにということは難
しいということを，ご理解を賜りたいと思いま
す。
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〔地方税の個人と企業の負担配分について〕
それから２点目の，社会保障サービスの拡大
により，個人課税の強化が必要ではないかとい
うご質問ですが，先ほども法人についての課税
根拠ということでご説明申し上げましたが，個
人も法人も資産の保有や事業活動に伴って，地
方団体からさまざまな行政サービスを受けてお
り，適切に税をご負担いただくことが適当であ
ると考えております。このため，社会保障関係
費の増加があるから，法人負担から個人負担へ
重点を移していくことが適当なのかどうかにつ
いては，十分議論が必要ではないかと考えてお
ります。
それから，均等割についてのご指摘もありま
したが，これはまさに地域社会の費用を等しく
分担するということで，応益課税としての性格
は明確でありますが，一方，所得にかかわらず
定額でご負担いただくものですので，その引き
上げは慎重な検討が必要ではないかと考えてお
ります。

〔償却資産課税の廃止〕
それから，３点目の償却資産課税についてで
すが，これは戦後，シャウプ勧告に基づいて，
アメリカにならって導入したもので，今もアメ
リカの大半の州で行われているなど，日本特有
のものであると受け止めてはおりません。
経済団体等から償却資産課税の廃止要望は常
連というご指摘もありました。そういったご要
望はあるわけですが，一方，固定資産税収は償
却資産に係るもので１．７兆円で，非常に重要な
税収ということもあり，地方団体からは制度の
堅持について強い要望を頂いております。平成
３０年度の与党税制改正大綱におきましても，「償
却資産に対する固定資産税の制度は堅持する」
とされているところでございます。

〔森林整備事業のモニタリングについて〕
４点目の森林環境税に係る森林整備事業のモ
ニタリングについてですが，森林環境譲与税を

活用し，地域の実情に応じて，森林関係で幅広
く弾力的に事業を実施することが可能ですが，
法律上，使途について公表していただくことを
義務付けており，そのような観点から，ご指摘
のとおり，地方団体が主体的に森林整備事業の
マネジメントを行うべきものと考えております。
一方，私ども総務省としても，林野庁と連携
して，各地方団体の取り組み施策の実施状況を
取りまとめていくことを考えており，例えば事
業実績として，間伐実施面積や整備した路網の
延長等を聞き取ることとしております。林野庁
と連携しながら，これらの調査内容を分析して，
優良事例などと併せて地方団体と共有すること
で，効果的な事業に活用されるように取り組ん
でいきたいと考えております。
それから，広域連携における財源の在り方に
ついての検討というご指摘がありましたが，こ
れはまさに地方行政の基本的な枠組みに関わる
問題ではないかと受け止めております。

〔危機対応のための新たな財源候補〕
続きまして，神山先生のご指摘で，危機対応
の新たな財源候補についてです。先ほど国税の
方で，住澤局長からもお話がありましたように，
コロナ対策は現在進行形でありますし，まずは
その収束にしっかりと取り組むということでし
ょうし，当面の話としては，それに向けた税制
上の対応といった議論がなされるのではないか
と思っておりまして，現時点で危機対応のため
の具体的な財源候補を想定しているわけではあ
りません。

〔地方法人課税の偏在度の是正〕
地方法人課税の偏在是正は今後も行うのかど
うかというご指摘についてですが，令和元年度
改正で創設した特別法人事業税・譲与税につい
ては恒久措置としております。前回の地方法人
特別税は暫定措置でしたが，今回のものは恒久
措置であり，現在直面する財政力格差の問題に
対しては，この措置で対応できると考えており
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まして，現時点でさらなる措置を念頭に置いて
いるものではありません。

〔固定資産税の据置特例の課題〕
固定資産税の据置特例による逆転現象につい
ての改善策ということですが，これは据え置き
ゾーンがあることによって生じる課題ですので，
ドラスティックにはこの据え置きゾーンをなく
す，或いはこの据え置きゾーンの幅を縮小すれ
ば緩和がされるということではないかと思いま
すが，３０年度税制改正時では，都市圏は地価上
昇，地方圏では下落ということで，拡散を止め
るといいますか，据え置きゾーン内に収れんさ
せることに優先的に取り組むこととされたとこ
ろですので，先ほど申し上げたような選択肢が
あり得たとしても，優先順位としては，まずは
据え置きゾーンへの収れんが３０年度税制改正時
の結論だったということです。

〔森林環境税に係る超過課税との関係〕
森林環境税と，府県が実施しております超過
課税との関係ですが，国の森林環境税は，課税
自体は令和６年度からということですので，関
係府県等においてはそれまでの間に整理がされ
るのではないかと考えております。令和元年度
末までに期限を迎えた団体では，例えば森林環
境譲与税は，間伐や公共施設の内装の木質化事
業に充て，独自課税は新たに都市緑化等に充て
ることとするなど，両者の考え方を整理した上
で，超過課税を延長したところもあると承知を
しております。
それから，超過課税については地方団体の課
税自主権ということで，地方団体が地域の実情
を踏まえて導入したものですから，それを廃止
するのも地方のご判断ということですので，廃
止に伴う追加的な財政支援は行うべき性格のも
のではないと考えておりますし，現時点におい
て超過課税を廃止するような相談は受けており
ません。

〔償却資産の電子申告率〕
償却資産の電子申告率が低調なのはなぜなの
かというご質問ですが，令和元年度に経済団体
や日税連のご協力の下に６００社くらいアンケー
トを行ったところ，６割の事業者が電子申告を
使っていないというご回答でした。
その理由ですが，自社で整備しているシステ
ムでは，紙による申告しか対応していないとい
うこと，或いは税務会計ソフトや自社のシステ
ムが，法人住民税と法人事業税の電子申告には
対応しているのだが，固定資産税の電子化には
対応していないということ，さらに，そもそも
電子申告ができることを知らなかったというお
答えがあったところです。
先ほどもご説明をしましたが，eLTAXの利

便性向上のための環境整備を進めておりますし，
やはり PRが大事だということがありますので，
その周知に積極的に取り組んでいきたいと考え
ております。私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――

おわりに

（岩﨑） ありがとうございました。本日は，
住澤局長，稲岡局長から，国・地方の財政状況
と現下の税制の特徴についてご報告いただきま
した。これに対しまして，討論者のお二人から
非常に重要なご指摘があったところで，これは
議論の尽きない問題点，論点が含まれていると
思いますが，ちょうど当初予定しておりました
終了時間となりましたので，本日の討論自体は
これで終了とさせていただきたいと思います。

― 67 ―



討論会２ ９月１７日�・午前

租税原則の視点からみた税制の
課題（税制基本問題研究会報告）

●参加者（五十音順）

関西学院大学法学部教授 一高 龍司
パナソニック㈱経理・財務部税務統括室主幹 阪上 知子

岡山商科大学法学部准教授 坂巻 綾望
神戸大学大学院経済学研究科教授 玉岡 雅之

司 会 関西大学経済学部教授 林 宏昭

一高 氏 阪上 氏

林 氏（司会）

坂巻 氏 玉岡 氏
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はじめに

（林） 皆さん，おはようございます。今回司
会をさせていただきます関西大学の林でござい
ます。日本租税研究協会は東京にあるわけです
が，２００９年から大阪の方で税制に対する研究会
を開催しております。当初から私は座長という
ことで参画させていただいておりますが，２０１４
年までは地方税研究会として進めてまいりまし
た。それ以降，税制基本問題研究会として進め
ております。メンバーは財政学の研究者，税法
の研究者が半々ぐらい，それから，企業の皆さ
ん，特に税務関係に携わっておられる租研の会
員企業の方からもご参画を頂いております。研
究会では研究者にそれぞれ自分の研究に沿った
報告をしていただき，その後，「租税研究」に
掲載するという形を取っております。
今回は２年間にわたる統一テーマを設定いた
しました。前回の租研７０周年記念のときには「税
制改革」というテーマを設けましたが，今回は
「租税原則」というものを共通テーマにさせて
いただきました。今の日本では一般に公平・中
立・簡素の３つが租税原則と言われております。
税金というのは強制的に徴収するものですから，
当然法律に基づいて課税しなければいけません。
その意味では公平・中立・簡素ということの他
に租税法律主義ということも大事な原則です。
研究会では今の租税原則に沿った形で財政学
の研究者，それから，税法の研究者にそれぞれ
報告をしていただきました。またメンバー以外
の先生からの報告として関西大学の石田先生か
ら「地方税原則」についてお話を頂きました。
本日は財政学に関しては神戸大学の玉岡先生，
それから，税法に関しては関西学院の一高先生
にそれぞれご紹介をしていただくということに
しております。何分限られた時間ですので，そ
れぞれの報告を詳しくご紹介する時間はありま
せん。研究会での報告内容は「租税研究」に掲
載されておりますので，もしここの部分をもっ

と詳しくということがありましたら，そちらを
ご覧いただきたいと思います。各報告の紹介を
一通りしていただいた後に，またお二人に「租
税原則」をテーマにお話を頂くという運びにな
っております。
それから，今日はその他に税法の坂巻先生と
パナソニックの阪上さんにご参加いただいてお
ります。若いお二人の斬新な感想やご意見を頂
けたらと思っております。
租税原則で公平・中立・簡素というのは教科
書にも出てきますが，なかなか難しいテーマで
す。まずは玉岡先生，一高先生のお二人から順
番にお伺いするわけですが，その前に，登壇者
の方から簡単にお一人ずつ自己紹介を頂きたい
と思います。まず玉岡先生，よろしくお願いし
ます。
―――――――――――――――――――――

（玉岡） 皆さん，おはようございます。神戸
大学の玉岡です。税制基本問題研究会にはその
前の地方税研究会からずっと参加しております。
本年の租研大会はどうなることかと思っていま
したが，こういう形で皆さんと一緒に難しい税
の問題を考えることができて，非常に光栄に思
っています。本日はどうぞよろしくお願いしま
す。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。それでは，続
いて，一高先生，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（一高） 関西学院大学の一高でございます。
私は２０１１年に地方税研究会に入れていただきま
した。今日は税法の先生方の報告の要点を紹介
し，それを踏まえて議論ができればと思ってお
ります。どうぞよろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（林） それでは，坂巻先生，お願いします。
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―――――――――――――――――――――

（坂巻） 岡山商科大学の坂巻と申します。私
は税法を担当しております。本研究会には，２
年前から始まったこの「租税原則の観点からみ
た税制の課題」というテーマから参加させてい
ただいております。本日はどうぞよろしくお願
いいたします。

―――――――――――――――――――――
（林） では，パナソニックの阪上さん，お願
いします。
―――――――――――――――――――――

（阪上） パナソニック経理財務部税務統括室
の阪上と申します。日ごろの業務内容としまし
ては，法人税や地方税，消費税の申告業務や，
その業務の効率化の検討や事業活動を行ってい
く上での課税関係の事前確認などを行っており
ます。最近は基本的にはリモートワークで行っ
ておりますが，申告については申告システムが
あり，書籍も電子書籍が増えてきておりまして，
自宅でも問題なく働けていると思っております
が，地方税の還付通知など，どうしても郵便物
の確認などで必要な場合に定期的に出社してい
る状況です。本日は会社の会議室から参加させ
ていただき，一実務担当者の目線でコメントさ
せていただければと思っておりますので，どう
ぞよろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――
（林） どうぞよろしくお願いします。それで
は，早速ですが，最初に，研究会での報告の内
容について，財政学の観点から玉岡先生にご紹
介いただきたいと思います。では，よろしくお
願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．財政学

（玉岡） よろしくお願いします。私は財政学
の方を担当させていただきます。資料は特に用
意しておりません。お手元に配ってある報告書
をご覧になりながらお聞きいただければと思い
ます。
昭和に入っても，平成に入っても，令和に入
っても，ずっと税制改革というのが続いており
ます。税の中の仕組みがよくないので，直そう
ということになっていると思うのですが，その
際に毎回持ち出されるのがいわゆる租税原則と
言われるもので，ここ数十年日本では公平・簡
素・中立というのが原則としてよく挙げられて
います。言い換えてみますと，現在の税制とい
うのは不公平で，複雑で，中立的ではないとい
うことになるかと思います。そのように現在の
税制が公平でなく，複雑で，中立でないことに
よって経済・社会活動に良くない影響を与えて
いるのではないかということで，いま一度望ま
しい税の原則，つまりどういう原則を満たして
いれば，税がうまく機能し，経済・社会がうま
く働いていくのかということについて改めてこ
の時代に考え直そうというのが報告の趣旨です。
この財政学のパートでは６名の方の報告があり
ましたので，お手元の資料にそって，簡単にご
紹介いたします。
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１．租税原則の回顧と展望（税制基本問題研究
会報告書（６ページ））
最初の第１節ですが，これは私が担当してい
るところで，租税原則について過去どのような
ことが学説的に言われてきたかを簡単に回顧し
ております。一番有名なのはアダム・スミスの
租税原則です。原文ではmaxim という言葉を
使って，日本語では公理ということになり，非
常に強い意味合いで使っているのですが，そこ
で４つの原則を書いています。その紹介を行い
ました。１９世紀になって，片や，ドイツの方で
アドルフ・ワグナーという有名な財政学者が出
まして，彼が４大原則・９小原則というかなり
精緻な原則を出しました。
スミスの方はどちらかというと税を払う側に
とって都合のいい原則を考えたのに対して，ワ
グナーの方は税を取る側にとって都合のいい原
則を並べているということを話しました。日本
では独自に地方税原則というのが設けられてい
るのですが，これは学問的な背景があって出て
きたのではなく，当時の自治省（税を取る側）
が自分たちにとって都合のいい原則として考え
たのです。特に応益性という原則はをしきりに
地方税で強調するのはある意味日本独自です。

２．課税の公平性について（税制基本問題研究
会報告書（９ページ））
次に２節ですが，「課税の公平性について」
です。これは上村先生がご担当で，非常に真正
面から難しい問題を取り上げた報告でした。課
税の公平性ということを考えたときに，まず何
の公平性かということを明確にする必要があり，
根拠として利益説と義務説に分けて考えたとき，
利益説の公平性と義務説の公平性では想定して
いる国家観が異なるということを述べられまし
た。利益説についてはホッブズやスミスの学説
が有名で，国家による保護の対価として租税と
いうものを考えています。義務説から登場する
のは能力説なのですが，そこでは公共サービス
とは無関係に税負担をどうするか，特に支払能

力をどうするかということを重視して考えてい
ます。
最後に，課税の公平と課税後の所得の公平は
分けて考えるべきだというかなり重要なことを
指摘されており，課税所得の公平というのは，
再分配の程度の在り方にも関連しますが，正義
の在り方によってもその程度が左右されるとい
うことを述べられています。

３．日本の所得税改革について 所得控除と税
額控除（税制基本問題研究会報告書（１２ペー
ジ））
第３節では所得税の所得控除と税額控除につ
いて八塩先生が取り上げられました。現在の日
本の所得税の仕組みがもたらす効果ですが，所
得税は元々所得再分配機能を持っていると思わ
れていますが，近年その力がだんだん弱くなっ
ているということを指摘されています。他方で，
世界的な潮流を見ると，所得税を計算するとき
に，所得控除ではなく，税額控除を使う国が増
えています。もし日本でも所得控除ではなく，
税額控除を使っていったらどうなるのかという
ことを，スウェーデンの税制を参考にシミュ
レーションをして，所得控除を税額控除に変え
ていくことによって所得再分配の機能が日本に
おいても強化されるのではないか，そういう形
で所得税の改革を考えたらどうか，という貴重
なご指摘をされています。

４．働き方改革と退職給付制度における中立な
税制の構築（税制基本問題研究会報告書（１８
ページ））

第４節は「働き方改革と退職給付制度におけ
る中立な税制の構築」という足立先生のご報告
で，原則で言うと中立になる税を考えて，特に
退職給付制度について今現在の税制が中立性を
確保しているのかどうかということを詳細に検
討されたのですが，実際に退職給付制度や年金
に関するいろいろな側面を見てみると，現在の
日本の税制は中立性を確保しておらず，それが
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最終的には働き方への妨げにもなっていること
を明らかにしています。退職後の生活設計を支
え，働き方改革という中で自由にするためには，
中立的な税制の構築をもっと考えた方がいいと
いう貴重なご指摘をされています。

５．所得税の再分配機能に関する実証的研究―
税率構造と控除制度の変化を踏まえて―
（税制基本問題研究会報告書（２１ページ））
第５節は，林亮輔先生の「所得税の再分配機
能に関する実証的研究―税率構造と控除制度の
変化を踏まえて―」という報告で，八塩先生の
報告と同様に，所得税は基幹税の役割を日本で
も果たしているのですが，近年再分配の機能が
弱まっている。再分配の機能がどういう要因に
よって弱まってきたのかということについ
て，１つは税率の問題，もう１つは控除の制度
の問題ということで，それぞれについて１９９０年
代以降，どれぐらい再分配の程度を弱めてきた
かということを検証されました。トータルの再
分配効果は，単身世帯については９０年代以降の
税制改正によって弱まっているのに対して，夫
婦・夫婦子ども世帯はほぼ一貫して強化されて
いるということがわかりました。今後税制改革
を考えるときにはこの控除制度，税率構造とい
うものを考えつつ，再分配の程度がどうなるか
ということを見極めながら再構築した方がいい
というご報告です。

６．租税原則と消費税（税制基本問題研究会報
告書（２４ページ））
最後に第６節で，林宏昭先生の方から「租税
原則と消費税」というご報告で，まず消費税と
公平性の問題，負担の問題，いわゆる逆進性の
問題を扱っておられます。それが軽減税率の導
入によって幾分緩和されるものの，相変わらず
まだ問題が残っているということです。そして
中立性に関しても，元々は旧の物品税を廃止し
て，消費税は中立性を担保するものだというこ
とだったのですが，いつの間にか非課税や軽減

税率という制度が入ってきて，当初に期待され
ていた中立性が確保されないようになってきて
いる。マクロの効果で見ても中立的でないとい
うことが考えられるということです。
簡素性についても言及されていまして，今後
税額の計算を精緻にする，脱税を防ぐという意
味でいわゆるインボイスというものが導入され
る予定になっています。これ自体は簡素ではな
く，非常に複雑で，専門用語でいう納税協力費
を飛躍的に上げていくことになります。インボ
イスは，標準税率，軽減税率を分けて計算する
ことになるのですが，ある程度工夫をすればそ
のような厳密な仕組みを用いなくても，簡易的
な方法で納税額を算出することができるという
貴重なご指摘をされています。
論文最後の方で地方税原則についても消費税
との関わりで触れられています。
多面的な側面で租税原則を扱っていますが，
まだ解決されていない問題が多いので，引き続
き，この原則について検討していくことが必要
だということがわかりました。財政学のパート
は以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） 時間が限られているので，十分な紹介
というのは難しかったかもしれませんが，どう
もありがとうございました。
では，引き続いて，税法に関する報告につい
て一高先生の方から簡単にご紹介いただきたい
と思います。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．税法

（一高） 一高でございます。お手元の報告書
の中では２８ページ以降が税法パートの各報告及
び論文の紹介の部分になります。

１．各研究報告と租税原則との主な関わり（税
制基本問題研究会報告書（３２ページ））
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総論に続いて３２ページ以降で各研究報告の要
点が紹介されております。
租税原則が何なのかということ自体は財政学
を中心に，伝統的な議論を含めてなされてきた
のですが，ここでは，一応近年の税制改革の指
標とされる公平・中立・簡素のいずれと関わり
が深いかという点から各報告を分類してみまし
た。そして，もう１つは自主財政主義との関わ
りで，地方税原則に関しても報告がありました。
それぞれのタイトルは，公平とは何かとか，中
立と課税とか，そんなタイトルになっているわ
けではありません。むしろ具体的な解釈上，或
いは立法政策上の重要なテーマを取り上げつつ，
それぞれが公平・中立・簡素といった鍵概念と
関係していて，研究もその鍵概念を土台に，或
いはそれに照らしながらなされています。

２．一高報告（資料３）

一高報告は「給与所得者の旅費と所得税」（税
制基本問題研究会報告書（以下，報告書）３２ペー
ジ）であり，主として租税公平主義との関わり
で論じています。非課税所得項目や特定支出項
目において，なぜこれほど旅費関係のものが多
いのか。非課税所得の項目と特定支出の項目と
を比較して何が言えるのか。課税の公平に資す
るルールや項目選択になっているのか。こうし
たことを，裁判例も探りながら検討したいと考
えました。
主たる関心は職務関連の旅費の非課税所得該
当性と控除可能性です。二重の控除は受け入れ
難いとか，消費支出を所得から除く扱いは説明
し難いといった税法の基本的な考え方に照らし
て，現状を考察しています。類似の状況に異な
る扱いがなされたり，通達限りでの対処もあり，
一高報告はこうした問題を論じています。

３．漆報告（資料４）
漆先生のご報告「租税回避と企業の社会的責
任」（報告書３７ページ）では，租税回避を取り
上げています。租税回避は，解釈論上租税法律
主義と租税公平主義との両立，或いは両者のバ
ランスが先鋭に問われる問題です。通説的には
租税法律主義を重視して，租税回避の否認は法
律上の根拠がなければできません。その研究と
しては，個別の裁判例に関する考察を蓄積して
いく中で通底する説明原理を得ようとしたり，
主要国における判例上，立法上の対処から，わ

資料３ 資料４
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が国への応用可能性を探るといったものが多い
かと思います。漆報告は，そういった伝統的な
アプローチではなく，法哲学的な観点から，租
税回避を行う企業の社会的責任（CSR）に着目
して，具体的には法実証主義的アプローチと自
然法論的アプローチに大別して，企業のCSR
に即した立法の選択肢を示しているところなど
に特徴があります。

４．小塚報告（資料５）
次に小塚先生のご報告は「日本版パススルー
課税制度に向けた覚書」（報告書（３９ページ））
というタイトルです。多様な事業体に対する課
税の在り方は我が国の学界でも２０００年ごろから
盛んに議論されてきました。いろいろな着目点
はあるのですが，閉鎖的な法人に対する所得課
税をどうするのかということも重要な関心事の
一つです。しかし，法人＝法人税という基本が
維持されてきました。
法人は権利義務の主体であって，従って所得
も帰属し，納税義務の主体にもなり得るのだと
言われてきました。執行上も簡素だということ
で「法人＝法人税」という基本が維持されてい
る面があると思いますが，他方で，これは同様
の状況に異なる課税が生じる事態を維持する面
があることは否めませんので，公平・中立の問
題が出てきます。
これに対して小塚報告は，米国法との比較考
察を踏まえて，パススルーの適用主体という側

面から問題を観察しています。大変興味深い指
摘が少なからずあるのですが，パススルー課税
は構成員に直接課税する仕組みだという理解は
誤りである，或いはパススルー課税と損益のパ
ススルーというのは異なる概念だといったこと
を説いた上で，わが国でも閉鎖的法人に対する
パススルー課税の導入はなしうるとし，その場
合にどういった点を考慮すべきかということが
説明されています。

５．酒井報告（資料６）
次が酒井先生のご報告で，そのタイトルは「税
制の簡素化に向けた組織的取り組み―英国の例
を参考に」（報告書（４１ページ））です。簡素の
問題は，税法の研究としてはあまり正面から取
り上げられてこなかったのではないかと思いま
す。わが国では，近時，立法や行政の面で簡素
に向けた包括的な思い切ったアプローチは特に
取られていませんが，オーストラリアや米国と
いった国で，条文の簡素化も含めた取り組みが
９０年代ごろからなされていることがよく知られ
ています。
そこで，酒井報告は，特に近時の英国での簡
素化の取り組みを紹介して，わが国への示唆を
導出しています。こうした取り組みにおいては，
制度の明確化やコストの縮減にとどまらない範
囲に簡素化の提案が及んでいることがわかりま
す。酒井報告では簡素の反対側，つまり複雑さ
をどのように指標化するのかということに関す

資料５ 資料６
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る興味深い指摘がなされています。

６．坂巻報告（資料７）
続いて坂巻先生のご報告は，「寡婦控除の課
題と展望」（報告書（４４ページ））と題するもの
で，令和２年度税制改正前の研究成果です。改
正前の制度においては，婚姻歴の有無や性別に
よって取り扱いを区別し，事実婚は無視してい
るなど，取り扱いが差別的だとして問題視され
てきたかと思います。そこで，坂巻報告では，
比較法的な考察を踏まえて，こうした問題を解
決するための具体的な立法論を扱っています。
寡婦控除の趣旨に立ち返って，その現代的な意
味を明らかにし，寡婦控除に代わる代替的な担
税力調整措置の具体的な提案がなされています。
坂巻報告の示唆は，令和２年度税制改正後に
も及んでいます。改正されたからといって，す
べてが解決されたわけではないということがよ
くわかる示唆に富む内容です。

７．濱田報告（資料８）
濱田先生のご報告は「地方税における応益性
と負担分任」（報告書（４７ページ））というタイ
トルです。学説を手掛かりに，地方税原則とし
ての応益性と，地方自治法上の負担分任原則と
の異同を解明することを目的とする研究です。
両者は類似しているけれども，違うところがあ
るということです。
まず応益性に関しては，租税の根拠論と配分

論とが混同されている例が見られるという指摘
があります。濱田報告では，負担分任原則は住
民に向けられた原則であるのに対して，応益性
は住民に限らず，行政サービスの提供者と受益
者との関係を意味するものであるということが
明示されていて，地方税の分担の在り方がこれ
らの概念を踏まえて提示されているところに特
徴があるかと思います。税法関係は以上でござ
います。

―――――――――――――――――――――
（林） 一高先生，ありがとうございました。
それでは，引き続いて，お二人に参加していた
だいておりますので，まず坂巻さんから，研究
会全体の報告，或いは先ほど紹介いただいた内
容を通じて，感想やご意見を頂きたいと思いま
す。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．今回のテーマに対する感想・
質問

１．租税原則の当初の意図と現在の感想
（坂巻） 岡山商科大学の坂巻です。私からは
コメント２つとそれに関する質問をさせていた
だきます。
まず，今回の「租税原則」というテーマは，
かなり壮大なテーマでした。２０１９年３月から１
年半にわたって１２名の研究者による報告がなさ

資料８資料７
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れました。当初，私は，税法学の研究者たちが
このテーマに取り組むのは簡単ではないのでは
ないと思っておりました。
税法学におきましては，租税原則といえば租
税法律主義と租税公平主義が挙げられます。そ
れらは解釈論におけるツールです。これに対し
て，公平・中立・簡素という租税原則は，望ま
しい税制に求められる要件であって，立法論の
ツールとして用いられているものです。私は，
「中立」と「簡素」については，その意味する
ところはわかりますし，その要請を満たす税制
が望ましいということを否定しないとしても，
具体的な使いこなし方がよくわからないという
状況でした。そのため，税法学者たちの報告は
圧倒的に「公平」の視点によるものに偏るだろ
うと想像しておりました。「公平」につきまし
ても，自身のよって立つ価値観を明らかにした
上で論じなければ説得力を持たないため，これ
について論じるのも簡単ではありません。
しかしながら，私の予想に反して，先ほどご
報告がありましたように，税法学者たちの研究
報告は「公平」にとどまることなく，「中立」
や「簡素」にも踏み込んだ報告がなされました。
たとえば，酒井報告においては「簡素」につい
ての組織的取組みが紹介され，小塚報告におい
ては「中立」の視点からも検討が加えられまし
た。税目についても，濵田報告において地方税
が取り上げられるなど，多岐にわたる税目が取
り上げられました。他方で，財政学者たちから

も，「中立」の視点のみではなく，「公平」に切
り込んだ報告がなされました。私は，これまで
「再分配」という言葉を明確な定義することな
く用いておりましたが，八塩報告及び林（亮輔）
報告によりその用語の定義について考えさせら
れました。
このような多岐にわたる自由な報告がなされ
たのも，「租税原則」というテーマが壮大であ
ったが故であると思います。財政学と税法学の
対話が非常に活発になされました。また， 私
は，税法学者としてできること及びすべきこと
について改めて考えさせられました。このよう
なテーマが設定されたことは，今思うと非常に
面白いことであったと思うのですが，そこで，
林先生にご質問したいと思います。このような
租税原則というテーマを設定された当初の意図
を教えていただきたいと思います。そして，そ
の意図は達成されたのかということをお伺いし
たいです。
２点目です。この租税原則についての報告の
トップバッターは玉岡先生のご報告でした。「租
税原則の回顧と展望」（税制基本問題研究会報
告書（６ページ））と題するご報告でした。こ
の報告では，「公平・中立・簡素」の３つの原
則が租税原則として掲げられるようになった歴
史的な流れが紹介されました。平成１２年の税制
調査会においてそれまでに提唱されてきたさま
ざまな租税原則は，結局，「公平・中立・簡素」
の３つに集約することができると述べられてい
ることが紹介されました。このような３つの原
則がどこから出てきたのかということが紹介さ
れたことで，税法学者特に私は，安心してこの
テーマに取り組めたように思います。もしかす
ると財政学者の方たちは「公平・中立・簡素」
について全く異なる理解をされているかもしれ
ないという不安が解消され，最初にこれらの３
つの原則についての理解を共有することができ
たと思います。
そこで，玉岡先生に質問です。最初にトップ
バッターとしてご報告をされてから，他の先生
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方のご報告を聞かれて，この３つの原則が租税
原則として掲げられていることについて現在ど
う思っていらっしゃるかお伺いしたいと思いま
す。さまざまな租税原則がこれまでに提唱され
てきたわけですが，結局，この３つが掲げられ
ていることは適切なのかどうか，他にも重要な
原則があるとお考えなのか，この３つのうちそ
れほど重要ではないものがあるのか，お伺いし
たいと思います。私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。後ほどまた
玉岡先生のお話を伺うということにして，続い
て，阪上さんからお願いします。
―――――――――――――――――――――

２．研究会全般の感想と個別のご報告に対する
感想と質問，疑問

（阪上） パナソニックの阪上です。私からは
研究会全般を通じた感想と幾つか個別のご報告
に対する感想と質問，疑問についてお話しさせ
ていただきます。まず全般に関しての感想です
が，私はメーカーの経理部に日ごろ勤務してお
りまして，１つの会社での法人税を中心とした
実務の経験しか把握できておりません。税法に
関しても，自分の会社に関連する項目を中心に
知識を得ていきますので，非常に視野が狭くな
っているなと改めて感じました。
本研究会では法人税についても中小企業に関
する部分であったり，地方税，所得税，消費税
など，幅広い税目についてご報告がされていた
り，また，マクロデータを使った分析に基づく
ご報告もありましたり，あとは海外の税制のご
紹介とそこから日本の税制に対する示唆のご報
告など，自分ではなかなかつかむことができな
い多種多様なご報告，情報を得ることができた
貴重な機会だったと思っております。
２０１９年度からは特に租税原則の視点からのご
報告がされておりまして，租税原則については
企業の実務を行う上ではなかなか考える余裕が

ないのですが，ご報告でいろいろな税目での具
体的な租税原則との関連についてお聞きするこ
とができて，自分自身も考えを深めることがで
きました。
また，企業として税制改正の要望意見を出す
機会もあるのですが，どうしても自社で利用し
ている制度，税制に対する使いづらさの不満で
すとか，控除を拡大してほしいという要望です
とか，自己中心的な要望になってしまいがちな
のですが，本研究会のご報告によって視野が広
がり，一段高い目線で社会に最適な税制にする
ためにはどうすればよいのかということを考え
るきっかけにできたと思っております。
個別のご報告に対する感想についてもう少し
お話しさせていただきます。まず玉岡先生の「租
税原則の回顧と展望」（税制基本問題研究会報
告書（６ページ））のご報告ですが，租税原則
の公平・中立・簡素，それと地方税では応益性
という租税原則の学説の振り返りのご報告でし
た。企業の実務担当としてはどうしても「簡素」
というところを求めてしまいますが，その「簡
素」についてもアダム・スミスは納税者にとっ
て明確で確実なように税の支払いが定めていな
ければならないという納税者側の「簡素」と徴
税コストが最小でなければならないという徴収
者側の「簡素」との両方を論じていたところ，
ワグナーについては徴収者側の「簡素」の原則
だけ論じるようになったというご報告が面白い
なと感じました。
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時代背景による変遷であって，日本の財政学
者もその徴税コストの最小という徴収者側での
「簡素」の原則を学んでいたということだった
かと思いますが，現代ではきちんと納税者側の
「簡素」についても復活して，広く認識されて
いると思っておりまして，良かったなと思って
おります。
特に令和２年度の税制改正では連結納税制度
からグループ通算制度への改正が挙げられてい
まして，こちらはグループ経営の多様化に対応
するという中立性や公平性を確保するためとい
う目的に加えまして，事務負担の軽減という簡
素化についても大きな目的として掲げられてお
ります。通達やQ&Aなどを読んでいますと，
かえって複雑になったと感じる部分もあるので
すが，基本的な制度の考え方については簡素に
なったと思いますし，修正申告の際にグループ
全体が影響を受けないということは企業にとっ
ては非常にありがたい改正になったと感じてお
ります。もし機会がありましたら，税務当局の
方にとっても簡素になったと感じられているの
かどうか聞いてみたいと思っております。
また，玉岡先生の展望としまして，BEPS や
タックスヘイブン課税など，国家間の税の取り
合いに関して，国家間の「公平」などの原則が
必要とのコメントがありました。例えば今
OECDで議論されていますデジタル課税では
消費者がいる地で課税するなどの基準が議論さ
れているかと思いますが，日本は人口が少なく，
不公平な制度になって，望ましくない基準なの
ではないかと感じておりますが，その場合にど
のような基準にすれば，国家間の公平が保たれ
るのか考えることは非常に難しいと感じており，
この点で先生方のご意見があればぜひお伺いし
たいと思います。
そして，一高先生の「給与所得者の旅費と所
得税」（税制基本問題研究会報告書（３２ページ））
に関するご報告ですが，旅費について給与所得
者と事業所得者の租税公平主義の観点からの報
告だったかと思います。現在コロナ禍で旅費，

交通費などの手当の在り方についてはいろいろ
企業の方でも制度を変更するような動きが増え
ているかと思います。通勤手当と出張旅費の違
いについて改めて考えさせられます。パソナは
最近本社を淡路島に移転されましたが，例えば
東京から淡路島へ毎日出勤する方がいらっしゃ
る場合は全額通勤手当になって，非課税枠の１５
万円を超えると課税給与となってしまうのだろ
うか，それとも全額出張旅費なのだろうかと個
人的に疑問を感じております。
また，在宅勤務が続く中で単身赴任を解除す
る方も増えてきているのではないかと思います。
例えば自宅が東京で，勤務地が大阪で，そのよ
うな中，静岡へ出張するような事例が出た場合
に，どこからが出張旅費で，どこまでが通勤手
当なのか判断が難しい事例も増えてくるのでは
ないかと思っており，今後は旅費，交通費，通
勤手当という概念がなくなって，結果的に事業
所得者のような実費精算の形に変わっていくこ
とで公平な制度になる可能性もあるのではない
かと感じています。
最後に濱田先生の「地方税における応益性」
（税制基本問題研究会報告書（４７ページ））の
ご報告についてですが，今のコロナ禍によって
パソナの例のように本社を淡路島に移転したり，
拠点数を減らしたり，全員がリモートワークで
本拠地がない中で活動を続けていく会社も出て
くるかと思っております。その際，現状の法人
地方税・事業税のような建物の面積や，給与，
勤務人数などに課税するような基準では財政が
危うくなってしまうのではないかと懸念してお
ります。そのような場合，応益性を測る基準と
して他にどのようなものが考えられるのかとて
も難しいと思っておりますが，この点について
も先生方のご意見があればお伺いしたいと思い
ます。私からは以上です。
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３．租税原則を選んだ意図
（林） ありがとうございました。ものすごく
難しく，簡単に一言ではお答えできないご質問
も頂きました。坂巻さんから私に「そもそもな
ぜ租税原則を選んだのか」というご質問があり
ました。これは後ほど玉岡先生からも補足して
もらえるといいのですが，先ほど申し上げたよ
うに，統一テーマというのは今回が２回目でし
て，前回の７０周年のときには税制改革というこ
とで主に所得税，法人税で，こういう税制を取
り上げようという切り口にしました。
今回はテーマを選定する際にいろいろ「この
税金は」などと考えたわけですが，だったら，
全部の税金を横断的に議論ができるような原則
というのを１つ構えてみようと考えました。私
は個人的にですが，世の中が複雑になって，地
方税も含めて，利害関係も複雑になっている中
で，税制としての公平性を高めるためにとか，
税制がこういう公平性の問題を抱えているとか，
それを直すための在り方を正面から議論してい
るケースが少ないのではないかと感じています。
いろいろな研究があるので，別に批判している
わけではないのですが，もう少しそういった在
り方ということを正面から議論してもいいので
はないかと考えました。もちろんそれぞれ議論
する際には個別の税金を取り上げるわけですが，
その際に在り方論をしてみたらどうかと考えた
というのが今回のテーマの意図です。
阪上さんを含めて，個別にもいろいろ質問を
頂いております。もう１回改めて玉岡先生には
財政学の観点，或いは経済学の観点で租税原則
というのはどうなのだということ，それから，
一高先生には税法の観点から見て，租税原則と
いうのはどういうふうに位置付けられて，或い
はどういうふうに語られているのだろうという
ようなことを今回の議論，個々のテーマ，今日
いただいたご質問も踏まえて，論じてもらいた
いと思います。
まずは玉岡先生，お願いします。

Ⅳ．財政学の観点，経済学の観点
から

（玉岡） ありがとうございます。最初に坂巻
先生から公平・簡素・中立はこのままでいいの
かということだったかと思いますが，これは報
告でも申し上げたのですが，学問的な背景があ
って出てきた概念ではなく，いつの間にか学問
の世界でもこの３つの原則が定着してしまった
ということで，ちょっと納得し難い面もあるの
ですが，いろいろな議論のたたき台になってい
ますので，それはそれでいいかと思っています。
個別の点については今からお話しするところで
触れたいと思います。阪上さんのご質問の点に
ついても途中で述べたいと思います。それでは，
今から少し私の方から公平・簡素・中立につい
てお話ししたいと思います。

１．公平性について（資料１１―１４）
公平性については，何についての公平性なの
かというのが上村先生のご報告でありました。
学説を見ると，税負担についてその根拠とどう
やって配分したらいいかという２つの軸の議論
がありました。そのときにキーワードとして「利
益」「義務」「能力」という３つのものがありま
す。パターン分けすると４つぐらいあるのです
が，日本の場合はドイツ，或いはドイツ財政学
の影響をかなり色濃く受けているので，３番目
の根拠としては義務で，配分基準としては能力
ということになります。利益というのは全体と
して政府からいろいろなサービスを受けている
のだが，個別の利益はわかりにくい。個別の利
益を測るのは難しいというので，結果的にいわ
ゆる担税力を測るとされている所得税によって
税を徴収するという形になりました。
ただし，この基準については今言ったように
国や時代によって実際に違っていまして，アダ
ム・スミスの時代は所得税がまだ入っていなか
ったのですが，当時は所得を把握する，捕捉す
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●公平性について 

・何についての公平性なのか（上村論文）。学説史的には税負担の 
根拠論と税負担の配分論の2つの公平性の議論があった。その議論 
の軸として「利益」「義務」「能力」の３つのキーワードがある。 

3

根拠論と配分論について４つのパターンがある（1つめが根拠， 
2つめが配分基準）。 

(1) 利益　利益 
(2) 利益　能力 
(3) 義務　能力 
(4) 義務　利益

4

純粋理論的には(1)が支持されやすいが実行の面で難がある。 
また税目によってどのパターンが相応しいかが異なり， 
国や時代によっても異なる。 

5

・そもそも利益とは何か。「受益」「応益性」という当たり前の 
ように使われている用語が実は明確な概念にはなっていない。 
にもかかわらずこれらの概念を根拠に課税されているのが実情である。 

6

るのが非常に難しくて，それよりは，お金がな
いと消費できないわけですから，その消費面で
担税力を測るということが公平だと考えられて
いました。また，当時は窓税（ウインドウタッ
クス）というのがあったのですが，窓がたくさ
んある家は経済的に豊かな家で，従って，税も
払ってもらえるだろうということで，窓の数に
応じて税を払ってもらっていました。ところが，
結果としてどうなったかというと，お金持ちの
家でも窓の数を極力少なくして，家の中が真っ
暗になったということです。課税当局から見る
と，窓の数を数えればいいので，簡素なのです
が，結果として経済活動をゆがめてしまい，中
立的ではなかったということです。時代によっ
て，国によってどういう税をどういう形でかけ
れば公平なのかということについては全然異な
っているということがわかります。
そもそも利益とか，応益性という当たり前の

ように使われている言葉なのですが，明確な定
義や，受益，或いは応益というものを何で測る
か，どういう基準で測るか，幾ら受けているの
かということを計測するのは非常に難解で，厄
介なことで，その研究もあるにはあるのですが，
税の負担の方と比べると，受益，応益というこ
とについての研究は実は非常に少ないというの
が現状です。

２．簡素性について（資料１５―１７）
簡素性についてですが，これも何についての
簡素かというのは非常に不明確です。個別の税
の仕組みの簡素性なのか，税制全体なのか，或
いは税法なのか，納税の仕組みなのかというこ
とで，非常に曖昧模糊としています。しかし，
これに関して昭和４０年代に税調で簡素性につい
て答申がありましたが，研究に関して言うと，
先ほど阪上さんからご指摘がありましたが，簡

資料１１ 資料１２

資料１３ 資料１４
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●簡素性について 

・公平性の議論と同様に何についての簡素なのか。 
個別の税の仕組みの簡素，税制全体の簡素， 
税法の簡素，納税の仕組みの簡素， etc.  

7

・簡素であることが何故重要なのか？　アダム・スミスの 
「明確性」「便宜性」「徴税費最小」の原則にも適う。 
「いつ」「どこで」「誰が」「どのようにして」「いくらの」 
税を支払うかについて明確でないと（＝簡素でないと） 
財政民主主義の観点からも問題がある。 

8

・では現行税制は何故簡素でないのか？ 
   簡素でないことによって得をする人・機関があるのか。 

・簡素性と中立性・公平性との密接な関係。

9

素についてはなかなか注目されない。実際には
非常にややこしく，これからまた消費税の納税
に関してややこしいことがさまざまに待ち受け
ているということで，これについてはまた後ほ
ど述べますが，なかなか注目されないけれども，
もっと注目しないといけないと思います。
なぜ簡素が重要なのかということですが，ス
ミスの原則にかなうということとともに，税を
納める国民が主人公の世界で，いつどこで誰が
どのようにして幾ら税を払うのかということが
明確でないといけない。これが明確であるとい
うことは実は簡素であるということとつながる
のですが，実際にいつどこでどのようにして幾
らということに関してそんなに明確ではないと
いうことで，自分たちの稼いだお金を税として
納めて，その使い道を自分たちの代表が決めて
いくという財政民主主義という概念があるので
すが，その観点からも実は簡素でないことが非

常に問題だということがわかります。
では，なぜ現行の税制は簡素ではないのかと
いうと，簡素でないことによって得をする人，
或いは機関等があるのかとか，タックスプラン
ニングのノウハウを販売しているところもあり
ますが，そういうことがあるのか。簡素でない
ことによって，先ほどスミスのウインドウタッ
クスの話をしましたが，ややこしいことによっ
て，そのややこしさを利用して経済活動を，本
来なら効率的なところに資源を配分するのに，
違うところに行くということです。BEPS なん
かはそうですけれども，結果としてまたそれが
中立性をそいでいるし，そういう機会を利用で
きるどちらかというと経済的に豊かな方，或い
は企業がそういう機会をたくさん利用して，そ
れはつまるところ公平性を阻害しているという
ことで，簡素性と中立性，公平性というのは実
は非常に密接な関係があって，簡素をうまく担
保することによって中立性，経済成長とか，公
平性が実現できる。これは三十数年前のアメリ
カの財務省報告がそういう意図で書かれたので
すが，そこで言われた問題点というのはいまだ
に生きていると思っています。

３．中立性について（資料１８―１９）
最後の中立性についてですが，やはり何につ
いての中立性なのかというものがはっきりしな
い。先ほど経済学の用語で資源配分という言葉
を使いましたが，資本とか，或いは労働という

資料１５ 資料１６

資料１７
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●中立性について 

・やはり何についての中立性なのか。 
   Ruding Committee Report (1992)の問題意識。 
      投資先国，異なる生産要素について税引き後の 
      収益率が異なる＝資本輸出の中立性が満たされていない。 

10

・租税特別措置と中立性 

・所得税における課税単位の問題 

・配偶者控除制度の変遷 

11

ものが，本当は税がなければ一番もうかるとこ
ろに資源を配分していくのですが，税があるこ
とによって，本来は生産的なところにその資源
を投入して，たくさんアウトプットを出すはず
なのに，税の支払いが少なくなるということだ
けで資源配分が変わってきます。BEPS なんか
がその典型例です。
この中立性について，３０年近く前なのですが，

EUの方でルーディング委員会ができまして，
そこで現行の税制が国際間の取引において中立
的かどうかいろいろと検証しました。どの国に
投資するか。どういう産業に投資するか。或い
は先ほど言った資本とか，労働について税引き
後の収益率はどうなっているかということを数
字で検証したのです。そうすると，全然違って
いました。投資先国も違うし，生産要素につい
ても税引き後の収益率というのは異なっており，
どこへ投資しても，税引き後の投資の収益率が
同じという「資本輸出の中立性」は満たされて
いないということがわかりました。
現在でも中立性が満たされていないというこ
とについては，研究会の報告でもたびたびあっ
たのですが，いわゆる租税特別措置というもの
がたくさんあって，そういうものを利用するこ
とによって，利用できる機関はその税の負担が
軽減され，資源配分をゆがめている。本来生産
的なところに用いられているはずの資源が用い
られていないということになっています。
所得税における課税単位の問題もそうで，日

本の場合は原則個人単位で課税されているので
すが，そこに家族の要素を持ち込み，婚姻とか，
労働に対して中立的でない税になっているとい
うことがわかっています。配偶者控除制度もそ
の一例なのですが，制度をいじるごとにまた新
たな別の問題点が出てきて，なかなか議論が決
着しないのです。根本的にその課税単位という
ものを見直すという議論もあるにはあるのです
が，実際にその方向に向けて動くというところ
にはまだ至っておりません。
展望と書きましたが，議論をもう少し膨らま
せたいと思います。

４．公平性について（資料２１）
公平性についてということですが，BEPS を
どう考えるか。これはご質問もありましたが，
Base Erosion と Profit Shifting，これ自体につ
いてはここ十数年というか，２０年ほど，問題に
なっていますが，戦前，２０世紀に入ったころか
ら実はこれ自体が非常に問題であって，国際課
税をどうするかということがずっと議論されて
きて，モデル租税条約等ができてきたわけです。
これは次の企業の税負担の公平性の議論とも
関係するのですが，現代の税制というのは，私
も財政学を勉強するまでは，税制というのは累
進的にできていて，所得の再分配の機能があっ
て，お金をたくさん稼いでいる人，或いは企業
がたくさん税を払うと思い込んでいたのですが，
実際に調べてみると，そうではないのです。た

資料１８ 資料１９
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●簡素性について 

・簡素を測る指標の構築 

・簡素でないことによる社会的費用 
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・租税教育の重要性
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●公平性について 

・BEPSをどう考えるか 

・企業の税負担の公平性，社会的責任 

・国家間の公平性 

・アフターコロナ 

くさん稼いでいるところが実は払っていないと
いうことがわかりました。
BEPS というのはその典型例で，本来社会的
に責任がある企業が，すごくもうけているのに
払っていないという状況があって，先ほど言っ
た簡素でない税制とか，租税条約等があること
によってそういうのをむしろ助長しているとい
うことがある。最後の方で述べるのですが，あ
る国一国だけでこの問題に対処できるわけでは
なくて，国際的な協調がもちろん必要です。大
風呂敷を広げると，今後の社会，２２世紀に入っ
ていきますが，社会全体を左右するほど大きな
問題であると考えています。

５．国家間の公平性
国家間の公平性ですが，これについても実は
あまり議論が進んでおりません。当初は途上国
といわゆる先進国の間で税収配分をどうするか
という議論だったのですが，BEPS の問題にも
あるように，そもそも入ってくるべき税が先進
国であっても入ってこないということで，そう
いうのをどうやって防ぐかが非常に重要で，議
論が全くないわけではないのですが，国家間で
税収をどういうふうに配分すればいいかという
ことについて，これは財政学，税法学両方でも
っと考えていかないといけないと思います。

６．アフターコロナ
これがアフターコロナということについても

実は関連していまして，今，税収が最も必要な
時代に入ってきています。それなのに，経済活
動全体が低迷していて，さらに追い打ちをかけ
るように，こういうふうな大変な状況になって
います。昨今コロナというのが背景にあって，
医療崩壊が非常に問題にされていますが，私は
個人的には，医療崩壊はもちろん大変重要だと
思うのですが，コロナの対策をするべき行政と
いうか，公というか，ちょっと言葉はきついの
ですが，一種の行政崩壊と呼んでもいいような
事態が見られる自治体が散見されます。
民間にいろいろ仕事を渡して，日本は世界的
にも非常に公務員数が少ないのですが，特に地
方自治体も非常に常勤の職員さんも少なくなっ
てきていて，こういう非常事態に対して十分対
応できないくらい体力が落ちてきています。こ
ういう時代だからこそ，改めて税をしっかり取
って，行政というか，いわゆる公助の部分の体
制をしっかりしないと本当に持ちこたえられな
いと思っています。

７．簡素性について（資料２２）
簡素性についてですが，簡素を測る指標，ど
ういうふうにして簡素を測るか。これは酒井先
生の報告であったのですが，それを測る指標の
構築というのが今後ますます必要になってくる
だろうと思っています。それに基づいて簡素度
というのを計測して，それによって，次のポツ
に関係するのですが，簡素であることによって

資料２１ 資料２２
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どんないいことがあるのか。簡素であることの
社会的便益と書いていますが，そういうことが
わかってくると思います。
よくわかっているのは実は２番目で，簡素で
ないことによってどれだけの費用がかかってい
るのか。これは税だけに関連して述べますと，
税を徴収するのに，税を徴収する側のコストと
税を支払う側の費用です。前者は税務行政費用，
後者は納税協力費用と呼んでいますが，これに
ついては実は世銀とか，或いはOECDとか，
或いはニュージーランドとか，先進的な国で税
を徴収するのにかかる費用をかなり細かに計測
しています。残念ながら，日本ではあまり進ん
でいません。
例えば複数税率を用いることによってどれだ
け費用が上がるかとか，消費税で言うと，納付
回数が年何回であるかによってどれだけ費用が
上がるか。このことについてあまり日本では関
心が払われていないのですが，一番典型例は年
末調整という仕組みで，本来なら税を取る側が
支払ってもいいような費用を納税者側に全部お
んぶにだっこで押し付けているところがありま
す。阪上さんからもご指摘がありましたが，簡
素に対してもっと注目をした方がいいと思いま
す。簡素にやることによってどれぐらいいいこ
とがあるのか，或いは簡素でないことでどれぐ
らいの費用がかかるのかといったことにもっと
注目しないといけないと思います。

８．租税教育の重要性
最後は租税教育の重要性です。租税教育の実
態については報告したことがあるのですが，な
かなか税の仕組みについて理解されていません。
いわゆる重税感，自分の払っている所得税は重
たいけれども，幾ら払っているかは知らないと
いうサラリーマンがほとんどです。サラリーマ
ンのほとんどは年末調整で終わってしまいます。
他の国のようにサラリーマンであっても確定申
告が必要であるということにはなっていないの
で，なかなか税について知る機会がないのです

が，自分たちの支払っている税が幾らか，それ
はどこにどのようにして使われているのかとい
うこと，特に複雑であるかどうかということも
含めて，まだまだ理解が不十分なので，生涯租
税教育という言葉を私は使っていますが，生ま
れてからリタイアして亡くなるまで税について
触れ，勉強する機会をもっと増やさないといけ
ないと思っています。

９．中立性について（資料２３）
中立性については，先ほどの簡素の話と通じ
るのですが，中立度を計測する必要性です。先
ほど「資本輸出の中立性」といいましたが，税
引き後の収益率がどうなっているのかとか，現
行の税制がどれだけ資源配分をゆがめているの
かということについてもっと計測する必要性が
あると思います。

１０．租税協調について
最後の最後になりますが，これまで経済学，
財政学では，学問の宿命というか，仕方がない
ところがあるのですが，どうしても時の学問の
はやりがありまして，そちらにばかり研究の関
心が向いてしまいます。今回のテーマに関して
言うと，租税競争については非常に膨大な研究
の蓄積があります。BEPS がそうなのですが，
いまだに租税競争については研究する方が非常
に多いのですが，今一番求められているのは競
争ではなく，租税協調についてもっと研究する

資料２３
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必要があると思います。
租税協調に関して以前はEUの域内でどうす

るかという話が中心だったのですが，もっと
ワールドワイドに全世界で協調するとどうなる
かというと，協調することによって各国の政府
にもっとたくさん税収が入ってくる。税収が入
ってくるということは，公共サービス，公共財
の供給がこれまで以上に十分できるということ
なので，租税競争ではなく，租税協調の経済学
とか，財政学というものを，税法学と協調，協
働して，もっと研究する必要があるのではない
かと思います。私からの報告は以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） どうもありがとうございました。それ
では，引き続いて，一高先生からお話をお願い
いたします。質問等もありましたので，それも
含めてお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．税法の観点から

１．「租税原則と税法―議論の起点として―」
（一高） 承知しました。私の方からは「租税
原則と税法」ということで，議論の起点として
報告をいたします。なお，税法関係の各報告の
趣旨は上述したとおりです。本日は時間の制約
から，登壇者である坂巻先生と私の報告につい
て少し詳しく言及いたしますが，他の各報告の
要旨については，報告書と本日のスライドをご
参照いただければ幸いです。
公平・中立・簡素の出所ですが，玉岡先生の
ご報告にもありましたが，過去の政府税制調査
会の答申を見てみますと，昭和４０年度改正の直
前のものは税の機能の話をしていて，その後，５２
年の答申を見ると，税負担の公平ということが
言われ，５８年には「公平かつ経済に対し中立」
という表現が出てきます。そして昭和６１年度税
制改正に関する答申で，「個別の政策目的のた
めに税制を手段とすることは公平，簡素及び中

立といった基準に照らして慎重に考えるべき」
と言っています。これは首相の諮問自体が「公
平かつ公正な」，それから，「簡素で分かりやす
い」，或いは「活力」といった言葉で構成され
ていたのに対応した表現になっていると考えら
れます。はっきりと公平・中立・簡素を基本原
則に捉えたのは，昭和６３年の「税制改革につい
ての中間答申」が最初ではないかと思います。
直前にレーガン税制の有名な報告書（１９８４年）
が簡素・公平・経済成長を掲げていたことも影
響があると考えられますが，これ以降，税制改
革法でも明確に公平・中立・簡素を税制改革の
基本原則と位置づけており，２０００年の有名な中
期答申は，坂巻先生が言われたように租税原則
はこの３つに集約されると言明しています。
以下では，税法の分野で公平・中立・簡素，
或いは地方税原則に関してこれまでどういう議
論がなされてきたかの要点をお伝えいたします。

２．租税法の基本原則（資料２５―２９）
まず租税法の基本原則は公平・中立・簡素と
少しニュアンスが違っていまして，多くの教科
書が共通して基本原則に挙げるのは，租税法律
主義と租税公平主義ないしは租税平等主義です。
租税平等主義を租税法律主義の中に位置付ける
教科書（谷口勢津夫教授）もあります。租税法
律主義に内在する第１の要請は課税要件法定主
義です。税を賦課・徴収する条件は法律に書か
れていないといけないということです。税の民
主的統制であるとか，為政者による恣意的な課
税を排除するといった租税法律主義の民主主義
的な或いは自由主義的な側面を担保するために
不可欠の原則です。
それ以外に，金子宏教授の教科書では課税要
件明確主義，合法性の原則，遡及立法禁止，或
いは手続的保証原則，納税者の権利保護等が挙
げられていますが，課税要件法定主義以外に何
を挙げるかは，論者によって異なることが佐藤
英明教授の２００８年の論文で示されています。他
には特に合法性の原則をどう位置付けるかとい
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うことに関して議論があり，或いは租税公平主
義と租税法律主義の優先順位も問題になります。
例えば，租税回避（関連して，漆報告を参照）

の否認（通常の法形式への引き直し）はこれを
要求する明文がなければできないというのが通
説になっています。これは言ってみれば租税法
律主義を租税公平主義に優先させている状況に
ありますが，他方で，例えば誤った通達が公表
されているような場合には，租税法律主義の貫
徹を諦めて，平等取扱原則を優先することもあ
りえます。このように租税法律主義と租税公平
主義との優劣関係を説明するのも一筋縄ではい
かないということが言われています。
課税要件法定主義以外のものを，例えば佐藤
教授は予測可能性原則としてまとめられ，合法
性の原則は租税法律主義の実質的に外に出す捉
え方をしておられます。私が担当した旅費関係
のところにもありますが（報告書（３４ページ）），

いわゆる緩和通達では，法律の条文によると本
来課税されるべきものが課税されなかったりす
るわけですが，これは租税法律主義違反の条文
で直ちに無効になるのかというと，そうはなっ
ていないのが現実です。こういうものも説明で
きるのではないかと言われています。

３．租税公平主義（資料３０）
続いて租税公平主義ですが，これは公平・中
立・簡素の中で最も正面から租税法学の中で検
討されてきたものではないかと思います。違憲
でないとしても，立法上の指針として重要な役
割があり，担税力に応じた課税が求められるの
ですが，租税法上も，財政学の議論に依拠しな
がら，水平的公平，垂直的公平といった原則に
言及されます。最近の議論では世代間の公平と
いうのもありますが，これは租税法の中ではあ
まり注目されていないかもしれません。

資料２５ 資料２６

資料２８ 資料２９

― 86 ―



•

�

•
�
�

�
�
�

�

•
�

•

•

•
•

•
�

�

�

�
�
�

�
•

憲法問題，立法上の指針以外には，解釈論上
課税の公平が根拠に挙げられることがあります。
例えば，法人税法２２条４項に公正処理基準があ
りますが，そこでは企業会計に単に依拠するだ
けでなく，公平な所得計算が要請されるので，
会計慣行が常に公正処理基準に該当するとは限
らないと解されています。

４．大嶋判決（資料３１）
憲法問題としては有名な大嶋訴訟判決（最判
昭和６０・３・２７民集３９巻２号２４７頁）があり，
ここで広範な立法裁量を実質的に認める判断基
準が示されました。しかし，立法裁量は正確な
資料を基礎にした政策判断でなければならない
という条件に注目する学説（首藤重幸教授）も
出ています。違憲の審査基準としては，立法目
的が正当であり，区別の仕方が著しく不合理で
あることが明らかでない限りは違憲にはならな
いということが言われています。類似の状況に
異なる課税上の取り扱いがなされる事実関係に
おいて，納税者が憲法１４条１項違反だと主張す
る裁判例が数多くありますが，大嶋判決以降は，
その枠組みに従ってこうした主張はことごとく
排斥されてきました。スライドには，同判決前
の事案でしばしば引用された，固定資産税の賦
課期日制度（名義人課税主義）の憲法適合性に
関する判例（最(大)判昭和３０・３・２３民集９巻
３号３３６頁）も紹介しています。

５．不合理な差別に該当するか（資料３２）
不合理な差別に当たるとの主張が正面から受
け入れられた租税判例は見当たらないわけです
が，区別の目的が不当であるとか，明らかに的
外れな手段であるとか，或いは歴史的に見て，
不利な扱いを強いられてきた人がさらに不利な
扱いを強いられることを目的としているような
立法は現代において考え難いということがあっ
て，実質的には広範な立法裁量になってしまっ
ています。
区別というのは当然法律の条文の中にはたく
さん出てくるわけですが，それはむしろ担税力
に応じた公平な課税をするために例えば所得区
分ごとに計算を定め，或いは区別は場合によっ
ては経済政策を達成するためになされています。
なるほど区別をすることによって公平性が犠牲
にされる状況も多いかもしれませんが，それで
も場合によっては中立性という租税原則に資す

資料３０ 資料３１

資料３２
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る場合も出てくるでしょう。或いは区別が画一
的執行を行うためになされていれば，これは簡
素の原則に支えられているかもしれませんし，
取り扱いの平等につながる場合もありえます。
立法には区別がたくさんあるのですが，それを
もって不当だと言うのは通常は非常に難しいと
いうことです。

６．手続的統制の可能性（資料３３）
手続的統制の可能性ということで，これを最
初に主張されたのは私の知る限り前述の首藤教
授ですが，価値判断自体は立法府の裁量を認め
る一方で，正確な資料を基礎とした慎重な考慮
を経たかどうかを審査するという手続的統制が，
この大嶋訴訟判決の下でもできるのではないか
ということを主張しておられます。私も少し過
去にこの主張に照らしながら，比較法的な研究
をしたことがあります。このアプローチによれ
ば，立法資料を証拠として残していくという立
法府の態度を促すことができます。そうします
と，いわゆる趣旨解釈なども証拠に支えられた
ものになって納税者の予測可能性が向上するこ
とも期待できますし，減免規定の濫用などに対
しても効果的となる可能性もあります。

７．給与所得者と事業所得者
最近は給与所得者と事業所得者との課税の公
平といった場合に，大嶋訴訟の時代背景と違っ
てきていて，実額控除が給与所得者は認められ

ないから不利だというよりも，むしろ自動的な
給与所得控除がたっぷりもらえて有利だという，
こちらの方の差別が強調されるようになってい
ます。従属的な事業所得者，いわゆるフリーラ
ンス等が増加しているということが背景にある
と思われます。
私の担当箇所に関して申しますと，特定支出
控除が，実額経費控除を部分的に果たすために
用意されていますが，その適用対象からは会社
負担で非課税になっている所得項目が全部外さ
れているので，旅費系の支出は特定支出控除と
して実際には使われにくく，或いは給与所得控
除の額が十分に大きいこともあります。非課税
所得と特定支出の旅費項目とを比べてみますと，
拙稿でも示した表（報告書（３３ページ））です
が，ご覧のように両者は似通っています。職務
上の旅費については特定支出控除がなかったの
ですが，令和２年からこれも加わりました。現
在ずれている項目は（むろん各項目の中身・条
件は非課税と特定支出とで相違もありますが），
例えば就職者とか退職者の旅費（非課税のみ），
或いは単身赴任者の帰宅費用（特定支出のみ）
があります。他に，国外勤務の場合の在外手当
は自分で負担しても特定支出になりませんが，
会社からもらえれば非課税になるといった違い
もあります。こうした不一致の理由を考えるの
も面白いところです。

８．配偶者控除，寡婦控除の場合（資料３６）
坂巻先生のご報告に関わる話ですが，公平性
の議論の中には配偶者控除や寡婦控除もありま
す。配偶者控除の対象が法律婚に限定されてい
て，事実婚を排除している現行制度も問題にな
ってきましたが，民法が婚姻の方式に届出を要
する制度をとった以上やむを得ないという原判
決を維持した最高裁の判例が有名です。これは，
要するに，配偶者は借用概念で，民法の概念を
そのまま使っているので，そのとおり考えるべ
きと言った判決なのですが，それが納税者の予
測可能性の向上に資する統一的解釈という意味

資料３３
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で租税法律主義の支えがあるのと併せて，条文
も簡便になるという意味では簡素でしょうし，
解釈の上でもそうでしょうということになるの
ですが，他方で，同様の状況にある者に同様の
扱いをという意味での平等取り扱いは達成しに
くい面があると思います。
寡婦控除に関しても性別や婚姻歴による区別
が問われてきました。この問題は坂巻報告にお
いて正面から取り上げられています。坂巻報告
では過去の婚姻歴に基づく寡婦控除の適用の区
別は，目的との関連で区別の態様が著しく不合
理であると言えるかもしれないという指摘がな
されており，現に令和２年度に改正がなされま
した。いろいろな制限，条件が中立性との関わ
りで問題になります。特に指摘されている点は，
所得控除の対象にひとり親を取り込む場合にお
ける他の人的控除との整合性です。人的控除の
方では法律上の配偶者等に今は限定していると
ころ，整合性を図らなくていいのかといった問
題が出てくるという指摘がなされています。
元々は戦後未亡人の救済という趣旨から始ま
った寡婦控除ですが，これは現代的意味として
は追加的費用の斟酌であったり，社会的に不利
な者の救済，或いは特別の苦労，こういうもの
が控除の根拠になりえます。そうすると，これ
は所得税の基本構造に支えられた控除なのか，
それとも政策税制なのかが問題になり，坂巻報
告は分解された追加的費用等の根拠ごとに詳細
に検討する内容になっています。法律婚でも共

働きの場合にも出てくる追加的費用等がありま
すので，こういうのをもう少し広く捉えた上で
の所得控除の在り方も考えるべきだということ
が示唆されていると思います。坂巻先生に後ほ
ど補足していただければ幸いです。
今般，事実上の婚姻関係と同様の事情という
要件が入りましたので，これを巡ってもしかす
ると今後裁判例等も出てくるかもしれません。
類似の概念は既に法人税法等にはありますが，
今回は減免の対象から除外するという文脈での
事実婚の認定であるという点が違うところかと
思います。

９．租税法における中立性
中立性に進ませていただきます。租税法上の
中立の問題ですが，これは位置付けが難しく，
金子宏教授の教科書では租税公平主義の構成要
素として示されています。或いは２００４年の田中
治教授の論文では，これは公平と同視される程
度だが，経済活動における選択にゆがみを与え
ないということが含意されていると言われてい
ます。経済活動の自由な選択を支える憲法上の
原理としては幸福追求権や営業の自由等があり
得るだろうが，憲法違反だという状況は想定し
にくく，むしろ逆に選択にゆがみを与えないか
らといって，例えば人頭税を導入するといった
ことになると，かえって公平負担の理念と相い
れないということが指摘されています。ですか
ら，中立性は公平なのだという一般論が通じる
範囲には限界があることがわかります。
ただ，中立性が市場原理と結び付いていると
いうところは確かにそうと思われます。私が過
去に引用した文献ですが，中立性の原則は，経
済学的な見方ですが，市場への信頼がまずベー
スにあり，投資の相対的な価値を等しく減らす
のが中立的な税だとしています。つまり，ある
投資が，税がない世界では本来選ばれないもの
が選ばれるといったことが起こらないようにす
る。こういう税が中立的であると考えられます。

資料３６
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１０．租税法上中立性が比較的問われやすい状況
租税判例の中で，これは解釈上ということに
なりますが，「中立」という言葉が出てくるも
のにどんなものがあるかということで，比較的
最近の判例を検索してみました。判決が中立に
言及しているのは，先物取引，店頭デリバティ
ブ，消費税，外国税額控除，タックスヘイブン
対策税制，従業員の赴任旅費，そして最後のも
のはレポ取引という具合になっています。
これらを踏まえ，中立が比較的問われやすい
状況を私なりにまとめてみますと，金融商品等
の市場取引であるとか，同様の選択肢間での選
択の切り替えが容易な状況，或いは国際課税で
す。さらには水平的公平を基礎にするような税
目，そして企業課税（関連して，小塚報告参照），
比例税率の税目，個別の条文に関しその趣旨が
中立性にあるということが言われているような
場合があろうかと思います。最近の議論では，
グループ通算制度の導入のところで組織再編成
との課税の公平・中立ということが言われてい
たかと思います。

１１．簡素は劣後的，副次的原則と見られがち
次に簡素ついては，これまで税法の世界では
どちらかというと劣後的或いは副次的原則と見
られてきたのではないかと思います。租税を通
じて積極的に実現しようとする目的というより
は，徴税過程・納税過程における負担の問題な
ので，そういうことなのだろうと思います。た
だ，重要な原則であることは間違いなく，簡素
ということの意味が明確でないという玉岡先生
のご指摘は税法学でも共有されているものと思
います。その原因は何か，或いは簡素でないと
何が問題なのか，問題解決の方法は何なのか，
簡素にすればそれでいいのか。こういったこと
が問われるのではないかと考えました。

１２．税制調査会「税制簡素化についての第一次
答申」
玉岡先生も言及された税制簡素化に関する第

１次答申は，わが国で正面から簡素化を目指し
た包括的な取り組みとして有名なものです。同
答申の表現を見ていきますと，簡素でないとい
う意味は，制度が複雑・難解（明確性の欠如）
で，多くの事務量を要する（執行コストが高い）
ことに集約できるだろうと思います。簡素でな
い原因として，緻密な計算規定や煩瑣な手続き，
或いは経済事象の変化に対応するための立法の
変化といったもののほか，税の抜け穴の防止も
出てきます。これらが，事務量を増大し，納税
者の生産性を阻むほか，税務行政の効率・適正
化を削いだり，納税意欲を減退させるといった
ことが言われています。簡素にするためには，
条文をわかりやすくするのみならず，納税者の
さまざまな事務コストの軽減を図るべきという
ことが言われています。
ただし，単純に原因を除去した場合，簡素に
していない理由が失われてしまいます。毎年税
制改正して現状にキャッチアップすることを放
棄すれば，税制が分かり易くなるでしょうけど，
時代遅れの条文になることは目に見えているわ
けで，やはり失うものは大きいという副作用が
出てきます。

１３．学説の状況（簡素の分析枠組み）
簡素に関する租税法上の代表的研究として
は，１９８０年の水野忠恒教授の論文が学問的嚆矢
とされ，増井良啓教授の１９９０年の研究が本格的
なものとして知られていて，２００４年に首藤重幸
教授の論文がさらに続いたという状況かと思い
ます。
スライドでは，増井論文の骨子を私なりに図
示してみました。「簡素」はジレンマを抱えて
いるとされます。簡素とならない原因として，
コンプライアンス，取引自体の複雑さ，そして
ルールの複雑さという３点があるのだけれども，
どこかを簡素にすると，他が複雑になってしま
うという複雑さの原因内部でジレンマを抱えて
いるということと，もう１つは，簡素にしたら
公平性が失われるという租税原則間の矛盾とを
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抱えていて，非常に難しくなっているというこ
とが増井論文で指摘されています。
そこで，それぞれの簡素さを失わせる要因は
何かというと，全部コストという問題に還元し
て，これを最小化させていこうではないか。そ
うすると中立性が上がるのだという，こういう
世界で捉える見方がコスト還元主義だと言われ
ています。ただ，簡素化してコストを下げるだ
け，或いは場合によってはルールを明確化して
いくということだけでは先ほどのジレンマの問
題が当然出てくるので，コスト還元だけでは説
明できない部分があるのではないかということ
が指摘されています。
その上で，明確性の大切さが指摘されていて，
ルールを単に簡素にするだけではなくて，明確
にすべしとされ，明確にするための要素が指摘
されています。なので，私の理解は誤っている
かもしれませんが，ルールがどうあるべきかと
いうところに増井論文の結論は収れんしている
のではないかと思います。
これに対して酒井報告からは，最近の諸外国
における取り組みはルールの明確性だけではな
く，非常に広い対象を捉えて，具体的な税制の
提案にまで取り組んでいるということで，対照
して捉えると面白いと思いました。特にイギリ
スの取り組みの中では複雑さを指標化するとい
うことにチャレンジしていて，こういった取り
組みがさらにプラットフォーマーへの源泉徴収
の在り方にも応用されているということが最近
の望月爾教授の研究から見えてきます。

１４．地方税原則
最後が地方税原則ということですが，時間が
もう来ておりますので，こちらも大変恐縮です
が，スライドは用意しておりますが，濱田報告
の要点は報告書でご確認いただければ幸いです。
私の方からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） どうもありがとうございました。それ

では坂巻さんと阪上さん，お二人の先生から財
政学，租税法に基づいた租税原則についての議
論をしていただきましたので，もう一度改めて
研究会での報告や，今日の議論を踏まえて，現
状としての全体的な感想，或いはご意見を頂け
たらと思います。では，まず坂巻さんからお願
いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅵ．今日の討論会の全般的な感想
と意見

（坂巻） 玉岡先生と一高先生，ご報告ありが
とうございました。一高先生に旅費に関して質
問させていただこうかと思っていたのですけれ
ども，ご報告を聞いて理解が進みましたので，
私からは「公平」と「簡素」について１つずつ
コメントさせていただきたいと思います。
まず，私は「簡素」という視点を取り上げて
研究をしたことがなかったのですが，今回の報
告全体を通して「簡素」が非常に重要だという
ことをひしひしと実感いたしました。税制が簡
素であることが望ましいということはもちろん
そうなのだろうと思っているわけですが，これ
まで私が「簡素」という視点をとりあげてこな
かったのは，ある規定を簡素にすることによっ
て犠牲になってしまうものとの数量的な比較が
実際上難しいと思っていたからです。たとえば，
寡婦控除についても，法律婚をしていた方が死
別・離別をした場合のみを対象として，事実婚
をしていた方の死別・離別を除外すると割り切
ってしまえば，簡素にかなうことになります。
所得税法においては一貫して法律上の形式に着
目するというのは，事実婚をも同じように扱お
うとするよりは執行が容易で「簡素」といえる
でしょう。しかし，それによって犠牲にされる
「公平」と数量的に比較衡量をすることは難し
いことです。そのため，寡婦控除について，「簡
素」の視点を脇において検討をいたしました。
しかし，酒井報告において，簡素の指標化とい
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う英国の取り組みが紹介されたことによって，
この「簡素」についての研究が進んでいくので
はないかと期待が持てました。また，この機会
によく考えてみますと，私は税制を原則と例外
とに整理することに努めておりますので，これ
も「簡素」に貢献しようという気持ちが背景に
あるのだと自分の中で腑に落ちました。
つぎに，「公平」につきましては，誰と誰を
同じく扱うことが「公平」なのかは，価値観に
よって左右されます。水平的公平は，同じ状況
にある者を同じく扱うことを要請しますが，誰
と誰が同じ状況にあると考えるかは，非常に難
しいです。その例として寡婦控除を挙げさせて
いただきました。未婚のシングルマザーと婚姻
歴のあるシングルマザーが同じ状況であるとい
うことを受け入れれば，つぎは，親の介護をし
ている未婚のシングルと親の介護をしている未
亡人のシングルは同じ状況なのかが問題となり
ます。結局，寡婦控除の趣旨に照らして「公平」
を考えざるをえないわけですが，寡婦控除は戦
後にできた制度であり，夫を失ってしまった方
に対して控除を与えることが担税力を考慮する
ことだと考えられていたわけですが，今日では
共働きが多くなっていますから，そうともいえ

なくなっております。今日において寡婦控除は
どのような意義があるのか。つきつめていくと，
何を「公平」と考えるかについては価値判断を
しなければならないことが多くあります。また，
それは時代や社会の変化によって変わると考え
られます。一高先生のご報告でも，働き方の多
様化によって，それまでは特別不公平とは感じ
られなかった制度が不公平と感じられるものに
なることが示されました。「公平」について議
論する際には，どのような価値観を前提にして
いるのかを明らかにして議論することが重要で
あると感じました。
私は，税法学者として何ができるのかと考え
ますと，ある税制が不公平であると答えを出す
ことはなかなかできません。ですが，「公平」
を扱うことを諦めるのではなく，どのような価
値観に基づいて公平であるまたは不公平である
と人々が感じているのか観察しながら，一貫性
のある公平な税制を模索し続けていきたいと思
いました。以上です。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，阪上さ
ん，お願いします。
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―――――――――――――――――――――

（阪上）先生方のお話で租税原則についてより
深い理解ができたと感じております。その中で
もやはり「簡素」について少し気になりました
が，一高先生のお話の中で簡素化によって失う
部分も多いというお話があったかと思います。
他の部分で複雑になってしまうというようなデ
メリットもあるというようなお話だったのかと
思いますが，他方で，玉岡先生のお話の中では
「簡素」が実現できれば，「中立」や「公平」
を確保することができるというお話もありまし
た。この点は，税制が簡素になることで，やや
こしい租税回避をするような余地がなくなると
いう趣旨での中立・公平と理解しました。
日ごろ会社の中でも税制改正要望などを考え
る際に，どうしても簡素化してほしいという理
由がメインで思いついてしまうのですが，その
中でも中立性・公平性の観点でもメリットのあ
る改正要望なのではないかというところを改め
て考えた上で，要望の根拠をより具体性のある
ものにできるのではないかという気がいたしま
した。ですから，本日のご報告を今後の実務の
中でも生かしていきたいと感じました。ありが
とうございました。

―――――――――――――――――――――
（林） どうもありがとうございます。私が最
後の取りまとめ役となっておりますが，租税原
則というのは，先ほど申し上げたように，ある
べき議論をきちんとやりましょうということで，
今日テーマにしたわけです。途中のお話で，こ
の租税原則の中立・公平・簡素は一体どこから
出てきたのかという話が出ていました。私が知
る限り，租税原則，当時は課税原則となってい
ますが，公平・中立，それから，最小徴税費，
最小納税協力費なのですが，簡素，この３つの
日本語は，多分昭和４６年の教科書が日本語の文
献では初めてだと思います。私の出身は関西学
院なのですが，そこの教科書でこの３つが出て

きます。それはどこにさかのぼるかというと，
ジョン・F・デューという経済学者，１９６０年代
にさかのぼります。山本先生という方がデュー
の研究をされています。
ちょうど私は学生時代にこの教科書だったの
で，ずっとそれになじんできました。とはいえ，
公平かどうか，或いは中立かどうかの判断は難
しいものです。フェアか，アンフェアか，どっ
ちがいいかといったら，みんなフェアの方がい
いと言うわけです。内容的にはすごく相対的な
ものです。これは授業でもよく言うのですが，
フェアと言っても，ボクシングと相撲のフェア
は違います。ボクシングは体重が違う人が戦う
のはアンフェアです。でも，相撲はアンフェア
とは言わないと考えるとフェアの概念自体，非
常に相対的です。
公平に関しては，あいつはずるいというのが
はっきりするので，水平的公平はまだわかりや
すいです。垂直的，今お話の中でも累進的とい
うのが出てきましたが，消費税を入れたときの
税制改革論などは，垂直的公平の観点から累進
性を緩和しましょうと言っていたわけです。と
ころが，時代が変われば，もっと累進的な税金
が必要だという議論をする。そういう意味で，
あるべき税制と言いましたが，それは時代とい
うか，社会が違うと判断は異なるでしょう。こ
の時代にもっと公平にするためにはどうするべ
きなのだろう，或いはこの社会で公平なのかど
うかというようなことを少しずつ，或いは定量
的に示すことが必要です。そういう客観的なも
のを使いながら，今目指すべき公平というのは
どういうものなのかということが，われわれ特
に経済をやっている人間には必要なのだろうと
思いました。
税法の中で，公平は時代によって，社会によ
って，環境によって変わると考えると，例えば
この税金を公平のためにこうするべきだという
ことを法律の中で明示的に示すことはなかなか
難しいです。その上で負担の公平を実現するた
めに，どういう法律で，どういう規定でという
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ことをきちんと議論していかないと，その時々
の人が適当なことをやるのでは，誰も納得しな
いわけです。その意味では経済的な分析と法律
的なアプローチというのは両輪なのだろうと思
っています。
まとめにも何もなりませんが，今回は租税原
則ということで研究会を進めさせていただき，
こういう討論会の場も持つことができました。
今回は初めて Zoomで，オンラインでの大会の
開催でした。こんなことをできるのか。私はコ
ロナの騒ぎがなければ多分定年までアナログ人
間で生きていっただろうと思うのですが，今は
こういうものを使うという状態になっています。
今後どうなるかわかりませんが，コロナの影響
の中で租税原則を検討すると，どのようなこと
が見えるのだろうということも考えないといけ

ないかもしれません。今後とも研究者の皆さん
がそれぞれの得意分野で活躍して提言していた
だけると思います。
阪上さんも研究者が並んでいるなか参加して
いただき感謝しています。坂巻さんもどうもあ
りがとうございました。一高先生，玉岡先生も，
短い時間で詰めて話していただくようお願いし
て，ご協力いただいてどうもありがとうござい
ました。
税制基本問題研究会として活動しております
ので，会員の皆様には，こういうテーマの発表
とか，或いは租税研究の中にこういうテーマの
論文がないのかというようなこととか，もしお
気付きの点があれば，ぜひ事務局にリクエスト
を頂けたらと思います。ちょうど時間になりま
した。どうもありがとうございました。
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第72回租研大会 税制基本問題研究会討論会 資料

神戸大学　玉岡雅之

概　論

2

●公平性について 

・何についての公平性なのか（上村論文）。学説史的には税負担の 
根拠論と税負担の配分論の2つの公平性の議論があった。その議論 
の軸として「利益」「義務」「能力」の３つのキーワードがある。 

3

根拠論と配分論について４つのパターンがある（1つめが根拠， 
2つめが配分基準）。 

(1) 利益　利益 
(2) 利益　能力 
(3) 義務　能力 
(4) 義務　利益

4

資料７ 資料８

資料９ 資料１０

資料１１ 資料１２
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純粋理論的には(1)が支持されやすいが実行の面で難がある。 
また税目によってどのパターンが相応しいかが異なり， 
国や時代によっても異なる。 

5

・そもそも利益とは何か。「受益」「応益性」という当たり前の 
ように使われている用語が実は明確な概念にはなっていない。 
にもかかわらずこれらの概念を根拠に課税されているのが実情である。 

6

●簡素性について 

・公平性の議論と同様に何についての簡素なのか。 
個別の税の仕組みの簡素，税制全体の簡素， 
税法の簡素，納税の仕組みの簡素， etc.  

7

・簡素であることが何故重要なのか？　アダム・スミスの 
「明確性」「便宜性」「徴税費最小」の原則にも適う。 
「いつ」「どこで」「誰が」「どのようにして」「いくらの」 
税を支払うかについて明確でないと（＝簡素でないと） 
財政民主主義の観点からも問題がある。 

8

・では現行税制は何故簡素でないのか？ 
   簡素でないことによって得をする人・機関があるのか。 

・簡素性と中立性・公平性との密接な関係。

9

●中立性について 

・やはり何についての中立性なのか。 
   Ruding Committee Report (1992)の問題意識。 
      投資先国，異なる生産要素について税引き後の 
      収益率が異なる＝資本輸出の中立性が満たされていない。 

10

資料１３ 資料１４

資料１５ 資料１６

資料１７ 資料１８
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・租税特別措置と中立性 

・所得税における課税単位の問題 

・配偶者控除制度の変遷 

11

展　望

13

●公平性について 

・BEPSをどう考えるか 

・企業の税負担の公平性，社会的責任 

・国家間の公平性 

・アフターコロナ 

●簡素性について 

・簡素を測る指標の構築 

・簡素でないことによる社会的費用 

・簡素であることの社会的便益 

・租税教育の重要性

14

●中立性について 

・中立度を計測する必要性 

・租税競争ではなく，租税協調による中立性の確保 
（租税協調の経済学・財政学の必要性） 

15

資料１９ 資料２０

資料２１ 資料２２

資料２３ 資料２４
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討論会３ ９月１７日�・午後

国際課税を巡る現状と課題

●参加者（五十音順）

千葉商科大学大学院客員教授 青山 慶二
東レ株式会社税務室室長 栗原 正明

財務省主税局参事官 藤井 大輔
一橋大学大学院法学研究科教授 吉村 政穂

渡辺 裕泰

青山 氏 栗原 氏

渡辺 氏（司会）

吉村 氏藤井 氏

司 会 日本租税研究協会参与・
財務省財務総合政策研究所顧問

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編６１頁～８３頁」に掲載されています。
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はじめに

（渡辺） それでは，パネルディスカッション
「国際課税を巡る現状と課題」，副題「経済の
デジタル化に伴う課税上の課題」を始めさせて
いただきます。パネリストは，ただ今ご紹介い
ただきました４人の方々でございます。この４
人の方々は，それぞれ組織に属しておられるわ
けですが，本日は，その組織のメンバーとして
というよりも，パネリスト個人としての資格で
ご参加いただいていますし，意見も，個人とし
てのものを言っていただけるようお願いしてお
ります。従って，ご発言は個人としてのものと
いうことで，皆さまも受け止めていただければ
と存じます。従いまして，ここではパネリスト
の方々のお名前を肩書なしの○○さんというこ
とで呼ばせていただきたいと思いますので，そ
の点もご了解いただきたいと存じます。
本日のパネルディスカッションは，先ほど申
し上げました副題「経済のデジタル化に伴う課
税上の課題への対応」についてであります。そ
の中を，本年１月末のBEPS 包摂的枠組み対
応で合意されました二つの文書に沿って，第Ⅰ
部，第Ⅱ部と分けて議論してまいりたいと存じ
ます。
第Ⅰ部は，文書の中で第１の柱，Pillar１と
呼ばれているものです。すなわち，市場国に対
して適切に課税所得を配分するための国際課税
原則の見直しであります。所得源泉の見直しと，
それに基づく全世界的所得配分を扱います。こ
れまでは従来の PEに代わるものとしてユー
ザー参加，あるいはマーケティング無形資産，
重要な経済的存在，この三つの案が議論されて
まいりましたが，この三つを統合した上で消費
者向け電気通信利用役務，それから自動化され
たデジタルサービスについて市場国が課税でき
るように課税を配分することとしたものであり
ます。
第Ⅱ部は，第２の柱，Pillar２と呼ばれてい

ます。軽課税国に利益移転をすることによりま
して課税が浸食されるケースが出てきます。そ
れに対する対抗措置をどうしたらいいかという
ことに関するものであります。第Ⅱ部は，現在
までずっとやってまいりましたBEPS の流れ
の中にあり，比較的まとまりやすいのではない
かという感じがいたしますが，第Ⅰ部の方は従
来の PEなければ課税なしという大原則を根本
からひっくり返す話ですので，国際間でどこま
で話がまとまるのか，なかなか容易ではないな
という感じがいたしています。
進め方といたしましては，第Ⅰ部，第Ⅱ部そ
れぞれにつきまして，最初に藤井さんからご説
明いただきまして，その後青山さん，吉村さん，
栗原さんの順番で意見ご質問を頂戴し，さらに
藤井さんからこのお三方のご意見ご質問に対し
てお答えいただくということにいたしたいと思
います。
それでは早速ですが，第Ⅰ部の国際課税原則
の見直しについて入らせていただきます。最初
に藤井さん，どうぞよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．第１の柱 国際課税原則の見
直し

（藤井） よろしくお願いいたします。財務
省の藤井と申します。本日は，このような討論
会に参加させていただく機会を頂きまして，大
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変ありがとうございます。私は，昨年の租研大
会に参加させていただいた陣田参事官の後任と
して，７月に担当になったところです。ここ数
年来OECDの場を中心として議論が行われて
いるわけですが，いよいよ最終コーナーに向か
ってというところで，今年の夏，コロナの影響
もあって遠出もできないものですから，一生懸
命勉強して今日の大会に何とか間に合わせられ
たらと思ってやってまいりました。どうぞよろ
しくお願いいたします。それでは，資料の共有
をさせていただきます。
渡辺様からご紹介いただきましたように，第
Ⅰ部，第Ⅱ部でそれぞれ第１の柱，第２の柱を
分けてご説明させていただきたいと思います。
第Ⅰ部では，第１の柱についてご説明させてい
ただきます。昨年も１年前の段階までの議論の
進捗をご議論いただいたと聞いていますので，
主としてそれ以降の話を中心にお話しさせてい
ただきたいと思っていますが，最初にBEPS
のここまでの流れにも簡単に触れさせていただ
ければと思います。

〔「BEPSプロジェクト」について①〕国際課
税関係資料（３ページ）
まず，BEPS プロジェクトです。ご存じの方
も多いと思いますが，「BEPS（Base Erosion and
Profit Shifting）プロジェクト」は公平な競争
条件（Level Playing Field）を確保しようとい
う考え方の下に，多国籍企業がグローバル化が

進む中で国際展開をする中で，課税所得を人為
的に操作し課税逃れを行うということがないよ
うに，国際課税ルールの全体を見直していこう，
それとともに各国政府・グローバル企業の透明
性を高めていこうということを基に始まったプ
ロジェクトです。
背景として，グローバルな経済活動の下で，
場合によっては多国籍企業の活動について二重
非課税という問題，そういう意味で活動の実態
と国際課税のルールの間にずれが生じるという
事態が起きていること，それから約十年前にな
りますが，リーマンショックが起きまして，各
国が財政状況を悪化させる中で，多国籍企業に
対して負担の公平性を求める声が高まってきて
いたということが，あります。

〔「BEPSプロジェクト」について②〕国際課
税関係資料（４ページ）
このページは２０１２年６月にOECDの租税委

員会，当時日本の浅川元財務官が議長をしてい
ましたが，BEPS プロジェクトを立ち上げて以
降の簡単な経緯，それから現在の取り組みを，
簡単にまとめさせていただいています。この期
間，日本は，一番下に下線を引かせていただい
ていますが，２０１６年の G７の議長国や，昨年は
G２０の議長国として，リーダーシップを取って
やらせていただいているところです。

〔BEPS包摂的枠組み（Inclusive framework on
BEPS）参加国・地域〕国際課税関係資料（５
ページ）
このページは，「BEPS 包摂的枠組み」の参
加国・地域の名前を載せています。２０２０年１月
時点においてOECD自体は３６カ国が加盟国で
すが，BEPS 包摂的枠組みは全体で１３７の国・
地域が参加するということで，ある意味非常に
野心的で大きな取り組みになっているというこ
とが言えると思います。G２０のメンバーは左上
の方，青空の色で囲んだところです。それから，
国名の下に下線を引いてある国々があります。
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これは注２にも書いてありますが，BEPS 包摂
的枠組み運営会合メンバーと呼ばれていまして，
いわば議論を中心的に進める役割を担った国々
であり，日本もそのメンバーとなっています。

〔「BEPSプロジェクト」の三本柱〕国際課税
関係資料（６ページ）
このページは，BEPS プロジェクトの３本柱，
どういう観点から議論しているかということを
まとめております。３つ丸を書いてありますが，
実質性，透明性，そして予見可能性，この３つ
の柱に沿ってBEPS プロジェクトは進められ
てきているところです。本日この後議論させて
いただきますデジタル課税は，このうちの実質
性の部分に関係するものです。

〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕
国際課税関係資料（７ページ）
このページは，２０１５年にできましたBEPS

プロジェクト最終報告書の概要をまとめていま
す。先ほども申し上げました実質性，透明性，
それから予見可能性それぞれについて，全部で
１５の行動というものが最終報告書でまとめられ
ています。それぞれについて赤字で書いていま
す。そして，その横に矢印で日本の税制改正で
それぞれどういった改正を行ったかということ
も参考に書いています。
このうち左上のところ，「行動１ 電子経済
の課税上の課題への対応」ということで，平成
２７年度改正では消費税についての課税方式の見
直しという対応をしていますが，これに続きま
してデジタル課税への対応が現在議論になって
いるところです。

〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題〕
国際課税関係資料（９ページ）
それでは，「経済のデジタル化に伴う国際課
税上の課題」の内容に入らせていただきたいと
思います。まず９ページですが，この議論が始
まった背景について，簡単に３点申し上げます。

１点目は，先ほど渡辺さんからもご紹介があ
りました「PEなければ課税なし」という国際
課税の大原則ですが，こちらが経済のデジタル
化が進展することによって，市場国に必ずしも
PEを置かずにビジネスを行うことができると
いう状態になり，その結果として市場国で課税
が行えないという事例が顕在化してきたという
ことです。
次に，もう１つの国際課税の重要な原則であ
る「独立企業原則」というものがありますが，
こちらも特にデジタル化とともに無形資産の取
引が年々重要なウエートを増してきているわけ
ですが，その中で独立企業間価格を算定するの
が難しくなってきている，困難になってきてい
るという事例が出てきているところです。
３点目ですが，「軽課税国へのBEPS リスク
の増大」です。これ自体は昔からあるいわゆる
タックスヘイブンの問題ということですが，近
年無形資産の重要性が増大する中で，関連企業
間の取引により利益を軽課税国に移転すること
が容易になっているということで，この問題に
対してさらに焦点が当たってきているというこ
とです。

〔OECDを中心とした検討の経緯〕国際課税
関係資料（１０ページ）
このページは，OECDでこの問題について

どのような形で議論してきたかということを表
しているものでして，２０１５年１０月，２０１８年３月，
そして昨年の租研大会でもご報告があったと思
いますが，昨年の６月に作業計画というものが
まとめられています。

〔「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対
するコンセンサスに基づく解決策の策定に向
けた作業計画」の概要〕国際課税関係資料（１１
ページ）
このページは，２０１９年６月に策定されました

「作業計画」の内容の概要をまとめた資料にな
ります。ちょうど昨年の６月，日本がG２０の議
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長国でしたので，福岡で行われました財務大臣
会合，そしてその後大阪で行われたサミットに
おいてこの作業計画が提出され，承認されてい
ます。中身としましては，渡辺さんからもご紹
介いただきました第１の柱，第２の柱という２
つの柱からなる解決策について検討し，今年の
１月に制度の大枠に合意した上で，今年の末を
ゴールとして最終報告書を取りまとめようとい
う作業計画を取りまとめたものです。

〔経済のデジタル化に伴う課税上の課題：解決
策の「制度の大枠」等（２０２０年１月）〕国際
課税関係資料（１２ページ）
次の１２ページですが，これは今年の１月，「制

度の大枠」をまとめたものについて概要を示し
た資料になります。２つの文書が取りまとめら
れまして，それからステートメントという別の
文書が提出されています。現在OECDで我々
も参加して議論しているものは，この制度の大
枠に基づいて議論しているところですので，内
容についてはこの後ご紹介させていただきます
が，ここで申し上げたい点が２点あります。
１つは，①の第１の柱のすぐ下，最初のポツ
に書いてあります「統合的アプローチ」です。
昨年６月には３つほどアプローチが提案されて
いたわけですが，この３つを取りまとめまして
unified approach と英語では言っていますが，
この統合的アプローチに沿って今後議論してい
こうということが合意されたというのが今年の
１月です。
もう１つの点は，ご承知の方も多いと思いま
すが，①の４つ目のポツに書いております「セー
フハーバー」（企業の選択制）です。昨年の年
末になりますが，アメリカが，第１の柱の適用
に当たっては，企業はその適用を選ぶか選ばな
いか選択できるという仕組みにしてはどうかと
いう提案を出しまして，いわばこれまでの議論
をひっくり返したような非常に大きな議論とな
りました。本年１月段階ではどうなったかとい
いますと，下の方のステートメントと書いてあ

る箱の中の２つ目のポツに書いていますが，こ
のセーフハーバーというものは，非常に根本的
な提案ですので，他の多くの国は懸念を表明し
ました。いずれにしても，このセーフハーバー
という議論も含めて，今年の７月に重要な政策
上の論点についての合意を目指そうということ
になったのが，今年の１月の話です。その後さ
らに展開がありましたが，後ほど触れさせてい
ただければと思います。

〔第１の柱（イメージ）〕国際課税関係資料（１４
ページ）
次のページからは第１の柱の中身に入ってい
きたいと思います。第１の柱，「国際課税原則
の見直し（市場国に対して適切に課税所得を配
分するためのルールの見直し）」です。
まず１４ページ，第１の柱の目的は，市場国で

課税できる利益について，これまでの国際課税
原則の見直しを行いまして，市場国で生み出さ
れた価値，これを新たに再定義する形で，それ
に見合った課税権を市場国に配分しようという
試みです。大きく２つのケースが考えられます。
絵の中で上の矢印，下の矢印の２つを書いてい
ます。
まず上の矢印の方ですが，例えばオンライン
音楽配信やデジタル広告といったビジネスを思
い浮かべていただければと思います。このよう
なビジネスは，必ずしも市場国（この絵の左側）
に PEがなくてもサービスの提供ができます。
そうしますと，市場国では，現在の仕組みです
と課税ができないということになるものですか
ら，ここに新たに課税できる仕組みを作ろう，
PEの有無によらず一定の課税できる利益を市
場国に配分しようというのが，上の矢印の方の
考え方です。
それから下の絵の方，こちらはちょうど絵の
中ではスニーカーの絵が書いてあると思います。
ブランド等の無形資産が重要なビジネスについ
ては，PEがある場合もあると思いますが，無
形資産が生み出す市場価値について必ずしも明
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確な合意，コンセンサスがあるというわけでは
なく，紛争が起きるケースが増えてきています。
そこで，これにつきまして，市場国で課税でき
る利益の適正化，明確化を図るということです。
そういう意味で適切な課税を実現しようという
ことが課題となっています。
この２つを第１の柱で解決しようということ
で検討されております。

〔第１の柱（概要）〕国際課税関係資料（１５ペー
ジ）
この後の議論に入る前に，できるだけ分かり
やすい言葉でご説明させていただこうと思いま
すが，いろいろテクニカルな言葉が出てくると
思います。
今回出てくるコンセプトとして「利益A」，

それから「利益B」という新しいコンセプトが
出てまいります。それらは何なのかというとこ
ろをあらかじめご説明させていただければと思
います。
利益Aは，多国籍企業グループのグループ
全体で算定した利益のうち，通常利益を超える
利益の一定割合，これを市場国で生み出された
価値であるということで利益Aと呼び，これ
を市場国に配分しようという考え方です。利益
Aの対象となるビジネスとして，OECDの議
論では大きく２つのカテゴリーを設けています。
１つは，「自動化されたデジタルサービス」，
automated digital service の頭文字を取って
ADSと呼びます。もう１つが「消費者向けビ
ジネス」で，これは consumer facing business
の頭文字を取ってCFBと呼びます。この利益
A，ADS，CFBという言葉は繰り返し使わせ
ていただきますが，どうぞよろしくお願いしま
す。
市場国への新たな課税権の配分は，利益A
を市場国に配分するとともに，利益Aに関し
ていろいろ紛争が起きた場合に効果的な紛争防
止・解決手続きも同時に併せて創設するという
ことが骨子となっています。

下の方に移らせていただきまして，利益B
です。利益Bは，市場国で行われます基礎的
マーケティング・販売活動，これにつきまして
ALP（独立企業原則）に基づいて一定の課税
権を市場国に保証するものです。これを明確に
利益Bと定義付けることによって，移転価格
ルールの執行の簡素化，それから取引価格に関
する税の安定性の向上を目指し，コンプライア
ンスコストの軽減，それから紛争の減少を実現
していこうということが，この試みです。
その下に矢印が書いていますが，この利益B
なども含めた利益Ａ以外の利益につきましても，
効果的な紛争防止・解決手続きを検討していこ
うということも，柱の１つになっています。

〔第１の柱：市場国への新たな課税権の配分〕
国際課税関係資料（１６ページ）
それでは，第１の柱の具体的な中身に入って
いきたいと思います。１６ページの左側の絵は，
先ほど出てきたものと同じです。多国籍企業か
ら市場国にビジネスの提供が行われて売り上げ
が上がるわけですが，物理的拠点が市場国にな
いものですから，市場国で課税ができないとい
う状態が現在の状態です。これについて，どう
いう形で利益を配分するかということを書いた
のが右側の模式になります。大きく長方形の縦
長の絵が書いてありますが，全体が多国籍企業
グループ全体の収入とお考え下さい。白くなっ
ている部分が費用等ですので，灰色に塗ってい
る部分が利益になります。この利益につきまし
て，考え方として，通常利益と超過利益の２つ
に分けます。その超過利益のうち一定の割合を，
先ほど申し上げました利益Aと定義しまして，
この利益Aを売上等に応じて市場国，この絵
では市場国が４つありますが，市場国に配分す
るというものです。

〔第１の柱：市場国での販売活動等に係る移転
価格ルールの定式化等〕国際課税関係資料（１７
ページ）
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次に第１の柱のもう１つの話です。移転価格
ルールの定式化ですが，この絵の左側の部分は
先ほど出てきたものでありまして，ブランド等
の無形資産が重要なビジネスについては，課税
はしているのですが，販売子会社の適切な利益
の算定が困難になっている，その結果として市
場国と企業の間での紛争が多発しています。こ
れについて解決しようというものでして，その
解決の方法が右側の絵です。市場国における販
売子会社等の収入，下が費用で，その上に２つ
色を付けた四角があると思います。この真ん中
のところ，利益Bと付けていますのが，先ほ
どご説明させていただいたものなのですが，考
え方としては，基礎的な販売活動に当たる利益
として○％，これを何パーセントにするかとい
うことが大きな議論になるわけですが，一定の
比率の利益を基礎的な販売活動に対応する利益
として市場国に保証するという考え方です。
なお，その上点線で黄色く囲ったところ，こ
れは実はこれまでの議論の中では利益Cとい
う言い方をしてきた部分です。最近これを利益
Cと呼ばなくなっているものですから，今回の
資料の中ではあえて空欄にしていますが，ここ
の部分は市場国の方で利益Bを超えて課税し
ようというようなことが起きた場合には，ここ
に関して紛争解決メカニズムで紛争を解決して
いこうとされているものです。

〔第１の柱の１１の構成項目「ビルディング・ブ
ロック」〕国際課税関係資料（１８ページ）
次は１８ページですが，ブループリント，OECD

が１０月に発表する予定のレポートの中では，第
１の柱について，１１の主要な項目に分けて議論
が展開されています。「ビルディング・ブロッ
ク」という言い方をしていまして，日本語で何
と言えば良いかと思いましたが，取りあえず構
成項目という言い方をしています。利益Aにつ
いて６つ，利益Bについて２つ，それから税
の安定性について２つ，最後に実施と運用につ
いて，という１１の構成項目が設定されています。

〔第１の柱：利益Aの適用プロセス①〕国際
課税関係資料（１９ページ）
１９ページ，２０ページは，利益Aをどのよう
に適用していくのかという流れを，フローチ
ャートで示しています。全部でステップが１０ぐ
らいあります。まず，適用の対象となる企業，
ビジネスを定めるという作業です。対象範囲，
スコープを定めるという作業がありまして，ス
テップ０からステップ２という３段階のプロセ
スがあります。
最初のステップ０は，対象ビジネスとして自
動化されたデジタルサービス（ADS），或いは
消費者向けビジネス（CFB）に該当するかと
いうことを判断することになっています。この
ADS，CFBとは一体何なのかという点は議論
があるところですが，OECDではADSについ
ては大きく３つのステップで判定しようと考え
ていまして，ポジティブリスト，ネガティブリ
スト，それから一般的基準という３つのステッ
プを設けています。ポジティブリストは，例え
ばオンライン広告，ユーザー情報を販売するビ
ジネス，検索エンジン，或いはデジタルコンテ
ンツサービスといったビジネスが挙げられてい
ます。これらに該当するものは，文句なくADS
と判定されます。それから，ネガティブリスト
も作ろうということになっていまして，これは，
後で出てまいりますADSの一般的な定義とも
関わるのですが，ある特定の顧客向けにカスタ
マイズされたようなサービスは，automated と
いうADSの概念に該当しないということで，
ADSに当たらないと判断することにしていま
す。これらのポジティブリストかネガティブリ
ストに該当すればそれに従うのですが，これら
のいずれにも当たらない場合は一般的な定義で
考えるということになり，ADSについては２
つの要件があります。
１つは，「自動化された」という部分でして，

英語だと automated と言いますが，人間の関
与が最低限である，ミニマムな人間の関与であ
るかどうかということで判定するということで
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す。２つ目の基準が，「デジタル」，電子的に提
供されているかどうかという要件でして，これ
はインターネット経由，或いは電子的なネット
ワーク経由で提供されているものかどうかとい
うことです。
それから消費者向けビジネス（CFB），こち
らについてはADSとは違って，ポジティブリ
ストやネガティブリストは必ずしも議論にはな
っておりませんが，ADSと同様一般的な定義
を設けまして，消費者に向けて通常販売される
タイプの商品・サービスを直接・間接に提供す
るビジネスかどうかで判定しようということに
なっています。
資料に戻りますが，一定の事業は対象ビジネ
スから適用除外にしてはどうかという議論があ
りまして，これは例えば資源関係のビジネス，
金融，インフラといったビジネスについて適用
除外にしようということが，ステップ０では議
論されています。
次のステップ１ですが，多国籍企業の全世界
収入を見まして，一定の金額を超える場合に対
象にしようということです。全ての多国籍企業
を対象にすると執行もなかなか大変な部分もあ
りますので，一定規模以上の大企業を対象にし
ようということにしています。なお，資料の中
でこういった閾値につきましては，今回は全部
○ユーロというような形で書いていますので，
ご了解いただければと思います。
この全世界収入基準の次のステップ２は，対
象ビジネスに特化した形で，国外源泉収入が一
定の金額以上であるかどうかということを判定
するということになっていまして，以上３つの
ステップで対象企業，対象ビジネスを選び取る
ということです。
これをクリアすると，次に，課税ベースをど
うするかという議論が出てきまして，ここでも
ステップ３～５という３つのステップを辿る形
になります。まずステップ３は，「税引前利益
（PBT：profit before tax）」の計算ということ
でして，こちらは IFRS のような適切な会計基

準に基づく連結財務諸表を用いまして，税引前
利益を計算するということです。
次に，ステップ４は，これはやや聞き慣れな
い言葉ですが，「セグメンテーション」という
ものを場合によって適用するというプロセスが
あります。これは全ての多国籍企業に対してと
いうことではないのですが，一定の規模を超え
るような多国籍企業は，様々なビジネスを展開
しているだろうということでして，ビジネスラ
インごとに分割して税引前利益を計算するとい
うことです。
そしてステップ５として，「損失の考慮」で
す。こちらは，損失の繰越しを認めよう，将来
の利益と相殺する形にしようというステップを
言います。

〔第１の柱：利益Aの適用プロセス②〕国際
課税関係資料（２０ページ）
続いて，ステップ６です。今度はどこが市場
国になるかということです。これも専門用語で
「ネクサス」，課税根拠を判定するネクサステ
ストというものをいたします。ここでは源泉地
ルールというものを適用しまして，それぞれの
ビジネス毎にどこに源泉地があるのかというも
のを判定しています。ネクサステストとしては，
今議論になっているところですが，ADS，そ
れからCFB，それぞれについて一定の売り上
げを超えた場合に対象にしてはどうかというよ
うな議論が出ています。
ここでは書いていませんが，論点となってい
ますのは，ADS，CFB，同じ条件でやるのか，
あるいは，CFBについてはもう少し要件を追
加して考えたらいいのではないか，「プラスフ
ァクター（追加的要件）」というような言い方
をしますが，そういったものを考えていいので
はないかということも，議論が行われています。
このネクサステストを越えた後，いよいよで
すが，ステップ７のところで「利益Aの金額
の計算」に入ります。右側の四角のところで，
少し分かりにくいかもしれませんが，一応数式
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に書いていますが，まず超過利益が幾らか計算
するわけですが，先ほどのステップ３～５のと
ころで算出した税引前利益のうち，一定のパー
セント，みなし通常利益を超える部分を超過利
益として計算するという考え方になります。そ
の上で，この計算された超過利益のうち一定の
配分割合が利益Aだというように計算します。
そして，配分基準，これはユーザー又は最終消
費者の所在地等に基づいて配分するわけですが，
これに基づいて利益を市場国に配分するという
ことをこのステップ７で行います。お分かりの
とおり，このみなし通常利益率のパーセントを
どれぐらいにするか，或いはこの配分割合をい
かにするかということによって大きく配分利益
への影響も変わってまいりますので，非常に議
論の焦点になっているところです。
次がステップ８です。これは非常に分かりに
くいものですが，市場国に物理的な拠点を有す
る場合に，多国籍企業が販促，マーケティング
ですとか基礎的な販売活動を行っていると思い
ます。これに対する利益がある場合に，セーフ
ハーバー，適用除外を認めてはどうかという考
え方が議論されています。右側の方に少し加筆
していますが，過度の利益配分を避けるために，
ステップ７までで算出された利益Aと一定率
の販促・販売活動利益を超える利益が既に配分
されていれば利益Aは配分しないという，か
なり複雑な計算，調整になりますが，そういう
ものが今検討されています。これは，このステ
ップ８を取り入れるかどうかということも含め
て，現在議論されています。
ステップ９ですが，ここは「二重課税の排除」，
それから利益Aを誰が納めていただくかとい
う「納税者の特定」というステップです。まず
利益Aを納税していただく事業体を特定しま
す。これについては，納税者，多国籍企業のい
ろいろな負担も考えて，今検討されている方向
性はグループの中で代表する企業を定めまして，
また多国籍企業はいろいろな国で活動している
わけですから，その中の１カ国を主導的な税務

当局，これをリード・タックス・アドミニスト
レーションという言い方をしていますが，多国
籍企業の代表（coordinating entity）が課税当
局の代表（Lead Tax Administration）に対し
て利益Aの申告をするとともに，各国に納税
するといった仕組みが考えられています。
その上で，いろいろな国に跨りますので，税
務当局では二重課税の除去を行います。最後に
ステップ１０ですが，ここでは「紛争防止のため
の任意の早期安定手続き」，或いは「紛争解決
のための義務的・拘束的な多国間枠組み」を用
意します。今回ここでは，義務的・拘束的な仕
組みを設けることについてある意味目玉として
議論が行われているところです。
以上が，利益Aへの適用についての大まか
な概要，プロセスです。

〔第１の柱：構成項目（「ビルディング・ブロ
ック」）の主な論点①〕国際課税関係資料（２１
ページ）
２１ページからは，先ほども出てまいりました
ビルディング・ブロックごとにどういった論点
があるかを整理しています。ここでは，大体方
向が見えているもの，それからまだ議論中のも
のを，混ぜて書いています。
「対象範囲（スコープ）」ですが，主な論点
としましては，今申し上げましたADSの定義
をどう詳細を定めていくか。それからCFBの
定義，一般則を書くわけですが，この定義の言
葉遣いをどうするか。それから適用除外事業を
どう定めるか。それからいろいろ閾値が出てま
いりますが，この具体的な金額をどうするか。
対象ビジネスについての最低国外源泉収入基準
を幾らに定めるかということです。一番最後，
先ほど少しお話ししましたアメリカのセーフ
ハーバー提案をどう取り扱うかということです。
これは政治的な議論がありますので，恐らく最
後まで残る論点かと思います。
それから，「ネクサス（課税根拠）」の論点で
すが，収入基準について具体的な金額をどう定

― 141 ―



めるか。それからCFBにつきましては，追加
要件（plus factor）を設けるかどうか，設ける
とすればどういったものを設けるかというとこ
ろが議論としてあります。
それから，「源泉地ルール」については，基
本はユーザー，最終消費者が所在する国・地域
を源泉とするわけですが，例えば第三者経由で
モノ・サービスを販売する場合や，フランチャ
イズのライセンスを供与するといった場合にど
う定めるかというところは，もう少し細かく
ルール設定が必要な論点です。

〔第１の柱：構成項目（「ビルディング・ブロ
ック」）の主な論点②〕国際課税関係資料（２２
ページ）
２２ページに進ませていただきます。「課税ベー
ス」を設定するということです。財務会計に基
づくわけですが，国によっては必ずしも会計基
準として IFRS を使用していない場合に，IFRS
と同等と認める会計基準は何であるかを定める
必要があります。それから，税務会計との調整
をする項目を何にするかといったところも議論
になってまいります。
それから，先ほど出てまいりました「セグメ
ンテーション」，これは大きな多国籍企業につ
いてはビジネスラインごとに行うわけですが，
これをどういう場合にセグメンテーションする
か。基本的な考えとしては一定収入以上の企業
に適用するということなのですが，その場合に，
多国籍企業が作っています財務諸表上の開示セ
グメント，これを利用するということが１つの
考え方なのですが，それを利用することが適正
かどうかといった議論も行われているところで
す。
それから「損失の繰越し」というところで，
繰越期間ですとか何を繰り越すのかというとこ
ろが議論となっているところです。
それから，「利益の配分」です。利益の配分
のところは，先ほども出てまいりましたが，み
なし通常利益率，それから市場国への配分割合

をどうするかということが論点になりますし，
制度の骨格の方，２つ目の黒丸に書いています
セーフハーバーをどのように設けるかというと
ころも議論の焦点です。
それから，国によっては「digital differentia-
tion」，日本語に訳しようがなかったのでその
まま書いていますが，ADSと CFBの場合に利
益の配分ルールを変えてもいいのではないかと
いうような議論，或いは地域的な differentia-
tion，地域によってこの配分の考え方が変わっ
てくるのではないかということで，どんどん
ルールが複雑になっていくこととのバランスが
必要かと思いますが，そういった議論も出てき
ています。
それから，「二重課税の除去」ですが，これ
につきましては納税者の特定のためにどういう
方法を使うかということで，４つほどテストが
提案されています。利益率に応じて考える，そ
れから活動基準というものを考える，それから
取引上の関係というような質的な基準を考える
といったようなテストが出ていますが，量的基
準，質的基準の両方があるものですから，どう
いったものがふさわしいかというところで，議
論が継続されています。
それから，納税者が複数にわたる場合もある
と思いますが，複数にわたる場合にどう課税額
を配分していくかという議論もあります。
それから，二重課税の除去について，我が国
のように外国税額控除を採用している国もあれ
ば，国外所得免除方式を採用している国もあり
ます。どちらかに寄せるのか，両方認めるのか
というような議論もあるところです。

〔第１の柱：構成項目（「ビルディング・ブロ
ック」）の主な論点③〕国際課税関係資料（２３
ページ）
２３ページ，利益Bです。利益Bの「対象と
なる取引」は，基礎的な販売活動ということに
なるわけですが，これについてできるだけ狭く
捉えようと考える国々と，これをできるだけ広
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く考えようと，例えばコミッショネアですとか
販売代理人といったように広く考えようという
国々と，両方分かれて議論が行われています。
これについては，例えばパイロットプログラム
を実施してみて，その結果を見ながら定めてい
ってもいいのではないかという議論も出てきて
いるところです。
それから利益Bについては，一定の「固定
利益率」を定めてこの利益Bを確定させると
いう考え方になっているわけですが，これにつ
いても１つに決めるのではなくて，産業別，地
域別，或いは機能水準別に設定してはどうかと
いうような議論もあります。これは，決めた場
合に必ずしも一義的なものではなくて，税務当
局，或いは多国籍企業の側からもっと適切な
データに基づいた利益率が出てきた場合に，そ
れを認めるような反証可能性を認めてもいいの
ではないかというような議論も出てきています。
それから，「税の安定性」です。これは上と

下，利益Aと利益A以外に分けてブロックが
あります。利益Aについては，早期安定手続
きを通じた義務的・拘束的な紛争防止解決手続
きを設けるということにはほぼコンセンサスが
ありますが，具体的にどういう手続きで行うの
か。国によって憲法上の課題とか国内法制との
関係をどう考えるとか，手続き的にはいろいろ
細かい論点がありますし，パネルを設けるとい
う議論がありますが，誰をパネリストとして選
ぶのかというところも議論があるところです。
利益A以外の部分については，既存の相互
協議手続きなどもあるわけですので，まずこれ
を強化するという議論もあります。それとは別
に利益Aの場合と同じように義務的・拘束的
な紛争解決手続きを設けてはどうかという議論
もあります。ただ，こちらの後者の義務的・拘
束的なものについては議論がまだまとまってい
ない状況です。
１１のブロックの最後，「実施及び運用」とい
うことですが，めでたく合意ができた場合にこ
れを実施していくに当たっては，それぞれの国

の中での国内法の改正，それから多国間条約を
結ぶ必要が出てくると思いますし，実際に実施
していくに当たってのガイダンスというものを
設けることが，第１の柱については必要になっ
てくると思います。
それから第１の柱自体ではないですが，例え
ばその次のページに出てまいります，ヨーロッ
パの国々や，最近ではアジアでも，デジタルサー
ビス税という一方的な措置というものが出てき
ています。この利益Aに対する課税に合意し
た場合に，この一方的な措置を不適用にすると
いうことをきちんと各国がコミットするという
ことをこの合意の中に盛り込むべきだろうとい
う議論があります。これにつきましては，では
一方的措置とは何か，その範囲は何かというと
ころ，これも最終的に合意するときには何がこ
れに当たるかということは，きちんとみんなで
合意しなければいけないという論点があります。

〔暫定的措置（デジタル課税）に関する諸外国
の主な動き（２０２０年８月１９日時点）〕国際課
税関係資料（２４ページ）
２４ページですけれども，先ほど少し出てまい
りました一方的な措置，デジタル・サービス・
タックス（DST）を導入している国が多くあ
ります。代表的な国は左側上から２つ目のフラ
ンスですが，昨年７月にDSTを導入して，そ
の後アメリカが報復関税をするといったことで，
対立が深まっているというニュースが今年の初
めに盛り上がったところかと思います。現在，
OECDの議論のゴールと考えています２０２０年
末まで徴税を延期するということになっていま
すので，関連事項として注目していかなければ
いけない話です。
その上にEUの取り組みがあります。これは
COVID―１９の復興計画の中で，その財源にする
という議論も行われているところでして，これ
もどうなっていくのか，この第１の柱の議論を
議論する中で，並列して見ていかなければいけ
ない議論と思っています。
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少し長くなりましたが，私から第１の柱につ
いての説明は以上です。ありがとうございまし
た。

―――――――――――――――――――――

Ⅱ．第１の柱 国際課税原則の見
直しに対する意見・質問

（渡辺） 藤井さん，どうもありがとうござい
ました。大変難しい込み入った話を短時間にし
かも分かりやすく丁寧にまとめていただき，本
当にありがとうございました。私自身も今まで
よく分かっていなかったことが明解になったよ
うに思われます。
それではここでパネリストの皆さんに順次ご
意見ご質問を頂戴したいと思います。最初に青
山さん，どうぞよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（青山） 藤井さん，大変詳しい説明ありがと
うございました。１０月のブループリントの発表
前のタイミングで，その具体的な検討内容に踏
み込んだ詳しいご説明を頂きまして，ありがと
うございます。また，包摂的枠組みのステアリ
ンググループの主要メンバーとして合意形成に
尽力されており，かつその過程で経団連などと
ビジネスの声を国内及び包摂的枠組み会合など
で積極的に聴取された参事官以下主税局の方々
には，敬意を表したいと思います。また，コロ
ナ環境下で，リモート会議等を通じて合意形成
に向けた検討が続けられましたが，コロナの影
響の下では，国際課税の中長期課題をじっくり
検討するモメンタムが弱まっているのではない
かと懸念する向きもありました。しかし，制度
の詳細な枠組みについて，ビルディング・ブロ
ックごとの検討成果が得られたことが本日確認
できて，大変有益だったと認識しています。あ
りがとうございます。私からは何点か，コメン
トと質問を申し上げさせていただきます。

〔第１の柱〕
まず，全体の制度設計におきましては，利益
Aに B等が加わったことで，従来の独立企業
原則と新配分規則が併存する，いわばハイブリ
ッドな仕組みとなりました。従来の独立企業原
則によって市場国への課税権配分が不十分な領
域を今回は利益Aとして特定し，そこに焦点
を絞る，更には，従来の方法を簡素化する利益
Bを追加するという制度設計は大変合理的だと
いうふうに考えます。評価困難な無形資産の扱
いを中心に，飽和点に達していた独立企業原則
の解釈と適用，これから脱却できるメリットも
あって，これはビジネスにとって大変評価でき
るという反面，新旧両制度の並行実施案が，途
上国を含んだマルチの場でスムーズに詳細合意
を経て実施に移行できるのかについての懸念は，
残ります。先ほどのご説明の中でも，例えば利
益Bなどについては幾つかの論点に中で，産
業別，地域別とか機能区分に分けていくという
ご説明がありました。これらは，ある意味，従
来の独立企業原則を導入してきた中で実践され
てきたプラクティスの方に近づくという面もあ
ると思います。そういった意味で，先ほど申し
上げましたハイブリッドな仕組みの制度設計が
まだ進行中であるというのがよく分かりました。
そこで，これからいろいろな政治的な決定を
待つわけですが，空欄のまま残されているパー
セントを含めまして，ブループリント発表後の
各項目の政治決定プロセスでは，ぜひとも
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OECDがこれまで果たしてこられた国際課税
ルールの協調の精神，これは貿易を巡るフォー
ラムとの比較で申し上げているわけですが，そ
の協調精神を損なわない前向きな政治的な判断
を導き出されるよう，期待したいと思います。
次に，質問事項につきましては３点に絞ってお
尋ねいたします。

〔利益Aについて〕
１点目は，利益Aについてです。新たなネ
クサスと配分方法に基づく，先ほどフローチ
ャートでステップ１０の具体的な仕組みが説明さ
れました。その中で，具体的拠点のある企業に
ついての利益Bとの二重計上のリスクを避け
るためのマーケティング，基礎的活動に係る
セーフハーバーの導入が，ステップ８で紹介さ
れましたが，これは二重負担を避ける意味で非
常に有効な方策として歓迎できると思います。
即ち，これまで事前確認（APA）締結の経
験が少ないか，或いは経験はあっても協議が難
航する新興国の場合などでは，基礎的活動認定
が難しいことに加えて，利益Bの認定及び既
に超過収益が配分されているかどうかについて
の紛争も予想されると思います。この懸念を回
避できるような詳細設計は行われているのでし
ょうか。その点についての感触をお伺いしたい
と思います。さらに，これらを含めて，紛争防
止のための入り口と出口の２段階パネルの設置
も歓迎できると思いますが，現在BEPS 行動
１４関連で行われている相互協議等のモニタリン
グの状況から見て，そのような紛争解決の手続
きが実効性をもって確立できるのか，この辺の
見通しは立っておられるのかということについ
ての感じもお伺いできたらというのが１点目で
す。

〔消費者向けビジネス〕
２つ目は，利益Aの対象となるビジネスの
スコープについてです。先ほどのご説明でも消
費者向けビジネスの外縁は不明確だということ

を指摘されました。即ち，消費者向けビジネス
と言っても直接・間接の消費者向けビジネスを
含むということなので，それをどういうふうに
定義するのかというのが難しいことだと思いま
す。先ほどのご説明では，金融やコモディティ
などの適用除外事業項目が議論されているとい
うことですが，例えば直接・間接でよく引き合
いに出されます薬の販売などについての議論も
行われていると聞いていますが，具体的に現時
点で各論としてどのような議論が行われ，どの
ような整理が行われているのか，可能な範囲で
教えていただければありがたいと思います。

〔最終消費地の決定〕
また，配分キーとして重要な最終消費地の決
定についての課題は何なのか。先ほど第三者を
通じた場合の問題点もご指摘されましたが，こ
れについても追加的なご説明が頂ければと思い
ます。

〔事前確認（APA）との関係〕
最後の３点目です。２国間では将来年度の独
立企業間値格を合意する事前確認（APA）が
既に広範囲に合意されています。これは，先ほ
どハイブリッドの新システムの要素を既に取り
込んで合意している場合があるかもしれません。
即ち，これらの合意においては，既に利益A
等の配分の趣旨も含めて，両当事国が納得した
APAですので，決着済みになっているはずと
も考えられます。但し，この新しい課税制度の
施行のタイミングによっては，APA当事国で
も紛争が発生する可能性も想定されます。納税
者にとっては遡及適用のリスクがあると言って
もいいでしょうか。事前確認を優先するなどの
経過措置が考慮されているのかどうか，そうい
ったことについてお教えいただければと思いま
す。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
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ました。それでは次に吉村さん，どうぞよろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（吉村） 藤井さん，丁寧なご説明どうもあり
がとうございました。BEPS プロジェクトが課
税ベースのパイそのものを拡大する作業であっ
たとすれば，今回取り組まれている経済のデジ
タル化への対応はパイを分け合う議論をしてい
るということになります。まさに各国の多様な
利害が入り乱れる論点になりますので，それを
乗り越えてプロジェクトが進められているとい
うことで，非常に驚きを持って受け止めていま
す。
先ほど言及もありましたような一方的措置が
乱立する状態，国際課税が混乱する可能性とい
うのが強調されていますが，その混乱を回避す
るために粘り強く交渉に取り組まれてきた参事
官室以下日本政府関係者の皆様には改めて敬意
を表したいと思います。
現在，１１月にアメリカ大統領選挙を控えて政

治的な不透明性があるものの，１０月のブループ
リント報告書の公表に向けて，包摂的枠組み会
合で検討が進められていると認識しています。
その内容につきましては，既に海外の専門誌な
どでは一部紹介されているところでもあります
し，意見表明もさまざまなされていますので，
そういったものを取り込んでコメントできれば
と思っています。
個別の質問又はコメントに入る前に，基本的
な問題意識として２つ持っています。１つ目が，
先ほど申し上げたように，各国の利害が対立し
ていることに由来する問題です。利害を調整し
て進めていかなければならないために，過度に
ルールが複雑化するのではないかという懸念を
持っています。同時に，企業の負担軽減のため
にどういった工夫がなされるかという点にも関
心を持っています。
もう１点が，国内における既存制度との整合
性です。国際的な会合でルールが作成されて，

各国それを持ち帰って国内法化，実装していく
ことになりますが，既に一部走り出している国
も存在する状況で，国際的に整合性のとれた運
用をどう確保するのかというのが課題になるか
と思います。

〔ネクサスについて〕
第１の柱について，４つの項目について質問
があります。１つ目は，ネクサスについてです。
先ほど藤井さんの説明（国際課税関係資料２１
ページ）でも言及がありましたように，自動化
されたデジタルサービスと消費者向けビジネス
とで異なったネクサス基準が採用される可能性
があるとのことでした。特に後者，消費者向け
ビジネスについてはプラスファクターが検討さ
れているということで，一部の海外の税務専門
誌の報道では物理的な拠点が要求される可能性
があるとも伝えられています。これは多くの日
本企業にとって非常にありがたい方向ではない
かと思っています。
しかし，デジタルサービスだけに限定するの
ではなく，消費者向けビジネスも Pillar１の検
討対象に加えられた背景には，デジタル企業だ
けをリングフェンシング（囲い込み）すること
への反発が強かったからだと認識しています。
ネクサスについて，この両者を区別し，特に後
者についてプラスファクターを検討していくこ
とに対しては，デジタル企業に対するリングフ
ェンシングだという反発の声が再び起こらない
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のかと懸念もしているところです。その点で，
差し支えない範囲で現在の議論状況を教えてい
ただければと思います。

〔課税ベース算定について〕
２つ目が，課税ベース算定についてです。新
型コロナの広がりもありまして，損失の扱いに
ついて関心が高まっていると聞いています。可
能な範囲で，損失の取り扱いについて教えてい
ただければと思います。特にスタートアップ段
階でコストがかかって損失が発生する，それを
損失が発生した各市場に割り当てて，市場ごと
に管理するという方式は不可能だと思いますの
で，グループ全体で損失を管理する方式になる
かと思います。
また，つらつら考えてみますと，一定の利益
水準，閾値を超えた場合にそれがAmount A
の課税対象になるというのですが，事業年度に
よって閾値を超えたり超えなかったりという企
業もあるはずだと思います。例えば普段は利益
率が２％ぐらいなのだけれども，たまたま十何
パーセントになる年があったというケースで，
たまたま閾値を超えた年だけAmount A の対
象になるのも少し奇妙だなと最近考えるように
なりました。損失の繰り越しと同じように，こ
ういうケースで複数事業年度の調整を図る議論
は存在しないのかを少し教えていただければと
思います。

〔Amount B について〕
３つ目がAmount B についてです。各国の
合意可能性に関して，いろいろな利害，主張が
あることを先ほど藤井さんからご紹介いただき
ましたが，時間的制約がある中で，対象となる
業種・業態を絞ったパイロットプログラムの方
向性が検討されていると理解しました。ただ，
途上国ではAmount B に期待して自分たちの
課税権を拡張するチャンスだと捉える向きもあ
ったかと思います。果たしてパイロットプログ
ラム導入で一旦仕切り直しとなるのか，それと

もAmount B をさらに拡大する方向で議論が
進められ，延長戦がずっと続いていくことにな
るのかといった点について，差し支えない範囲
で見通しを教えていただければと思います。

〔税の安定性について〕
４つ目は，税の安定性に関するコメントです。
最後にご紹介ありましたが，早期安定手続きが
検討されているということでした。仲裁制度の
導入に抵抗する国が多い中で，紛争の予防とい
う前段階に軸足を移したのは，まさにコロンブ
スの卵と言えるのではないかと考えています。
特にパネルの設置を通じて第三者的な紛争解決
手続きが用意されることになれば，非常に歓迎
すべき取り組みだと思います。依然として強く
反対する国もあるというように思いますが，国
際的な税の安定性を高めていく観点から，ぜひ
実現していただければと思っています。以上で
す。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 吉村さん，どうもありがとうござい
ました。それでは栗原さん，よろしくお願いし
ます。
―――――――――――――――――――――

（栗原） 東レの栗原でございます。よろしく
お願いいたします。藤井さん，丁寧なご説明ど
うもありがとうございました。ようやくゴール
が見えてきたという印象を受けました。財務省
の皆さまには，各国が合意しやすいようにご尽
力いただきまして，感謝するとともに敬意を表
したいと思います。税金軽減のプロジェクトで
はないので，大変なご苦労をされているにもか
かわらず批判的なコメントばかりが出ていると
思います。新型コロナもありまして，ますます
心労が重なる状況と推察します。導入可能性が
高まってきている状況ですので，本日は事務的
なコメント，しかもお願いが多くなることをお
許しいただきたいと思います。
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まず，全体を通して追加の税負担と事務コス
トの増加を憂慮しています。特に新型コロナに
よる財政支出を支えるための財源として注目を
浴びていると伺っていますが，経済のデジタル
化により発生した税負担のゆがみを是正するこ
とと臨時的な財源を確保することは，分けて検
討すべきです。せっかく合意できそうな段階に
来たわけですから，コロナ前でいったん整理し，
さらに財源が必要であれば，各国の事情に合わ
せて検討いただくことがよいと思います。
さて，本題の２つの柱ですが，参加各国が納
得しやすいように，精緻な理屈の議論と比較的
簡便な計算方法が検討されています。好ましい
と思います。ただし，計算や申告事務は新興国
及び事務負担能力があまり高くない企業でも運
用可能なものにすることが望まれます。ブルー
プリント合意後でもよいので，運用に関するガ
イドラインが出ることを望みます。OECD事
務局をはじめ関係各国が事務負担を軽減できる
ように努力されていることに，改めて感謝いた
します。また，日本の国益の確保と日本企業の
競争力のご支援を引き続きお願いいたします。

〔第１の柱〕
次に，第１の柱についてです。欧州諸国，イ
ンド等のデジタルサービス税の導入と，アメリ
カの特別な注文により，議論が変化してまいり
ました。検討はその都度深まり，煮詰まってき
たと感じています。導入を心待ちにしているわ

けではありませんが，議論をいったん終わらせ
る時期に来ていると思います。さて最初の質問
ですが，第１の柱の導入はいつごろを想定され
ていますか。世界共通ルールですので，現時点
では見通しが立たないかもしれませんが，２，３
年後など大まかな目標で構いませんので，ご教
示ください。

〔対象となる範囲〕
２つ目，対象となる範囲について，消費者向
けビジネスは自動化されたデジタルサービスよ
り具体性に欠け分かりにくい，対象に含まれる
のだろうか，できれば対象から外してほしいと
いう声を聞きます。合意した後，導入までの間
にOECDから対象範囲に関するガイドライン
のようなものが出るのでしょうか。ガイドライ
ンの有無にかかわらず，これまでのBEPS 対
応税制で財務省及び国税庁が実施されてきた丁
寧なご対応及びご説明をお願いしたいと思いま
す。個人的には，消費者向けビジネスはやめる
べきと考えていますが，導入が避けられないの
なら，今回導入を決定するものの，自動化され
たデジタルサービスより適用を数年遅らせるこ
とも可能だと思います。いかがでしょうか。

〔利益Aのメリット〕
３つ目，利益Aを普及させるためには，メ
リットが必要です。対象となる取引は移転価格
リスクがなくなるか，紛争の確実な解決手段が
保証されている必要があります。今の案ではど
のようなメリットがあるのでしょうか。

〔申告納付と税務調査〕
４つ目，利益Aの申告納付と税務調査はど
のように行われるのでしょうか。ご説明いただ
いたように，利益Aの計算，配分元と配分先
の決定，計算，二重課税の排除など，課題はた
くさんあります。理屈は精緻であるべきですが，
実務は単純，できれば機械的に計算できること
が好ましいです。たぶん親会社が申告納付する
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ことになるのだろうと思いますが，市場国の税
務当局の調査対応は難しいと考えています。ま
た，いつ申告するのでしょうか。グループ企業
全ての申告が確定した後とすると，事業年度終
了後２年間程度経過した頃になるのでしょうか。

〔デジタルサービス税（DST）〕
５つ目，第１の柱が合意された場合，デジタ
ルサービス税は撤回されると伺っています。ど
こまで合意されたら撤回されるのでしょうか。
利益Aが主たる部分と思いますが，利益Aに
ついて何らかの合意がなされ実行に移される見
込みであれば撤回されるのでしょうか。新型コ
ロナの復興財源目当てにデジタルサービス税に
取って代わるような税金が出てくることを恐れ
ます。

〔利益Bについて〕
６つ目，利益Bについては，移転価格文書
化作業を軽減する観点から，面白い取り組みだ
と思います。新型コロナで各社の業績が悪化し
ている中で，なぜ一定の利益を子会社に保証し
なければならないのかなど，少々逆風なコメン
トもあります。移転価格の文書化コストを負担
しきれない中規模以下の会社には，良い話だと
思います。選択制にしてはどうでしょうか。世
界一律の固定利益率というのも抵抗感がある話
でしょう。機能とリスクに応じた利益率を参考
指標として提示する，どの利益率をどう使うか
は企業の判断，それを関係当事国が申告者の意
思として尊重すればよいと思います。否認リス
クがゼロにならないとしても，軽減する効果は
あると思います。今回合意に至らなかったとし
ても，継続して検討すべき課題であると思いま
す。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 栗原さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，ただ今のお三方から出まし
たご意見ご質問に対しまして，藤井さんの方か

らお答えをお願いしたいと思います。
―――――――――――――――――――――

（藤井） どうもありがとうございます。大変
貴重で，かつたくさんの質問を頂き，どれから
お答えしようかと思いますが，私がご説明させ
ていただいたビルディング・ブロックのステッ
プの順番に整理してお答えしたいと思います。

〔対象範囲（スコープ）について〕
最初に，「対象範囲（スコープ）」のところで，
「CFB」について青山さんと栗原さんからご
質問いただいたと思います。青山さんからは，
「消費者向けビジネスの外縁が不明だ」という
ことでした。特に「薬なんかはどうなるのだろ
うか」ということでした。それから，配分キー
として「最終消費地の決定」についてどういっ
たことが課題かというご質問を頂いたと思いま
す。栗原さんからも同様に，「CFBについては
できれば対象から外してくれないのか」とか，
「ガイドライン」，それから「ADSの適用を遅
らせられないか」といったご質問を頂いたかと
思います。
「CFB」については，冒頭ご説明させてい
ただきましたように，基本は一般的な定義に即
して判断するということです。消費者向けに通
常販売されているもので，直接・間接に提供す
るビジネスということですので，ご説明させて
いただいたように，フランチャイズやライセン
スといったものは含まれますが，一方で，例え
ば除かれるものとして，中間財や部品です。B
to B で販売されるようなものは，CFBではな
くなるということだと思います。それから，
ADSと共通になりますが，資源関係，金融，
航空船舶，インフラといったようなビジネスも
除外します。これらはCFBにも当たりません
ということかと思います。
スペシフィックにご質問を頂いた「製薬」で
すが，特にこの対象範囲という意味では大きな
議論があるものの１つです。OTCで私たちが
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薬局に行って購入する薬とは別に，いわゆる病
院に行って処方箋を出していただく薬がありま
すが，この処方箋薬がCFBに当たるのか，当
たらないのかというところが，今日時点で言え
ばまだ結論は出ていないところです。なかなか
日本にとっても大きな論点ではありますので，
引き続き議論していかないといけないところと
思います。
それから青山さんからもう１つご質問いただ
いた「最終消費地」です。これは基本的にはユー
ザー，それから最終消費者の所在地国というこ
とになるわけですが，例えば第三者経由の販売
だとかライセンス，フランチャイズといったよ
うな場合に，どこが最終消費地になるかという
ことです。これは結局データがないと決まらな
いわけなので，このデータを企業に出していた
だかなければいけないわけですが，データを提
出すること自体の課題といいますか，そこが非
常に難しいのではないか。口で言うのは簡単だ
けれども，実際に実行するのは難しいのではな
いかというところが，大きな課題ではないかな
と思います。
それから，栗原さんからご質問いただいた
「CFBを対象から外す」ということは，なか
なかコメントのしようがないのですが，「ガイ
ドライン」につきましては，そこは日本からも
指摘させていただいていまして，実務に配慮し
た実施運営にできるようにしたいと思っていま
す。
それから，「ADSよりも適用を遅らせてはど
うか」という点は，そういう意味ではそれは吉
村さんがおっしゃったリングフェンスの議論と
も関わってくるかもしれませんが，分けること
に非常に反対する世界ナンバー１の国がいます
ので，なかなか現実的ではないかなと思います。
これは私の意見です。

〔ネクサス（課税根拠）について〕
次にネクサスについて，吉村さんから「CFB
のプラスファクター」についてご質問を頂いた

と思います。この考え方の背景ですが，ADS
は automated digital なものですから，一般的
に物理的拠点がなくてもリモートで顧客と重要
な関与がしやすいと考えられると思うのですが，
CFBは，伝統的な考え方かもしれませんが，
単なる売り上げだけではネクサスというふうに
はならないのではないかという考え方があると
思います。そういった考え方に立つと，ADS
と CFBについて異なる課税根拠を置くという
議論が立てられると思います。実際そういう議
論があり，プラスファクターを設けてはどうか
という議論かと思います。
ただ一方で，そもそも論，この利益Aの考
え方というのは市場国に PEがないところをど
うするかという議論から出発しているものです
から，物理的拠点をプラスファクターとして考
えるということはどうなのだろうという考え方
はあると思います。それから制度の簡素化とい
う面から考えると，分けずに共通にすれば，閾
値なんかもADSと CFBで分けずに同じにす
るという考えもあるのではないかというような
意見もあって，そこはまだ収れんしていません。
プラスファクターをどうするかについては引き
続き議論があると思っています。それがネクサ
スのところです。

〔課税ベースについて〕
次に，課税ベースのところで，吉村さんから
「損失の取扱い」についてご質問いただいたと
思います。吉村さんからご指摘いただいたとお
り，グループレベルで損失は計算して，これを
シングルアカウントで管理し，繰り越された損
失を翌期以後の利益と相殺するという方向で現
在検討されています。１つ難しいと思ったので
すが，ご指摘いただいたように，閾値の水準を
決めるに当たって，利益率が上下するような企
業をどう取り扱うかということが議論されてい
ます。日本語に訳せないのですが，profit short-
fall という用語で議論が行われていますが，企
業の利益がみなし通常利益率を下回る場合に，
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このみなし通常利益との差額を損失と同じよう
に繰り越しを認め，翌期以降に，みなし通常利
益率を上回る利益が出た場合にこれと相殺する
ということを考えてはどうかということが，案
として出ています。
吉村さんもおっしゃっていたように，利益率
の変動が激しいような企業と，比較的安定して
いるような企業との間の公平性ということを考
えるのだったら，こういう案が考えられるので
はないかという考えです。他方で非常にテクニ
カルな部分ですが，慎重な意見もあります。慎
重な意見というのは，例えば損失の繰り越しは
過去に投資したものに対しての費用の回収だか
ら，繰越しを認めて利益と相殺してはどうかと
いう考え方なのですが，profit shortfall はそう
いった過去の投資に対応するものとは少し違う
のではないか。同じように繰り越しを認めると
いうのは，考え方としてどうだろうかというよ
うな意見があります。
仮にこの profit shortfall を認める場合には，
そういう意味では損失とは違うものなので，損
失と合算せずに別々に管理しなければいけない，
そうすると複雑になるだろうという議論もあり
ます。テクニカルな部分が多いと思いますが，
これも議論がされているところです。

〔利益配分について〕
それから，利益配分について，これは青山さ
んから「マーケティング・基礎的販売活動に関
してのセーフハーバー」の部分についてのご質
問を頂いたと思います。資料でもご説明させて
いただいたように，ステップ８という形で今，
提案が出ています。実は最近議論が出てきたば
かりだということで，まだ十分に議論が詰まっ
ていないというのが客観的な状況です。例えば
多国籍企業がいろいろな活動をしている場合に，
この販促・販売活動に係る部分をどうやって切
り分けをするのかという点も，別のロジックを
考えなければいけない。このセーフハーバーを
やるときには，もしこういうルールを設けると

すると，一定の販促・販売活動に当たるものの
一定率を何パーセントと定めなければいけない
と思うのですが，それをどういう水準で定める
かといったような技術的な論点を今後議論して
いかなければいけないだろうということです。
駄目だということではなくて，議論しなければ
いけない，詰まっていないということです。
青山さんから，「実効性」も確保しなければ

ということをおっしゃっていただいて，全くそ
のとおりで非常に重要な点なのですが，この
セーフハーバーについて言うと，まだ制度の詳
細がそういう意味で進んでいないものですから，
まだその段階の議論までは来ていないのですが，
基本的にはマーケット国にマーケティングや販
売の物理的拠点がある場合に，従来のALPに
基づいて販売する利益，これが一方にあって，
一方でこのセーフハーバーで計算する，販促・
基礎的販売活動に関する利益，これをどう比べ
るかという考え方に立つのです。そのときに，
ご質問いただいた基礎的販売活動とは何かとい
う認定をする，或いは利益B，Cを認定すると
いうような，えいやではないですが，固定率と
いう形で置くかというところは，両方あると思
っていまして，必ずしも基礎的販売活動や利益
B，Cの認定が必要ということではないかなと
思います。ただ，いずれにしても非常に難しい
論点かと思っています。
ただ，もしこのセーフハーバーがルールとし
て入れば，紛争防止解決手続きの対象にも当然
入ってきますので，そういう意味で，実効性は，
仕組み上は確保されるようになるのかなとは思
います。

〔事前確認（APA）との関係〕
それから，青山さんからもう１つ，利益配分
で「APAとの関係」でご質問いただいている
と思います。これも難しいのですが，我々とし
ては，移転価格税制はグループ会社の間での取
引価格の調整という制度であるのに対して，利
益Aはグループ全体で超過利益を計算してそ
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の一部を各国ごとに配分するという仕組みなも
のですから，制度として考えると一応別物だと
いうふうに整理することはできる，オーバーラ
ップしないと考えられるかなと思います。ただ，
先ほど出ていましたセーフハーバーなんかが入
ってくると，整理をもっとしなければいけない
とは思います。
これは最終的にまだ決まっていないので，最
終的に制度設計した段階で税金を払うエンティ
ティをどこにするかを決めるときに，現在の移
転価格ルールに基づくグループ会社の所得水準，
すなわちAPAの内容を参照するということは
当然あるとは思っています。以上が利益Aの
関係です。

〔利益Bについて〕
利益Bについて，吉村さんからは「議論の
見通し」，栗原さんからは「選択制にしてはど
うか」というご質問を頂いています。
まず，利益Bというのは基礎的なマーケテ
ィング・販売活動に対応するものということで
すが，できるだけ狭く，基礎的な部分に限定す
るという考え方と，できるだけ広く捉えるとい
う考え方と両方あります。どちらかといえば狭
いスコープでという国の方が多いという印象で
すが，引き続き検討ということになっていまし
て，そういう意味もあってパイロットで実施し
てみてはどうかという意見が途上国側から出て
いるということです。ご指摘のとおりで，途上
国はできるだけ広くしたい，日本を含めて先進
国は狭くしたいということですが，利益Bの
対象を拡大し過ぎると既存のALPとの間の乖
離が生じてくることが想定されますので，やは
りそこは懸念材料と思っています。
「選択制」については，国家間の課税権の配
分という議論にも関わる話なので，なかなか難
しいとは思っていますが，ご説明の中で触れさ
せていただいた反証可能な推定という考え方が
あります。これは税務当局もそうですし，納税
者，構成企業が自分で十分信頼できるような独

立企業間価格というものを入手してそれを提示
すれば，それを認めるということは考え方とし
てはあり得ます。これは青山さんもご指摘のよ
うに，地域別や産業別にするというような検討
も，それがいいのかどうかは少し分かりません
が，そういう議論もあるというところです。
最後に「文書化義務が軽減されるのではない
か」という点は確かにそうだなと思いました。
ただ，議論がまだ行われていないところです。
ただ，この固定利益率というものを使用して利
益Bを実施するということになれば，ご指摘
のとおり，文書化のコストは減るだろうとは思
います。

〔税の安定性について〕
それから，「税の安定性」のところについて

幾つかご意見を頂いていまして，吉村さんから
コロンブスの卵というお話を頂き，ありがとう
ございます。それから，栗原さんからは「利益
Aの普及のために納税者のメリットが必要で
あり，例えば紛争の解決手段がメリットではな
いか」というご指摘を頂いていると思います。
利益Aについてはレビューパネル，それから
デターミネーションパネルという２段階のパネ
ルを設けることによって紛争の防止を図ります。
この方向性については特に反対はありません。
利益Aにパネルを入れるのは当然だろうとい
う方向になっていますが，利益Aを超えたと
ころについては，やはり仲裁というメカニズム
を支持する先進国グループと，仲裁は駄目だ，
無理だという途上国の対立の状況が現在も続い
ていまして，そこは引き続き頑張っていきたい
と思います。
それから，栗原さんがおっしゃっていただい
たとおりで，「利益Aのメリット」について
は，１つはフランスのDSTのような一方的な
措置を回避すること自体がメリットというふう
に言えるのではないかと思います。それから，
税の安定性の確保が必須だということから，こ
の安定性というのは当然かなと思っています。
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ある意味，例えばアメリカがセーフハーバーを
主張しているのは，この利益Aを入れればこ
ういった法的安定性も入るから，選択制にして
も多国籍企業のAを選ぶだろうという考えで
す。

〔申告・納付について〕
栗原さんからもう１つ，「申告と納付」につ
いてもご質問をいただいています。申告につい
ては，これも方向性ということですが，事務負
担がありますので，標準化した申告書様式を作
って，これを用いて，グループを代表する企業
（coordinating entity）が，グループ企業全体
の申告書を主導的税務当局（lead tax admini-
stration）に提出します。その上で，lead tax ad-
ministration が自動的情報交換の仕組みを活用
して各国の税務当局に送付するという，仕組み
としたら回るのではないかということが，今検
討されています。
それから，早期安定手続に入った場合も，や
はり関係者が多くなりますから，この調整も co-
ordinating entity と lead tax administration の
間で調整していくことが想定されているところ
です。
それから，「利益Aの申告期限」ということ
について，２年程度経過した頃というふうにコ
メントいただきましたが，現状は事業年度終了
から１２カ月以内という案が検討されています。
またご意見を頂戴できればと思います。

〔実施及び運用について〕
「実施と運用」について，栗原さんからの「第
１の柱はいつ頃どうなるのか」というご質問に
対しては，まだ答えられませんというのが答え
なのですが，まずはOECDで合意するのがス
テップですし，その上で日本の場合で言えば国
内法を改正しないといけないですし，多国間条
約を締結しなければいけません。これだけでも
何年かかかることは容易に想像がつくと思いま
すし，何年か前にあったMLI と比較して考え

たときに，第１の柱は多くの国が同時のタイミ
ングで適用することが非常に大きな意味を持つ
仕組みだと思いますので，多国間条約の発効要
件は，これはクリティカルマスが参加した時点
で初めて発効するという重い要件をかけるよう
なことが考えられると思います。例えば日本に
おいて手続きが全部終わったとしても，他の国
の手続きが終わるまでは実際には発効しないと
いう他律的な要件がかかってくることもあるか
なと思っています。

〔デジタルサービス税（DST）について〕
最後に，「DST」について栗原さんからご質
問いただいています。これも非常に難しいので
すが，Pillar１が合意されれば，DSTを導入す
るようにしているような国についてはもう適用
しないというようなコミットは必ず立てなけれ
ばいけないですし，導入していない国について
は導入しないというコミットを立てるというこ
とが，全体のパッケージの中での想定だと思い
ます。ただ，難しいのは，DSTは国内法の措
置であると思いますし，各国ごとに対応しなけ
ればいけないところがあるので，そこはよく注
意して見ていかなくてはいけないということと
思っています。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 藤井さん，どうもありがとうござい
ました。現在議論中のいろいろ難しい話につい
て，率直かつ分かりやすいご説明をありがとう
ございます。それでは，以上で第Ⅰ部の「国際
課税原則の見直し」について終わらせていただ
きます。引き続き第Ⅱ部「軽課税国への利益移
転に対応する措置の導入」に入らせていただき
ます。それでは最初に，藤井さんからご説明を
お願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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Ⅲ．第２の柱 軽課税国への利益
移転に対抗する措置の導入

〔第２の柱：軽課税国への利益移転に対抗する
措置の導入〕国際課税関係資料（２７ページ）

（藤井） それでは第Ⅱ部，第２の柱の説明に
入らせていただきたいと思います。第２の柱は
「軽課税国への利益移転に対抗する措置の導
入」ということですが，まず簡単に背景から振
り返りをさせていただければと思います。
背景として，デジタル化，無形資産化が進む
ことによって，軽課税国への利益移転リスクが
増大しているということがありますし，各国に
おいても低い法人税率，それから優遇税制とい
ったようなものを用いて企業を誘致するという
ことが行われています。こういった中で，考え
方として，企業の公平な競争環境を整える必要
性が高いということです。それから，法人税の
引き下げ競争を防止し，それから産業空洞化に
対抗するというようなことが必要だろうという
ことで，今回この第２の柱というものが，公平
な競争条件を確保するために出てきているとい
うことです。

〔第２の柱：主要な２つのルール（イメージ）〕
国際課税関係資料（２８ページ）
２８ページは，第２の柱の主要なルールが２つ
ありますので，第１の柱と同様，絵でお示しし
ています。２つのルールとは何かというと，１
つ目が最も主要なルールなのですが，「所得合
算ルール」と我々は呼んでいますが，英語で言
うと Income Inclusion Rule と呼ばれているも
のです。これは，軽課税国にある子会社等に帰
属する所得について，国際的に合意した最低税
率まで親会社の国で課税ができるという仕組み
でして，下の図で言いますと上の方に当たりま
す。左側のA国が通常の税率，日本のような
国で，右側のB国，これが軽課税国だとお考
えください。この場合，親会社が左側A国に

あり，B国に子会社等がありまして，子会社等
に収益が集中している，或いは集中させようと
しているということで，そういうタックスプラ
ンニングをしていることに対して，この子会社
等の所得に対して国際的に合意した最低税率ま
でA国の方で課税できるようにするのが，所
得合算ルールです。
次に２つ目のルールは，「軽課税支払ルール

（UTPR：Undertaxed Payment Rule）」です。
これは，所得合算ルールを補完するルールとし
て考えられているものでして，所得合算ルール
で十分に対応できない場合に，軽課税国への支
払を行っている子会社等に対して支払会社の国
側で課税するルールです。これも下の絵でご覧
いただければと思いますが，所得合算ルールの
絵と下の軽課税支払ルールの絵では，よくご覧
いただくと，親会社と子会社等の位置が逆にな
っています。下の方ですと，軽課税国に親会社
があり，A国の方に子会社等があります。親
会社に所得を集中させるということですので，
この場合ですと，所得合算ルールでは十分に課
税ができないのです。ではこの場合にはどうす
るかというと，子会社等から使用料等の支払が
親会社に行われるわけですが，この使用料等の
支払に関して通常ですとA国で損金算入が認
められるわけですが，この支払に対して損金算
入の否認等をすることによって課税するという
のが軽課税支払ルールの仕組みです。

〔第２の柱：所得合算ルールの概要①〕国際課
税関係資料（２９ページ）
２９ページは，今，簡単に申し上げたものをま
たちょっと違う絵でご説明しようとしたもので
す。真ん中に，「合意された最低税率」という
点線があります。これは縦軸が税率になるわけ
ですが，一番下のところが子会社等が軽課税国
において課されている実効税率，真ん中が国際
的に合意された最低税率（実効税率），一番上
が親会社の法人実効税率とお考えいただいた場
合に，右側に濃く青く塗った矢印があると思い
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ますが，所得合算ルールで課税する税額は，こ
の子会社居住地国の実効税率が最低税率に達す
るまでの差分であり，この差分に達するまでの
課税をトップアップ課税と呼んでいます。

〔第２の柱：所得合算ルールの概要②〕国際課
税関係資料（３０ページ）
３０ページですが，所得合算ルールについてこ
こまでの議論の中で主に議論されてきた論点が，
大きく２つあります。適用除外（カーブアウト）
という論点とブレンディングという論点です。
適用除外という論点については，この所得合算
ルールの適用から除外する，或いは合算対象と
なる所得についてこういうものは制限したらい
いのではないかという議論が行われてきていま
す。内容は後でご説明します。
ブレンディングについては，対象が多国籍企
業ですので，親会社の居住地国だけではなく，
世界中いろいろな税率の国で活動しているわけ
ですが，その企業の実効税率を計算するに当た
って，どの単位でその実効税率を計算するかと
いう議論です。大きく３つのアプローチがあり
ます。左側から，事業体ごとに見るというブレ
ンディングです。これは同じ国であっても２つ
以上事業体があるということを想定しています。
それから，真ん中が国・地域ごとに計算するも
のです。それから最後，右側が世界全体で計算
するという考え方になります。ブレンディング
可能な所得の範囲は，左から右に行くにしたが
って大きくなります。国によって税率の高い国，
低い国というのがありますから，大きく混ぜれ
ば混ぜるほど税率は中和されていきますので，
結果としてこの第２の柱の適用性というのは下
がっていくと思われるわけですが，現在の議論
としては真ん中の国・地域ブレンディングで行
きましょうというのがほぼ大勢となっていると
ころです。

〔第２の柱：所得合算ルールの概要③〕国際課
税関係資料（３１ページ）
３１ページは別のピラミッドの絵で所得合算
ルール（IIR）について表しています。ピラミ
ッドの頂点（P国）に親会社がありまして，そ
れがA，B，C，Dといろいろな国で子会社や
孫会社，支店を設けて活動しているという姿を
想定しています。IIR を考える際には幾つか論
点があります。
まず論点１です。対象となるような多国籍企
業は，全ての多国籍企業ではなく，第１の柱で
も同じような議論をしましたが，一定の規模以
上のグループを対象にしましょうということで
す。具体的には，連結財務諸表に含まれる事業
体を対象として，一定の総収入金額以上のグ
ループを対象にしようという考え方です。
論点２ですが，先ほどご説明しました国・地
域ごとに実効税率を計算します。論点３ですが，
これも先ほどご説明しましたもう１つの論点で
あるカーブアウト（適用除外）の議論です。課
税ベースから，有形固定資産（減価償却費用）
と支払給与について，一定割合を実効税率の計
算から除外してはどうかという考え方が議論さ
れています。この一定割合をどれぐらいに定め
るかということについては，現在議論中です。
論点４ですが，追加税額です。先ほど出てきま
した最低税率と軽課税国の実効税率の差分を用
いて，軽課税国の所得に，この実効税率と最低
税率の差分を掛けて追加税額（トップアップ税
額）を計算します。
以上，大きくこの４つの論点があります。そ
の他の主要論点として，実はこの第２の柱類似
の制度をアメリカが既にトランプ税制で導入し
ています。GILTI といわれます。これを，こ
の第２の柱で今回導入します IIR 相当のものと
認めるかどうかが大きな論点となっています。
グランドファザーリングというような言い方で
議論してきていますが，論点の１つとなってい
ます。そして，もちろん国際的に合意される最
低税率を何パーセントにするか，この税率によ
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って多国籍企業の負担も非常に大きく変わって
まいりますので，これをどうするかというとこ
ろも大きな論点としてあるところです。

〔第２の柱：軽課税支払ルールの概要〕国際課
税関係資料（３２ページ）
２つ目のルールである軽課税支払ルール

（UTPR）の概要を，同じくピラミッドの絵で
お示ししています。左側の真ん中に適用事例と
書いていますが，この例ですと，A国に子会
社Aがあるのですが，A国の軽課税所得に対
する追加税額（トップアップ税額）をC国・D
国の子会社等に配分してC国・D国で課税す
るということを示しています。この支払という
のが青い矢印で書かれていると思いますが，こ
の支払に対する控除を否認すること等によって，
C国・D国で課税することを考えています。論
点１は先ほどの IIR と同一ですが，論点２とし
て一番下に書いているところですが，UTPR
導入国の子会社等に追加税額を配分した上で，
これを控除否認等によって課税するというのが
このUTPRの制度の概要になります。
なお，左上に赤い四角で囲んでいるところで
す。UTRは，先ほど IIR の補完と申し上げま
したが，最終親会社において IIR が適用される
場合には，UTPRは適用しないというのが原
則です。これは，UTPRというのは非常にい
ろいろな国にまたがり，いろいろな支払を見な
ければいけないということで，多国籍企業にと
っては関連者間支払を把握する負担が大きくな
る制度ですので，第２の柱の議論でも，できる
限り IIR で済ませる，完結させるということを
目指して議論されています。

〔第２の柱の各ルール〕国際課税関係資料（３３
ページ）
第２の柱には，４つのルールがありまして，
今申し上げた２つのルール，IIR，UTPR，こ
れらは２つ合わせてGloBE というような言い
方もします。他にスイッチオーバールール，そ

れから租税条約の特典否認ルール（Subject to
Tax Rule：STTR）という２つのルールがあり
ます。スイッチオーバールールは，日本は関係
ないのですが，国外所得免除方式を採用してい
る国・地域が軽課税国所在の外国支店の所得に
ついて，外国税額控除方式に切り替えて課税で
きるというルールを認めようというものです。
それから STTRです。これは，IIR や UTPR
というのが途上国ではなかなか実施するのが難
しいという場合に，これらを補完するものとし
て，軽課税支払に対して租税条約の特典を与え
ないという形で，第２の柱の目的を達成するた
めに考えられているルールです。

〔第２の柱の構成項目（「ビルディング・ブロ
ック」）〕国際課税関係資料（３４ページ）
３４ページは，第１の柱と同じように，第２の
柱についてもビルディング・ブロックを設けて
います。こちらは全部で７つあります。IIR，
UTPRの２つについて４つのブロック，それ
からスイッチオーバールールと租税条約の特典
否認ルールについてそれぞれ１つずつ，それか
ら最後に執行とルールの調和ということで，７
つありますが，それぞれについて論点をご紹介
させていただきたいと思います。

〔第２の柱：構成項目（「ビルディング・ブロ
ック」）の主な論点①〕国際課税関係資料（３５
ページ）
まず，「スコープ（対象範囲）」の議論があり
ます。先ほども申し上げましたが，制度の骨格
としては，年間の連結総収入金額が一定以上と
なる多国籍企業グループを対象にしようという
方向で議論が行われていまして，CbCRで使わ
れている基準を使おうという方向です。他方で，
明らかに租税回避をしているわけではないだろ
うと思われる事業体がありますので，例えば投
資ファンド，年金基金等の事業体については適
用除外を認める適用除外事業体とするという議
論があります。
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この閾値の水準をどうするのかという議論が
あるわけですが，これに加えて，閾値を設けた
上で閾値を下回る多国籍企業グループに対して
も IIR の適用を認めるか認めないかという議論
があります。これはどういうことかといいます
と，IIR は，最終的には条約ではなくて各国の
国内法でルール化することが考えられています。
ですから，これは各国の課税権に属するという
ことですので，一定の閾値はあるわけですが，
例えばある国において自分の国に所在する多国
籍企業についてであれば，元々自国の課税権の
対象となる多国籍企業なので，閾値を下回る場
合でも IIR を適用することは，その国の課税権
の範囲内と考える。日本であれば日本の多国籍
企業ということになるわけで，そういう議論が
行われています。
それから，真ん中の「実効税率（Effective
Tax Rate：ETR）の計算」ですが，まずETR，
これは分子分母を書いていますが，「調整した
税引前利益」を分母として，「租税」を分子と
して計算しています。これが最低税率よりも高
いか低いかにより，この第２の柱が適用される
かどうかを判断することになるわけです。税引
前利益については，まず最終親会社の会計基準
に基づいて，個社の財務諸表上の税引前利益を
計算することになります。その上で，一定の永
久差異については調整しようということです。
この一定の永久差異というのが何かということ
になるわけですが，現状議論していますのは，
例えば配当ですとか持分法損益，株式の譲渡損
益，それから賄賂・罰金・反則金といったよう
なものについてどう取り扱うかが個別に議論さ
れています。
その上で各国・地域別にETRを計算するこ
とになるわけですが，このETR計算の主な論
点として，下に４つほど挙げています。まず１
つ目は，先ほどもご説明しましたが，課税ベー
ス（分母）の方で有形固定資産と支払給与の一
定割合を除いていいのではないかという議論で
す。この場合に一定割合をどう定めるか。それ

から，分母から除いた場合に，これに対応する
形で分子の租税はどう扱うかという議論があり
ます。
それから，CFC税制で課された租税をこの

ETR計算上どう扱うかという論点があります
し，各国ごとに補助金或いは税額控除という形
で企業を支援するわけですが，これをこのETR
計算上の分母に含めるのか，或いは分子に含め
るのかという論点もあります。税額控除などで
すと還付されるようなものもありますので，こ
れを分母に入れるか，分子から除くかによって
ETR計算も随分変わってまいりますので，そ
こをどうするかということが議論になっていま
す。
それから，配当及び株式売却益です。これら
は，国によって取り扱いが異なりますので，こ
れらをどう取り扱うかというのが議論としてあ
ります。
それから右上の「簡素化」がこの第２の柱に
ついては非常に言われていまして，非常に複雑
な制度になってまいりますので，このETR計
算についてできるだけ簡素化できないかという
ことで，４つのオプション，これはどれか１つ
というより，組み合わせもあるかもしれません。
確定していませんが，提案されておりまして，１
つ目は，実際の数値ではなくてCbCRのデー
タを用いたセーフハーバー用ETR計算し，こ
れが一定以上の国・地域については，その後の
ETR計算を求めないというオプションです。
２つ目は，一定以下の利益，或いは利益割合と
なるような国・地域については，ETR計算か
ら除外するという考え方です。３つ目は，基準
年においてはETRを計算するわけですが，そ
れを複数年適用してもいいのではないかという
考え方です。最後に，行政ガイダンスによって
低リスク国を特定してはどうかという，こうい
った簡素化のオプションが提案されています。
４つのルールそれぞれに入ってまいりますが，
まず「所得合算ルール（IIR）」，この対象は多
国籍企業ですので，親会社，子会社，孫会社と
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何重にもバリューチェーンが考えられるわけで
すが，一番上の最終親会社で適用するという「ト
ップダウンアプローチ」を原則として考えてい
ます。ただ，その上で子会社レベル，孫会社レ
ベルになってくると，いろいろ持分が分かれて
きます。或いは多国籍企業の外の方が持分を持
つというような場合も出てまいります。そうい
った場合に，トップダウン，最終親会社で適用
するのではなくて，分割の持分構造がある途中
段階の子会社レベルで IIR を適用するというこ
とも検討されています。このあたり，非常に細
かい議論になっていますが，テクニカルな議論
は，１０月のレポートが出た後もさらに議論が続
けられることになります。
それから，IIR と２つ目の柱であるUTPRの
どちらを優先的に適用するかということですが，
IIR を優先的に適用するという考え方です。
それから，「主な論点」で２つ書いています
が，「簡素な IIR」というものです。これは，IIR
において，例えばジョイントベンチャーですと
か関連会社，こういったものは必ずしも持分が
５０％超でない場合があるわけですが，こういっ
たものに対してどのように適用していくかとい
うことについて，IIR を簡素な形で適用を考え
るということが今検討されています。
それから「最低税率」です。これは，恐らく
最後まで残る議論です。

〔第２の柱：構成項目（「ビルディング・ブロ
ック」）の主な論点②〕国際課税関係資料（３６
ページ）
３６ページの左側，「軽課税支払ルール
（UTPR）」ですが，制度の骨格である IIR の
バックストップとして位置付けています。ETR
は IIR と同様に計算しますが，トップアップ税
額の配分の仕方は２つの方法がありまして，ま
ず１つは，軽課税国に所在する事業体に対して
グループ内で直接支払が行われる場合です。先
ほどのピラミッドの絵ではそういう絵を付けさ
せていただきましたが，直接支払がある場合に

は，その直接支払の控除を否認するという考え
方です。これがうまくいかない場合には，関連
者間のネットベースでの支払に着目して配分さ
れるトップアップ税額を計算します。ケース・
バイ・ケースで見ていくといろいろ出てまいり
ます。こういった点は恐らく１０月に公表される
レポートで説明されると思いますので，そちら
もご参照いただければと思います。
このように，トップアップ税額を関係事業体
に配分していくわけですが，場合によっては，
配分した税額が多くなり過ぎて，その国の所得
よりも税額の方が大きくなってしまうという
ケースが出てきますので，このUTPRの論点
として，そういった場合にトップアップ税額の
配分について一定の限度（キャップ）を設ける
必要があるのではないかという議論も行われて
います。
３つ目のルール，「租税条約の特典否認ルー

ル（STTR）」，これは支払受取者の所在地国が
軽課税国の場合に，租税条約の特典を否認する
ルールです。まだいろいろな議論が行われてい
るところですが，主な論点として３つあります。
１つ目は，この「支払対象者を誰にするか」と
いうところで，基本は関連者だと思うのですが，
このルールを広く適用したいと思う国にとって
は，関連者以外にも広げて考えていいのではな
いかという考え方が出ています。２つ目は，今
度は「対象となる支払の範囲」として，基本は
利子・使用料が考えられているわけですが，そ
れ以外のものにも広げていいのではないかとい
う議論が出てきています。３つ目は，その
STTRにおいて適用される「税率」をどう決
めるかということです。これは，GloBE の最
低税率が決まらなければ，こちらはもちろん決
まらないので，そちらと合わせて決める形にな
ってきます。全く同じにするというより，むし
ろそれよりも低くするとか，いろいろな考え方
が出てくると思います。
最後に，「スイッチオーバールール」です。
これは，日本は関係ありませんが，国外所得免
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除方式の国が外国税額控除方式に転換できると
いうルールです。
右側の「執行とルールの調和」のところです
が，重要な論点として，「ルールオーダー」が
あります。これは，先ほども申し上げましたが，
IIR が UTPRよりも優先するということです。
それから２つ目のポツで，「租税条約との整合
性」というのを書きました。これは，IIR と
UTPRの２つ，これは基本的には国内法で定
めようということですが，この国内法と租税条
約との間の整合性というのが問題になってきま
す。
それから，「米国GILTI との共存」です。こ
れは，米国では IIR と similar な GILTI という
制度が既に導入されているわけですが，これを
IIR であると認めるか否かが議論としてありま
す。認めるという方向で議論はしていますが，
まだ決着はしていないということです。
それから，先ほど申し上げましたGloBE は
国内法で定めるわけですが，各国がばらばらに
入れてしまうと結局意味がないことになります
ので，OECDで合意した後に，実際に「モデ
ル国内法」を作るという議論もありますし，「ガ
イダンス」を作るという議論もあります。
それから，第２の柱全てではないとしても，
その骨子，骨格となるようなものについて，例
えば「多国間条約」を作ってはどうかといった
ような意見，議論も今後検討されると思います。
それから最後に「レビュープロセス」です。
先ほど申しましたように各国国内法でルールを
作っていくわけですので，これが第２の柱の合
意に沿ったものであるかというのは，恐らく今
後チェックしていくということが必要になって
くると思います。
以上が第２の柱のご説明でございます。

〔ムニューシン米国財務長官からの書簡の概要
（報道ベース）〕国際課税関係資料（３８ページ）
最後に，今後の見通しについて，若干付け加
えさせていただければと思います。

まず，もうご承知の方が多いのではないかと
思いますが，６月にアメリカのムニューシン財
務長官が，ヨーロッパの４カ国の財務大臣に対
して書簡を送付し，それがなぜか報道されたと
いうことでございます。この中でムニューシン
長官が書いていることは大きく５つあるわけで
すが，１つ目はアメリカが提案したセーフハー
バー提案が拒否されてしまったために，アメリ
カから見た第１の柱の議論は行き詰っています。
次に，その後新型コロナウイルスという課題が
起きてしまったために，集中してこの議論をす
ることができなくなっています。従って，第１
の柱の議論は，１月段階では７月に合意しよう
と言っていたわけですが，これを延ばそう，今
年の後半（later this year）に再開するように
しようという提案をしています。
３つ目のポイントは，これはヨーロッパの国
などが第１の柱について，まずADSについて
実施し，CFBについてはいろいろスコープに
ついての議論もあるので，段階的に実施しては
どうかという議論もあるわけですが，これにつ
いて大きく反発していまして，アメリカの企業
が多いADSにだけ重く課税するというのは賛
同できないということです。４つ目は，デジタ
ルサービス税，その他類似の一方的な措置には
反対ですし，最後に，今ご説明した第２の柱に
つきましては議論が進展していますので，これ
については本年末までに結論を得るようにした
いという，こういった内容を６月段階でムニ
ューシン長官が提案して，さてどうしようかと
いうことになったわけです。

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議コミュニケ
（２０２０年７月１８日オンライン会合）〕国際課
税関係資料（３９ページ）
今年の７月，ちょうど２カ月前に，オンライ
ンではありましたが，G２０財務大臣・中央銀行
総裁会議が行われています。下線を引いたとこ
ろですが，１つは，本来１月には７月と言って
いたBEPS 包摂的枠組み会合を１０月に延期す
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るわけですが，１０月に青写真（ブループリント）
に関する報告書を提出するようにしようという
ことです。グローバルなコンセンサスに基づく
解決策に係る作業を前進させようという，ポリ
ティカルなメッセージを出していただいていま
す。
それからもう１つ，下線部分の下の方になり
ますが，今年中にグローバルなコンセンサスに
基づく解決策をまとめるという我々のコミット
メントをリコンファームするということで，ム
ニューシン長官のレターが６月に出た後，７月
に再びG２０としてのコミットメントを再確認す
るという形が取られています。

〔経済のデジタル化に伴う課税上の課題：今後
の主な日程について〕国際課税関係資料（４０
ページ）
４０ページは，今後の主な日程ということにな
ります。今現在も，先ほど言いましたブループ
リントのレポートは事務的に議論して，できる
だけどんどん前に進めようとしていますが，現
在のゴールはこの１０月８日，９日に予定されて
いますBEPS 包摂的枠組みの総会です。ここ
でレポートに合意することができましたら，そ
の翌週になりますが，これもオンラインですが，
G２０財務大臣・中央銀行総裁会議にこのレポー
トが報告されることが想定されています。恐ら
くこの段階でブループリントのレポートは正式
に公表されるということになりますので，それ
を受けて産業界或いはいろいろな学会の方との
パブリックコンサルテーション（市中協議）と
いうような形で意見交換するということが行わ
れるのではないかと思います。理想としては，
年末までに最終報告書のまとめを出すというの
が現在のシナリオということでございます。

〔令和２年度与党税制改正大綱（抜粋：経済の
デジタル化に伴う課税上の対応）〕国際課税
関係資料（４１ページ）
最後のページに付けていますのは，昨年令和

２年度の与党税制改正大綱に盛り込ませていた
だきました経済のデジタル化に伴う課税上の対
応について，日本としてどういう姿勢で臨んで
いくかというところです。昨年の１２月にこれを
まとめていただきましたが，我々は，この５つ
の柱に沿って議論を行わせていただいておりま
す。
安定的かつ予見可能な投資環境を構築するこ
とです。一国主義的な課税措置というのはやは
り問題なので，国際合意を何とか作っていこう
ということです。それから，企業間の公平な競
争環境を作るというのは，長期的に考えて，我
が国企業の国際競争力の維持・向上につながる
だろうということです。ただ，その場合にルー
ルは明確でなければいけないし，このルールが
適用されることによって過度な事務負担，或い
は二重課税が生じないようなことをきちんと考
えるということです。そして長らく出てきてい
ます法人税の引下げ競争，底辺への競争に対し
て，きちんと解決を見いだしていこうというこ
とです。
駆け足になりましたが，この５つの論点に沿
って引き続き議論，交渉させていただきたいと
思っています。長くなりましたが，私からのご
説明は以上でございます。ありがとうございま
した。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．第２の柱 軽課税国への利益
移転に対抗する措置の導入に
関する質問・意見

（渡辺） 藤井さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，パネリストのお三方から，
今頂いたご説明に対する質問ご意見を頂戴した
いと思います。最初に青山さん，よろしくお願
いします。
―――――――――――――――――――――

（青山） ありがとうございます。大変詳しい
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ご説明を頂きました。ミニマムタックス構想の
本スキームの中核をなすのが IIR というもので，
そしてそれを補完するUTPRがあるというこ
と，そしてトップアップ課税の仕組みなどにつ
いて，大変豊富な図解で説明いただきましてあ
りがとうございました。コメントと若干の質問
事項を申し上げます。
まず，この第２の柱はコロナ禍の下での財政
による支援措置の歳入確保対策として期待する
向きもあると聞いています。そのため，むしろ
第１の柱より注目する国もあると聞いていて，
その増収効果が検討当初に比べて大きく注目さ
れるところではないかと考えています。しかし，
一方で，わが国のようにアウトバウンド投資を
促進しつつ租税回避にも対応するというスタン
スでCFC税制，タックスヘイブン税制を官民
共同である意味育ててきた国にとっては，適用
除外の理念を，実体基準といいますか実質基準
で定着させてきたので，第２の柱の主軸となる
ミニマムタックス構想の下の IIR は課税制度と
して不整合であるように見えます。即ち，重複
適用の観を呈するため，それによる二重課税リ
スクなどにより，場合によってはバリューチ
ェーン，サプライチェーン変更を余儀なくされ
るところも出てきかねないのではないかと懸念
されるのです。。
そこで，BEPS 防止を達成するために，他の

１４項目から残された領域として取り組む本ス
キームの詳細設計においては，目的達成のため
にできるだけ，比例原則に沿った制度・運用に
すべきだと考えています。

〔第２の柱関係〕
そこで，質問として２点に絞って申し上げま
す。まず，第２の柱関係では，多国籍企業の
BEPS 防止という当初目的から見れば，説明の
中でも触れられました米国の低課税グローバル
無形資産GILTI のように，全世界ブレンディ
ングというものも理論的に志向されうると思わ
れるのですが，コンプライアンスコストの大き

い国・地域別ブレンディングに集中することに
対する反対意見，特にビジネスからのものです
が，これはどのようにして配慮されたのかとい
うことを伺えればと思います。
そして，追加されている法人税の引き下げ競
争への対応という理念を考えますと，その趣旨
は昨年の与党大綱でも触れられていたわけです
が，仮に本スキームが合意されますと，我が国
も一斉実施に乗り遅れるわけにはいかないとい
う事情もあるかもしれないと思われます。，そ
こで，各国は，自国の例えばCFC制度を踏ま
えて，本制度を選択的に適用するなどのオプシ
ョンの余地はどの程度残されているのでしょう
か。これについて感触をお伺いできればと思い
ます。

〔今後の問題について〕
２点目は，今後の問題についての質問です。
新制度発足に一定の猶予期間を置くとなれば，
既に先行するデジタルサービス税の実施期間は
長くなる可能性があります。最終合意に併せて
既存のデジタルサービス税の店じまいの仕方に
ついて，どのような対応をお考えでしょうか。
これは先ほどの栗原さんのご質問とも関連しま
す。併せて米国の主張する利益Aの合意の延
期及びセーフハーバーとしての主張への対応に
ついて，包摂的枠組みの中でどのような突き詰
めた議論をされているのかということも具体的
に伺えればと思います。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。次，吉村さん，どうぞよろしくお願い
します。
―――――――――――――――――――――

（吉村） 私は，第２の柱の中でも特に IIR に
ついて質問したいと思います。質問とコメント
で，４つの項目に触れます。
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〔会計上の利益を出発点とすることについて〕
１つ目が，実効税率の計算に当たって，最終
親会社の会計基準に基づく計算というのが出発
点になっています。執行面，実際の企業負担に
配慮すれば当然こういった方法になるかと思い
ますが，既に資料３５ページで紹介がありました
ように，永久差異或いは一時差異の調整をどう
するかという問題が出てきていたかと思います。
この差異調整の基本的な考え方について，議論
の雰囲気といいますか，どういった方針で議論
されているかということを教えていただければ
と思います。例えばこの例に挙げられているよ
うに，配当の扱いは会計と税務とで考えが異な
っています。さらに厄介なのは，国ごとに見て
も，軽減措置ないし配当免税が異なっています
ので，そういった国ごとの違いもいちいち取り
上げて調整するのが正確であることは間違いな
いわけですが，これはやはり企業にとって非常
に大きな負担になるかと思います。
正確に実効税率を計算する方向と，企業負担
に配慮して簡素な制度を作るという方向とのバ
ランスについて，何か示唆的な取り組み或いは
議論を教えていただきたいと思います。

〔適用除外について〕
２つ目が，適用除外です。資料の３１ページ一
番下の論点３に関して，こちらは以前から実体
基準での適用除外を求める声が要望としてあっ
たかと思いますし，それに対応して今回定式
ベースでの適用除外を設けることになったのか
と思います。租税競争に底を設定するという制
度の目的との関係で，正確性を追求するのか，
それとも簡素な制度にするのかというところで，
バランスを取っていかなければならないと先ほ
ど申し上げました。これはコメントなのですが，
適用除外について，こういった簡素な方向で
ルールが作られることには賛成いたします。

〔法域・国別ブレンディングについて〕
３つ目はブレンディングに関する質問です。

国・地域別でブレンディングを設定するのが有
力ということですが，この点については他の
方々からもご意見がありました。青山さんから
もご質問がありましたが，既存のCFC税制と
の調整についてはどのような形で実現されるの
かという点をお伺いしたいと思います。仮に制
度が併存することになりますと，親会社での
CFC課税を各国・地域の子会社に改めて割り
当てて実効税率を計算することが予想され，か
なりルールが煩雑になるかと思います。仮に両
者が併存するとしても，IIR についてはCFC
とそろえて申告するというのはかなり企業の負
担になるのではないでしょうか。例えば申告期
限を後のタイミングに設定するといった配慮が
必要になってくると思います。
同じ個所で，第１の柱と同じく，損失が発生
した場合の取り扱いについてお尋ねいたします。
これは先ほどの質問，会計基準を出発点とする
ことと税法上の取扱いとの差異調整の話と重な
るところもあると思いますが，損失の取り扱い
について現在の議論を教えていただければと思
います。

〔適用の調整について〕
４つ目が，IIR と UTPRの調整についてです。
ご説明いただいたとおり，IIR の方を優先的な
ものとして考えられているとのことでした。包
括性・整合性の観点から IIR が第１ルールであ
って，UTPRはそのバックストップとして位
置付けるべきだという考えが強いと聞いていま
したので，そういった方向で整理されているか
と思います。
そこで，資料３２ページに赤く囲んであります
ように，最終親会社において IIR が適用されて
いる場合にUTPRは免除されるという調整
ルールがどのような形で執行されるのかについ
てお伺いしたいと思います。すなわち，本国が
IIR 導入国であるというだけで自動的にUTPR
から免除されるといったオン・オフの形で判断
されるのか，それともやはり実効税率による判
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断であって，本国での IIR が適用されて実効税
率テストをクリアしていることの疎明が必要な
のかといった質問です。前者の方が非常に割り
切った制度であって，特に企業としても国際的
に整合する IIR を作っていきましょうと賛同し
やすくなると思います。
また，これに関連するところですが，結局こ
れらのルールが国内法として導入されることに
なってきますと，先ほど触れた IIR の優先性と
いった点を含めて，これらのルール間の整合性
がどう担保されるのだろうかという疑問を持っ
ています。
ご説明の中ではモデル国内法，或いはガイダ
ンスを出す，さらに基本的な部分について多国
間条約を準備されるといったお話がありました。
各国の国内法を調和する措置は，できれば強力
なものといいますか，十分に整合性を確保する
方向で導入していただかなければならないと思
っています。また，既にUTPRと似たような
仕組み，つまり関連者間で支払が行われた場合
に，支払先が軽課税国である，または軽課税企
業であるという場合に，源泉地国において損金
算入を否定し，追加的な課税を行うといった税
制上の措置を導入している国が増えてきていま
す。第１の柱導入に伴うデジタルサービス税の
撤回と同じなのですが，第２の柱導入に伴って，
そういった既存措置はどういう取り扱いになる
のかという点も含めて，ルール調和に関心があ
るところです。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 吉村さん，どうもありがとうござい
ました。では次，栗原さんよろしくお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

（栗原） ご説明ありがとうございます。第２
の柱については４つの手法が紹介されています
が，IIR に注目が集まっています。第１の柱を
含めて今回議論されているテーマの中で一番早

く導入されそうなテーマですので，IIR につい
てコメントしたいと思います。なお，個人的に
は導入に反対です。

〔IIR とタックスヘイブン対策税制との整合性，
IIR の課税の趣旨，根拠について〕
まず１つ目です。既に青山さんと吉村さんか
らコメントがございましたが，IIR とタックス
ヘイブン対策税制との整合性，IIR の課税の趣
旨や根拠について教えていただければと思いま
す。タックスヘイブン対策税制は，経済実体の
ない会社などを利用して日本の租税を回避する
行為を防止する制度と理解しています。重なる
部分を除くと，IIR は経済実体のある会社への
課税と整理できます。経済実体がある会社への
課税は行わないというタックスヘイブン対策税
制の考え方とも矛盾するように思います。全く
別な制度として導入するのか，タックスヘイブ
ン対策税制の趣旨を変更してその一部として導
入するのか，教えてください。また，経済実体
がある会社には課税しない前提でこれまで投資
してきているわけですから，既存の投資は対象
とせず，新規投資分から制限するという考え方
があってもよいのではないでしょうか。タック
スヘイブン対策税制も，抜本的な改正を経て
少々複雑になってきています。正直なところ，
対応するのが精いっぱいなので，もう少し間を
置いていただけると助かります。

〔IIR〕
２つ目，IIR は日本企業にどのような効果が
あるとお考えでしょうか。合算課税分税金が増
えますので，それだけを見るとダメージを与え
てしまうと感じられます。見合った投資促進の
政策も必要と考えていまして，必ずしも世界的
な合意は必要ないと思いますので，ぜひご検討
いただければと思います。

〔経済実体のある会社への課税〕
３つ目，経済実体のある会社への課税には抵
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抗感がありますが，説明資料にもありましたよ
うに，工場など多額な投資を行っている会社に
は一定の所得控除を認めるなど，現実的な対応
も必要と強く感じています。

〔ブレンディングについて〕
４つ目，ブレンディングについて，お願いが
ございます。個人的には全世界ブレンディング
を希望していますが，国・地域ブレンディング
になる可能性が高いと伺っています。全世界で
は最低税率以上の税金を負担しているにもかか
わらず，たまたま特定の国，特定の年度だけ最
低税率に届かないと日本で合算課税されてしま
う。理解はしていますが，この不幸な出来事を
少しでも和らげるために，何らかの補正をお願
いしたいと思います。

〔損失について〕
５つ目は，損失について伺います。損失の年
度は課税されないと思いますが，１つの国に複
数の子会社があり，そのうちの１つが赤字だっ
た場合，どのように計算されるのでしょうか。
相殺しきれない赤字は翌年度に繰り越して，翌
年度の黒字と相殺できるのでしょうか。
最後に一言，最低税率まで負担しなさいとい
うお話だと思いますが，ペナルティ課税という
ものでなければ，単年度課税でもある必要もあ
りません。ご説明にありましたように，複数年
度で最低税率まで負担していればよいという制
度設計も可能と思います。ぜひご検討をお願い
したいと思います。今日はどうもありがとうご
ざいました。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 栗原さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，ただ今頂きましたお三方か
らのご意見ご質問に対してまして，藤井さんか
らご回答をお願いします。
―――――――――――――――――――――

（藤井） ありがとうございます。引き続きビ
ルディング・ブロックに沿った形で考えを述べ
させていただければと思います。

〔CFC税制との関係〕
最初は総論的な話になりますが，お三方から
「CFC税制との関係」というご質問を頂いて
おります。CFC税制は経済実体がないと認め
られる外国子会社等の所得，或いは経済実体が
あると認められる場合であっても一定の受動的
な所得（利子や配当，使用料）を内国法人等の
所得とみなして課税するという制度です。一方，
今回議論しています IIR は，多国籍企業グルー
プの合意された最低税率までの租税負担を確保
するという目的ですので，別の言い方をすると
外国子会社等の経済実体があるかないかにかか
わらず適用するということでありまして，政策
目的が異なっているというのが我々の考えてい
るところです。もちろん外国子会社等の所得を
対象として株主レベルで課税するという点では，
類似性はあるわけですが，政策として一方が他
を排除するといったことではないと思っていま
す。ただ，実際適用していく場合には，いろい
ろ重なってくる部分も出てくると思いますので，
具体的な制度設計をしていくときには，丁寧に
進めていかなければいけないと思います。

〔日本企業への効果について〕
それから，栗原さんから「日本企業にどうい
う効果があるのか」という，難しいご質問を頂
戴いたしました。日本の多国籍企業が操業して
いる国・地域の実効税率が，最低税率に達して
いない場合には租税負担は増えてしまうことは
あり得ることと思います。ただ，第２の柱の目
的が他の国の多国籍企業との Level Playing
Field（公平な競争条件）を確保することだと
いうことを申し上げたいと思っていまして，日
本の多国籍企業グループは，節税，租税回避等
のタックスプランニングというのは相対的には
少ないと言われていることを考えますと，長期

― 164 ―



的に考えると，日本の多国籍企業にとっては必
ずしも不利ではなく，GloBE 導入によって諸
外国の多国籍企業グループの租税負担が相対的
に押し上げられることでむしろ有利に働くとい
うようにもお考えいただけるのではないでしょ
うか。
それから，これはOECDでも分析していま
すが，いわゆる底辺への競争に歯止めをかける
ことによって，租税負担を回避するための投資
が減少して，結果として投資効率が高まるとも
評価できるのではないでしょうか。いろいろな
ご意見があるかもしれませんが，そういった分
析もあるところです。

それから，仮に IIR を導入しないと，それを
補完する制度としてのUTPRが適用される，
すなわち，日本が IIR を導入しないと，日本の
多国籍企業グループの外国子会社から軽課税国
に所在する他の外国子会社等への支払に対して，
支払側の国でUTPRが適用されてしまうリス
クがあるということです。日本が IIR を適用し
ていればそれを防止できるので，導入を検討す
る際にはそういった点を考える必要があると思
います。

〔実効税率（ETR）計算〕
次に，「実効税率（ETR）計算」についても

ご質問いただいています。まず，吉村さんから
「会計と税の調整」について，「基本原則は何
か」，それから，例えば「配当の取扱い」につ
いて質問頂いています。IIR の ETR計算の分
母となります課税ベースにつきましては，最終
親会社の連結財務諸表のために準備します個社
の財務諸表上の税引前利益からスタートした上
で，一定のものについて永久差異調整を行うと
いう仕組みです。では，何を調整するかについ
て統一的な視点で考えますと，例えば多くの国
の税法上で同じような措置が取られているかど
うかという「共通性」，それから課税ベース計
算とETR計算への影響が非常に大きく出てし

まうかどうかという「重要性」，そういった切
り口から何を調整項目とするのかというのは議
論されるということで，先ほど申し上げたよう
な受取配当や株式の売却損益，それからストッ
クオプション等々がレポートの中では議論され
ているということです。
ただ，これを調整する際には，ETR計算の
事務負担は確実に増えるということになります
ので，この事務負担の軽減，簡素化は別途議論
しなければいけないということと思います。こ
の点は今後パブリックコンサルテーションをし
ていくときに議論していかなければいけないと
思っています。
また，ご指摘の「受取配当」ですが，これは，
ご指摘のとおり多くの国で資本参加免税の下で
益金不算入になっているわけですが，一方で例
えばポートフォリオの配当については課税する
仕組もあります。ただ，その場合に持分比率だ
とか保有期間について国によってまちまちにな
っていますので，ポートフォリオ配当を課税
ベースに含めるのか，含める基準としてどのよ
うな閾値を設けるのかという議論はあります。
ただ，具体的にそれを横串でどういうふうに仕
切るかというところについては，今，議論が継
続して行われているところです。

〔適用除外について〕
それから，「適用除外」について，吉村さん
から「定式での実体基準による適用除外」がい
いのではないかということでした。それから，
栗原さんからも「工場設備投資に対する優遇措
置」をというようなお話を頂いています。本来
論から申し上げると，Pillar２は，先ほど申し
上げましたが，外国子会社の経済実体があるか
ないかにかかわらず適用する制度なので，そう
いう適用除外は考えない，望ましくないと，割
り切ってしまうという考え方に立つわけです。
ただ，一方でいろいろなご意見がありますし，
経済実体があるところで生産しているのであれ
ば，BEPS の懸念もないだろうということで，
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実際の議論としては，有形固定資産或いは支払
給与について，一定の定式に基づいて適用除外
をする方向で議論が行われています。
その際に，facts and circumstances に基づ
いて除外すれば，という議論ももちろんあるの
ですが，それではまた複雑になってしまいます
ので，定式でやろうという議論が大勢，主流だ
ろうと思いますし，その方向で議論していきた
いということです。

〔ブレンディングについて〕
それから，「ブレンディング」についても幾

つかご質問を頂いています。栗原さんから，国・
地域ブレンディングは，たまたま特定の国で特
定の年だけ最低税率を下回ってしまうと合算さ
れるが，それはどうなのかというご質問を頂い
ていますし，青山さんからはそもそも全世界ブ
レンディングの方が理論的に正しいのではない
か，その議論が採用されなかったのは何故かと
いうご質問を頂いております。
まず，ブレンディングについてですが，現実
の議論の中では多くの国は国・地域ブレンディ
ングを支持していました。例えば軽課税国は，
国・地域ブレンディングでは他の国・地域の所
得とのブレンディングは認められないので適用
対象となるケースが増えるという懸念をもちろ
ん主張していましたし，産業界からは事務負担
が当然増えるという議論もありました。一方で，
全世界ブレンディングにすると，GloBE とし
ての政策効果というのはやはり棄損されてしま
うのではないかという懸念は，政策論としては
非常に数多くありまして，底辺への競争に対抗
するということで考えると，理想的にはこの制
度が入ることによってどこの国の税率も最低税
率以上となることが最終ゴールかもしれません
ので，そういった観点から国・地域別ブレンデ
ィングに対する根強い支持が聞かれたというこ
とと思います。
それで，栗原さんがおっしゃったような特定
の国，特定の年だけに課税が生じることは確か

にあるかと思います。それについてはテクニカ
ルな議論が行われていまして，例えば子会社が
存在している高課税の国で，一時差異などの偶
発的な事象によってある年に限ってトップアッ
プ税額が発生したというケースについては，そ
のトップアップ税額分を翌年度以降に繰り越し
て，翌年度以降の一定の期間内に同一国で生じ
た最低税率を超える租税債務の金額の範囲内で，
翌年度以降のトップアップ租税債務と相殺する
ことを可能とするという仕組みを考えてはどう
かという議論が行われています。IIR tax credit
という用語で議論していますが，そういった措
置を入れることによって，今，ご懸念いただい
ているものについて対応が行われるということ
です。

〔CFC税制との調整について〕
それから，CFC税制との関係で，吉村さん
から，「CFC税制による租税をどのように割り
当てていくのか，それをやるとかなり複雑にな
るのではないか」というご質問を頂いています。
この点，CFC税制による租税は各国・地域に
割り当てていこうという考え方があるのですが，
一方で，ご指摘のようにCFC税制はいろいろ
な国によって違う制度があります。したがって，
いろいろなケースを考えていくと，GloBE の
仕組みをかえって濫用というか悪用して，受動
的な所得を意図的にCFC所在国に移転するこ
とによって，結果としてトータルの税負担額を
少なくするようなタックスプランニングもでき
るのではないかということが考えられたり，或
いは簡素化はもちろん考えなければいけないこ
とで，両者の配分をよく考えようという議論が
実際は行われています。非常にテクニカルなの
で，もう少しそこは考えていかなければいけな
いということです。

〔損失の取扱について〕
それから，「損失の扱い」について，吉村さ
んと栗原さんからご質問を頂いています。Pillar
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２についても損失の繰り越しは認める方向で議
論しておりまして，繰越期間は無期限にする方
向で議論されています。この損失というのは，
会計上の損失ですので，各国・地域ごとの
GloBE の課税ベースに含められる費用と所得
を比べて出てくる損失で計算するということで
す。
栗原さんからご質問いただいたのは，「ある
国で複数の子会社があって，一方は赤字，もう
一方は黒字だった場合どう計算するか」という
ことですが，これは２つのフェーズがあると思
います。１つは，ある国がまず Pillar２の適用
国が，Pillar２の適用の対象になるか，すなわ
ち最低税率よりもETRが高いかどうかを計算
するETR計算上の損失の取り扱いです。もう
１つは，Pillar２が適用される場合に，トップ
アップ税額（追加税額）を計算する際に損失を
どうカウントするかというフェーズです。
それぞれご説明させていただくと，まず，最
初のETR計算が最低税率を超えるかどうかに
ついては，同じ国に所在する構成事業体の所得
と損失は通算することになりますので，通算の
過程において損失事業体の損失が考慮されるこ
とになります。２つ目のフェーズ，トップアッ
プ税額の計算に当たっては，同じ国に黒字企業
と赤字企業があったとすると，黒字企業に対し
て赤字企業の損失を所得の割合に応じて配分す
るという仕方をすることになります。これはト
ップアップ税額計算上，所得とロスを清算する
ことになりますので，少しわかりにくいかもし
れません。それから最後，合算した結果，ある
国・地域においてトータルとして損失になった
場合は，その損失は繰越損失として繰り越しす
ることになります。

〔UTPRについて〕
それから，吉村さんから「UTPR」について
ご質問を頂いています。UTPRは IIR のバック
ストップだと言われており，それを「どう担保
するか」ということですが，２つぐらいケース

として考えられると思います。例えば１つ目の
ケースは，親会社の国で IIR が適用されている
ケースです。先ほどの話ではそれで十分ではな
いかということですが，今検討されている話は，
親会社が IIR を適用されていることと，それか
ら親会社所在地国での実効税率が最低税率を超
えていることです。この２つのことを証明する
証明書を多国籍企業グループが自ら作成し，子
会社の当局に提出します。それでUTPRの適
用が免除される仕組みを考える方向で議論が行
われています。これと併せて，IIR の導入国が
どこかがわからないと困ると思いますので，
OECDで IIR を導入している国のリストを作
ることも検討されています。
それからもう１つ考えられるケースは，親会
社で IIR が適用されていないとしても，その多
国籍企業グループが活動している全ての国・地
域で最低税率を超えた実効税率を達成している
ケースもあると思います。この場合も，事務的
には大変かもしれませんが，これを証明する証
明書を作成し提出していただく手続きを取るこ
とで，UTPRの適用を免除する方向で議論さ
れています。

〔申告について〕
それから，「申告の期限」です。吉村さんか
ら，CFC税制との関係で申告期限について同
じタイミングではなく，一定配慮した方がいい
のではないかというご質問を頂いて，確かにそ
うかもしれないなと思いながら伺っていました。
現状，GloBE の申告期限についてまだ具体的
な議論が行われていない段階ですので，今後の
議論でご指摘いただいた話をしていくのかと思
います。おっしゃるとおりで連結財務諸表を作
成するためにかかる期間とか，いろいろ情報を
収集して入力するための時間なんかも必要にな
ってくると，全体で考えなければいけない気が
いたします。
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〔モデル国内法とガイダンスについて〕
それから，吉村さんから，「ルール間の整合

性」の論点で，それをどのように担保するのか
ということで，もう既に国内法でUTPR類似
の制度を導入している国もあるではないかとい
う質問です。これは，まずは国内法の措置なの
で，国内法で措置するとともに，その参照とし
て各国共通のモデル国内法を作る。それからガ
イダンスを作る。それから重要な構成要素や原
則を限る形になるのではないかと思いますが，
その多国間条約を作るということも検討してい
くと思います。既存の類似の制度も含めて，多
国間のレビューをしていくことは，最終的に国
内法で措置することになる以上は必要になって
きます。レビューの議論はされていますが，そ
のレビューをどのように行っていくかはまだ決
まっていませんので，それは今後そういう声を
上げていただきながらしていくものと思います。

〔GloBE のオプショナリティ等について〕
それから，青山さんからの「第２の柱を選択
的に適用していくこともあるのではないか」と
いう質問です。これはルールステータスの問題
ですし，そもそも国内法で措置するということ
なので，選択適用は実際上あるとは思います。
ただ，日本について言えば，合意内容を踏まえ
た IIR を進めていかなければいけないと思って
いまして，仮に日本が IIR を入れていない場合，
日本の多国籍企業の子会社に対して，その子会
社所在地国でUTPRが適用されてしまうと，
結果として同じ課税負担が生じますし，企業か
らすると結局追加的な負担がかえって IIR より
もUTPRの方が大きくなることもありますの
で，その点を考慮しなければいけないと思いま
す。
それから，栗原さんから「複数年度で考えた
らどうか」というご質問を頂いておりまして，
今現在，制度設計上は単年度ごとに実効税率を
計算することになっていますが，先ほど触れま
した損失の繰り越しですとか，トップアップ税

額について翌年度以降に繰り越しをして考える
ことができる制度を導入していくことと併せて
考えますと，実質的には複数年度を通じた考え
方はある程度は入ってくるとお考えいただくこ
とも可能かなと思います。

〔デジタルサービス税（DST），セーフハーバー
等について〕
「DST」，それから「セーフハーバー」等に
ついてご質問いただいています。DSTについ
ては，第１部の方でもお答えさせていただきま
したが，全体として導入された場合には，DST
導入済みの国については，それを適用しない，
取り除くということにしていただかなければい
けないし，未導入の国は導入しないということ
をパッケージの一部に入れなければいけないと
思います。これは国内法の措置だとは思います
が，その担保とコミットを取らなければいけな
いと思います。
利益Aを延期という主張はもちろんあるわ

けですが，現時点では第１の柱，第２の柱，合
わせて目に見える成果を出すというのが日本の
立場というのが，私が申し上げられることだと
思います。それからセーフハーバー，これはア
メリカの大統領選挙と関わってきますので，１１
月の初めにある選挙が終わってみないと，なか
なかその議論は動かないと思います。ただ，こ
のデジタル課税の議論自体，アメリカの参加と
いうことが極めて重要です。だから，逆にアメ
リカが参加しないと意味がない部分があります
ので，アメリカをどう制度の合意に持っていく
のかという観点から考えていかないと，そうい
う観点からどういう政治的な合意を作っていく
のかというのは，選挙結果にも随分影響を受け
ますので，確かにそれ以降の議論なのかと思い
ます。
以上と思います。長くなってしまいました。
―――――――――――――――――――――
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おわりに

（渡辺） 藤井さん，どうもありがとうござい
ました。まだまだ議論は尽きないようでござい
ますが，時間も４０分以上超過していますので，
ここで第２部を終了したいと存じます。本日は，
経済のデジタル化に伴う課税上の課題について，
最近の考え方等をご議論いただきました。なか
なか難しいし，またよくわかっていない部分も
多い問題ですが，今日はいろいろ率直に議論を
伺わせていただいた結果，かなりのところで明
らかになったところがあるのではないかと思っ
ていまして，パネリストの皆さんに感謝申し上
げたいと思います。
それでは，これで国際課税に関するパネルデ
ィスカッションをお開きにさせていただきます。
ご協力どうもありがとうございました。
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